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契
約
交
渉
の
破
棄
と
そ
の
責
任

七

完
)

l
i
現
代
に
お
け
る
信
頼
保
護
の
一
態
様
と
し
て

l
|

日

次

序
論
|
|
本
稿
の
課
題
と
対
象
、
視
角
と
構
成

第
一
部
日
本
に
お
け
る
議
論
の
現
状
と
問
題
点

第
二
部
ド
イ
ツ
法
の
考
察

第
三
部
フ
ラ
ン
ス
法
の
考
察

補
論
ア
メ
リ
カ
法
の
概
観

第
四
部
日
本
法
の
再
構
成

第
一
一
編
「
契
約
の
成
立
」
と
「
成
立
形
態
」

第
二
一
編
寸
申
込
の
撤
回
」
に
関
す
る
諸
議
論

第
二
章
「
申
込
の
撤
回
」
に
対
す
る
日
本
法
の
態
度

(
以
上
、
四
二
巻
一
号
)

(
第
一
編
ま
で
、
四
二
巻
二
号
)

(
第
一
編
ま
で
、
四
二
巻
三
号
)

(
以
上
、
四
二
巻
四
号
)

(
以
上
、
四
二
巻
五
号
)

以
上
、
四
二
巻
六
号
)

山
出

田

清

J台
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説

第
二
章
ド
イ
ツ
に
お
け
る
「
申
込
の
撤
回
」
に
関
す
る
議
論

第
三
編
「
契
約
交
渉
の
破
棄
」
と
そ
の
責
任
|
解
決
策
と
解
釈
試
論

結

び

|

|

「

信

頼

保

護

の

あ

り

方

」

に

つ

い

て

(

以

上

、

本

号

)

雪ム
ロ岡

第
二
章

「
申
込
の
撤
回
」

に
関
す
る
議
論

ド
イ
ツ
に
お
け
る

ド
イ
ツ
法
を
検
討
す
る
の
は
、
現
行
日
本
民
法
典
の
採
用
す
る
「
申
込
の
拘
束
力
」
が
旧
民
法
典
を
介
し
て
ド
イ
ツ
旧
商
法
典
に
遡
り
、

か
つ
現
行
民
法
典
の
起
草
過
程
に
ド
イ
ツ
民
法
草
案
が
影
を
落
と
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
か
か
る
趣
旨
に
照
ら
し
、
考
察
の
力
点
は
右
の

一
一
つ
に
置
か
れ
る
が
、

そ
れ
ら
も
他
か
ら
独
立
し
て
存
在
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
先
行
す
る
時
代
に
大
き
く
左
右
さ
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ

一
八
世
紀
か
ら
一
九
世
紀
初
頭
の
立
法
事
業
や
パ
ン
デ
ク
テ
ン
法
学
に
も
ふ
れ
て
み
る
。

る
か
ら
、
こ
こ
で
は
も
う
少
し
視
野
を
広
げ
、

一
八
世
紀
後
半
か
ら
一
九
世
紀
初
頭
の
立
法
事
業
概
観

マ
ク
シ
ミ
リ
ア
ン
の
バ
イ
エ
ル
ン
市
民
法
典
二
七
五
六
年
)

第
一
一
節

こ
の
法
典
に
は
、
契
約
総
則
に
相
当
す
る
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
る
が
、
「
申
込
の
撤
回
」
に
も
寸
拘
束
力
」
に
も
直
接
言
及
し
た
条
項

は
見
当
た
ら
な
い
。
が
、

-vo--』
円

E
Z
S
が
義
務
を
発
生
さ
せ
る
場
合
は
限
定
列
挙
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
「
拘
束
力
」
は
否
定
さ
れ
て
い
た
も

の
と
解
せ
ら
れ
る
。
ま
た
同
法
典
の
起
草
に
当
た
っ
た
同

2
5ヨ
ミ
『
の
注
釈
書
で
も
、
「
拘
束
力
」
が
認
め
ら
れ
た
様
子
は
見
当
ら
な
い
。

プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
(
一
七
九
四
年
)

プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
法
典
の
草
案
(
一
七
八
四
l
一
七
八
七
年
)

は
、
契
約
の
章
(
第
二
部
第
二
章
)

の
な
か
で
、
申
込
は
一
定
期
間
撤
回
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で
き
ぬ
と
明
定
し

(
七
四
条
)
、
「
申
込
の
拘
束
力
」
を
是
認
し
て
い
た
。

を

一
般
法
典
(
一
七
九
一
年
)

も
契
約
の
章
(
第
一
部
第
五
章
)

設
け
、
右
の
如
き
明
示
的
な
規
定
は
な
い
も
の
の
、
申
込
は
一
定
期
間
経
過
後
に
撤
回
で
き
る
、
と
定
め
て
い
る
か
ら

束
力
」
は
認
め
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
一
般
ラ
ン
ト
法
は
こ
の
一
般
法
典
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
た
。
そ
の
た
め
、
「
拘
束
力
」
を

明
定
す
る
規
定
は
な
い
も
の
の
、
通
説
は
そ
れ
が
認
め
ら
れ
て
い
る
と
解
し
、
ま
た
「
起
草
者
は
結
論
の
妥
当
性

(
2
f
R
2
F
E
m
Z
E
)
や

の
存
在
を
前
提
と
し
て
い
た
」
と
の
理
解
も
存
在
し
た
。

(一

O
三
条
)
、
「
拘

実
務
上
の
有
用
性
(
℃

Z
E
E
Z
F
E円
Z
Z兵
2)
を
勘
案
し
、
『
拘
束
力
』

と
こ
ろ
で
、
「
成
立
形
態
」
と
の
関
連
で
は
、
契
約
の
方
式
を
看
過
で
き
な
い
が
、
こ
の
点
に
関
す
る
一
般
ラ
ン
ト
法
の
態
度
は
動
産
売

買
と
不
動
産
売
買
で
対
照
的
で
あ
る
。
ま
ず
目
的
物
の
価
格
が
五

O
タ

1
レ
ル
を
越
え
る
場
合
、

一
般
に
書
面
の
作
成
が
要
求
さ
れ
る
が
、

動
産
売
買
で
は
数
々
の
特
例
が
認
め
ら
れ
、
両
当
事
者
が
債
務
を
履
行
し
た
場
合
、

契約交渉の破棄とその責任(7・完)

一
方
な
い
し
双
方
の
当
事
者
が
商
人
で
、
か
つ
一
方
の

あ
る
い
は
当
該
取
引
が
帳
簿
に
記
入
さ
れ
た
場
合
、
契
約
は
完
全
に
有
効
と
さ
れ
た
。
他
方
、
不
動
産
売
買
を
含

め
、
不
動
産
上
の
権
利
に
か
か
わ
る
契
約
は
一
般
に
書
面
作
成
が
要
求
さ
れ
、
右
の
よ
う
な
例
外
も
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
ま
た
隔
地
者
間

取
引
で
手
紙
が
書
面
の
代
用
と
な
る
点
で
は
共
通
す
る
も
の
の
、
隔
地
者
間
で
の
不
動
産
売
買
が
一
般
的
に
想
定
さ
れ
て
い
た
と
は
考
え
難

債
務
が
履
行
さ
れ
る
か
、

ぃ
。
同
法
典
は
不
動
産
買
主
に
抵
当
権
登
記
簿
へ
の
登
記
を
義
務
づ
け
、
遅
滞
に
は
罰
金
を
以
て
対
処
す
る
が
、
登
記
す
る
に
は
私
的
な
契

約
書
で
は
不
十
分
で
、
裁
判
所
や
E
E
N
W
O
B
呂
田
凶
白
『
に
お
け
る
証
書
作
成
が
要
求
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
か
か
る
「
締
約
の
仕
方
」
は
「
申

込
承
諾
型
」
で
は
な
く
、
「
練
り
上
げ
型
」
に
通
じ
よ
う
。
た
だ
、
こ
の
あ
る
べ
き
姿
は
現
実
の
姿
と
は
限
ら
ず
、
現
に
手
紙
に
よ
る
不
動

産
売
買
も
可
能
だ
っ
た
よ
う
に
見
え
る
。
が
、
理
論
上
の
可
能
性
が
必
ず
し
も
実
態
に
反
映
さ
れ
な
い
こ
と
は
、
日
本
の
不
動
産
売
買
を
想

北法43(1・65)65

起
す
れ
ば
明
ら
か
で
あ
り

(
第
四
部
第
一
一
編
参
照
)
、

も
し
起
草
者
が
実
務
の
有
用
性
に
配
慮
し
た
な
ら
、
実
務
を
一
変
さ
せ
る
改
革
を
志

し
た
と
は
想
像
し
に
く
い
。
と
す
る
と
、
当
時
の
実
務
は
登
記
制
度
を
容
れ
る
だ
け
の
素
地
が
あ
っ
た
は
ず
で
、

そ
う
で
な
く
て
も
、
右
の

諸
制
度
か
ら
推
し
て
不
動
産
売
買
が
隔
地
者
間
取
引
の
典
型
例
と
想
定
さ
れ
て
い
た
可
能
性
は
ま
ず
な
く
、

ゆ
え
に
起
草
者
の
言
う
結
論
の



説

妥
当
性
や
実
務
上
の
有
用
性
と
は
、
不
動
産
売
買
の
そ
れ
で
は
な
く
、
動
産
売
買
(
特
に
商
取
引
)

の
そ
れ
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

フ
ラ
ン
ス
民
法
典
の
ド
イ
ツ
へ
の
影
響

自命

ナ
ポ
レ
オ
ン
の
進
軍
に
伴
い
、

フ
ラ
ン
ス
領
と
な
っ
た
ラ
イ
ン
左
岸
地
方
で
は
わ
。
号

2
i
-
が
施
行
さ
れ
、
ラ
イ
ン
右
岸
で
も
彼
の
敗
退

ま
で
は
同
様
で
あ
っ
た
。
ま
た
パ

l
デ
ン
大
公
国
で
は
、

(
叩
-

民
法
典
の
改
廃
が
計
画
さ
れ
た
。
が
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
が
「
申
込
の
拘
束
力
」
を
認
め
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
か
か
る
影
響
は
「
拘
束
力
」

を
是
認
す
る
方
向
に
は
働
か
な
か
っ
た
。
パ

l
デ
ン
民
法
典
(
一
八

O
九
年
)
に
「
拘
束
力
」
を
認
め
た
規
定
は
な
く
、
同
法
典
の
起
草
者

と
し
て
い
る
。
ま
た
バ
イ
エ
ル
ン
の
二
つ
の
民
法
草
案
(
一
八

O
八
i
一

フ
ラ
ン
ス
民
法
典
を
模
倣
し
た
法
典
が
制
定
・
施
行
さ
れ
、

バ
イ
エ
ル
ン
で
も
市

F
2
2
も
解
説
書
の
な
か
で
、
「
申
込
の
撤
回
」
は
許
さ
れ
る
、

フ
ラ
ン
ス
民
法
典
の
影
響
が
強
い
と
さ
れ
る
前
者
で
も
、
各
勢

力
の
妥
協
の
産
物
と
さ
れ
る
後
者
で
も
、
「
拘
束
力
」
を
認
め
た
規
定
は
見
当
た
ら
な
い
。

オ
ー
ス
ト
リ
ア
民
法
典
二
八
一
一
年
)
:
:
:
状
況
は
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
と
類
似
し
て
い
た
よ
う
で
、
書
面
に
よ
る
申

八

O
九
年
、

の
う
ち
、
司

E巾
『

g与
を
中
心
に
起
草
さ
れ
、

一
八
一
一
年
)

四
込
に
は

「
拘
束
力
」

が
認
め
ら
れ
て
い
た
が

四八
二八

四二
条き条

不
動
産
譲
渡

(
八
六
二
条
)
、
|
|
方
式
の
自
由
が
原
則
と
さ
れ
つ
つ
も

は
登
記
が
要
求
さ
れ

そ
の
登
記
の
た
め
に
は
、
原
則
と
し
て
契
約
書
が
必
要
と
さ
れ
た

(
四
=
二
条
)
、

以
上
の
検
討
か
ら
は
、
「
申
込
の
拘
束
力
」
が
是
認
さ
れ
て
い
く
様
子
が
窺
え
る
。
が
、
契
約
の
方
式
か
ら
推
測
す
る
限
り
、

そ
こ
で
不

動
産
売
買
が
想
定
さ
れ
て
い
た
と
は
考
え
難
く
、
結
局
、
「
拘
束
力
」
は
特
定
の
状
況
を
想
定
し
つ
つ
、

そ
こ
で
の
妥
当
な
解
決
を
目
指
し

て
導
入
さ
れ
た
も
の
で
、
普
遍
的
に
妥
当
す
る
こ
と
は
予
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

北法43(1・66)66



k
h
由
(
ド
由
・
同
)
的
ザ
利
五
一
川

制

( ....)午、，;-¥Ill{潔感染 Igj闘機'P r怪~8~傑RJ ;l<J ~{W .....l~~1;;'-R' Ill{~迫感事{同誌霊堂， r ffi-~ 8選回J:!!!:!!.lJ...cJJ縦纏杓ヰユν
ニャニ。 Dilcher，Staudinger Kommentar， Erstes Buch， AlIgemeiner Teil， SS 90-240， (12. Aufl.)， 1980， S 145， Rdnr. 8-17; 

Kramer， Munchener Kommentar， Bd. 1， AlIgemeiner Teil， SS 1-240， (2. Aufl.)， 1984， S. 1113 守 1114 当時>~為隠1;;'♂~~製盟主

制経過トコ盤濡-rt.Q棋倒早/ Wolf， Soergel Kommentar， Bd. 1， AlIgemeiner Teil， SS 1-240， (12. Aufl.)， 1987， S. 1108-1109; 

Heinrichs， Palandt BGB， (50. Aufl.)， 1991， S. 141; Larenz、AlIgemeinerTeil des deutschen Burgerlichen Rechts， (7. Aufl.)， 

1989， S. 520-523; Medicus， Allgemeiner Teil des BGB， (4. Aufl.)， 1990， S. 137-138 'P:!!' r葉桜RJ 込賠台化工、 ~ν エト(l'よJ

E誌~~t.Q':どさごや母子(l D 選択， Flume， Allgemeiner Teil des Burgerlichen Rechts， Bd. n， (3. Aufl.)， 1979， S. 640-641竺拠ft-紘

.....l':;穏~;l<J-\眠時為 F 絡む化工、与~t.Q 8:!! Ill{;泡剖(雇{W~ji!r; 8~lì芸~-R.s:"'P'。ャ~~ま~8 l!í1照れJ ;l<J般消!J判~キ!\J 二時 (I)~ 己主.....l'

て入[ト骨、 lト入営生三， r岳~8経由J ;l<J丑-~~~~..;..!盤要綱E旅立 U::!-\眠時~~砲さえ伴氏 81躍虫干J 纏~~~~州~~' Dernburg 

:!! r [ゃe訴さ!]麟(和三母、ユ (eineauserordentlich reiche) J .lJ ~υν ニ伶 o Dernburg， Pandekten， Bd. n， Obligationenrecht， 

(7. Aufl.)， 1903， S. 28， Anm. 1)。

(N) 1) 8 世主~8州史跡事!持:!!' ~ヤートト択一(怨*艇長信) r回全lqi:従長~~ (堕 ~11Ii( 年半) gj011 回目 11¥!ID;8迫， Coing， 

Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europaischen Privatrechtsgeschichte， m /2， 1982; m / 3， 1986 (三ト'キ手，入

::-. -'1'¥;l<J Coing， Handbuch .lJ;U:;匪)総匹。

(閃)Codex Maximilianeus Bavaricus Civilis， (neue unveranderte Auflage)， 1821 斗吋心。 ~j話吾~:2 (\哨紘 ......J-v~1' 黒田叫~ r任

主l経蜜・}羽生11」 4ヰさごt.Q之、，1-{弐入・ 11'\入ム±日以it1f<日怯漏(P.ト~(ト ::----iト) . 1寺子す¥トャ・蝋斑(ト吋トトトト κ入、)一-

<:-， 11'\ャ ι トャト;l<J fト，~~一一( 1一同) ({I~) J (寺村制作結城111111~11Io\t' <111 \!ID;' 111 回~I lo\t'-tJ同陣~' 1(恥 Ilm( 111同絢|

=11恥 1¥吋同医， 111 与J~川恥 1 ¥!ID;'留有三同-tJ-i(I 1剥ー)総盤。

(司)Codex Maximilianeus Bavaricus Civil瓜 VierterTheil， Erstes Kap山 1，S. 401-422. 

(ω) Codex Maximilianeus Bavaricus Civilis， Vierter Theil， Erstes Kap山 1，S 2. S. 403-404 

(<D) Kreittmayr， Anmerkungen uber den Codicem Maximilia附 umbavaricum civilem， N Theil. (ne凹 unveranderteAuflage)， 

1821. S. 1-94 

(ω?
と

出

版
(
b

や
け
~
融
制
申
(
b
品
淀
川
和
定
即
時



∞
由
(
∞
坦
-
H
)
的
H
W

山明石一川

(ト) 'JG 斑醤(~0 梢lJiff;主....l -v ti' い手話器保『静脈孟誘21定判端容 G 剥量産明~ (堕黒田国社t)総堕j。

(∞) Entwurf eines allgemeinen Gesetzbuchs fur die Preussischen Staaten， Zweyter Theil， 1787， S. 45 (~~ 70-74)ー

(∞) Allgemeines Gesetzbuch fur die Preussischen Staaten， Erster Theil， 1791， S. 71-73 (~~ 90-108). 

(8) Allgemeines Landrecht fur die Preusischen Staaten， Erster Teil， erster Band， (neue Ausgabe)， 1806， S. 72-74 (~~ 90-108) 

リヰ~&G 明塁側さまや G 主催4討同収J~恥 (Erganzungen und Abanderungen der Preussischen Gesetzbucher， Mit Genehmigung 

Eines Hohen Justiz-Ministerii (hrsg. Mannkopff)， Erster Band， 183!i; Allgemeines Landrecht fur die Preussischen Staaten， !n 

Verbindung mit den erganzenden Verordnungen (hrsg. Mannkopff)， Erster Band， 1837， S. 157-159)' 1 <11同封士会♂国〈社

'-l会士ν恒振れJ与44J主主将トV.;:>' lIì側壁さ:!~.1J、(:lJヨヨ耳1j与;~書長 0~~公' 古当初トjm十紙FJGEE医{回与己主E程~>;ù .. 二~ (Schubert I Regge 

(hrsg.)， Gesetzrevision 1825-1848， n. Abteilung， OffentIiches Recht， Zivilrecht und Zivilprozesrecht， Bd. 3， Obligationen 

recht， 1983， Entwurf Allgemeines Landrecht Th. !， Tit. 3， 4， 5 u. 6， 1830， S. 29-31; dass.， Motive zu dem von der Deputation 

vorgelegten Entwurf der Titel 3， 4， 5 und 6 des ersten Theils des Allgemeinen Landrechts， 1830， S. 137-140)。

(口) Vgl. Forster I Eccius， Pr印刷schesPrivatrecht， Bd. !， (7. Aufl.)， 1896， S. 449縫会以 l桜 恥入国ι斑総|括採同船長O様式

1ιG草壁担当 F 吋 E 姐機密'-lさ:!" r岳~G~案採-RJ よ) ~二，('吋 ε ...，'申番組予寝袋 '-lmE""， 伶延長型車 G 吋小 '-l m点付時。

(:::::1) Bornemann， Von Rechtsgeschaften uberhaupt und von Vertragen insbesondere， nach preusischem Rechte， 1833， S. 

227-230; ders.， Systematische Darstellung des Preuβischen Civilrechts mit Benutzung der Materialien des Allgemeinen Land 

rechts， Bd. n， (2. Aufl.)， 1842， S. 242-245 (~lι ， Systematische Darstellung -'J r;;:;匪);Koch， Lehrbuch des Preusischen 

gemeinen Privatrechts， Bd. n， 1846， S. 167-170; dass.， (2. Aufl.)， 1852， S. 193-196; ders， Das Recht der Forderungen nach 

Gemeinem und nach Preusischem Recht mit Rucksicht auf neuere Gesetzgebungen， Bd. n. (2. Aufl.)， 1859， S. 80-93 (~lι' 

Das Recht der Forderung .1Jr;;:;Hf); Siegel， Das Versprechen als Verpflichtungsgrund im heutigen Recht， 1873， S. 54-55; F凸r・

ster I Eccius， a. a. 0.， S. 442-451; Dernburg， Lehrbuch des Preusischen Privatrechts und Privatrechtsnormen des Reichs， Bd. 

n， Das Obligationenrecht Preusens und des Reichs und das Urheberrecht， (5. Aufl.)， 1897， S. 21-29. 'J G週 WindscheidI 

Kipp， Lehrbuch des Pandekt 
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契約交渉の破棄とその責任 (7・完)
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=
間
内
『
出
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内
的
戸
白
『
】
己
「
2
Z
『
骨
「
【
】
】
巾
匂
『
巾
巴
印
日
目
的
円
『
】
巾
ロ
∞
gh凶
丹
市
P
E
F
片
貝
c
g
宮内ロ
g
「
弓
〉
ロ
『
ロ
巾
『
a
F
g
口
問
巾
ロ
・
∞
己
戸
(
印
〉
E
2
・Y
]
戸市山斗
C
-

∞-
H

∞
∞
-
〉
ロ
ヨ
・
斗
斗

は
「
申
込
者
が
承
諾
以
前
に
心
変
わ
り
し
て
も
、
そ
の
心
変
わ
り
が
表
示
以
前
に
相
手
方
に
伝
え
ら
れ
な
か
っ
た
場
合
注
目
2
巾
〉
g
号
E
諸

島
市
吉
〉
ロ
号
Z
P
〈

C
「
己
巾
『
ロ
「
芝
田
「
ロ
ロ
問
・
2
円
宮
z
r
E
E
g
海
自
民
Z
君
。
「
品
g
)
、
申
込
者
は
応
答
期
間
(
開
兵
一
位
『
ロ
ロ
岡
山

NS)
満
了
ま
で
一
方
的
に

拘
束
さ
れ
る
」
(
傍
点
筆
者
)
と
し
、
通
知
を
条
件
に
「
申
込
の
撤
回
」
を
許
す
か
の
よ
う
で
も
あ
る
。
他
の
学
説
も
か
か
る
理
解
に
立
ち
、
そ

の
点
を
非
難
す
る

2am--
白
・
由
。
・
印
印
印
・
〉
ロ
ヨ

-
w
g『
丘
町
『
¥
F
2
5
・
国
・
回
・
0
・
・
∞
-
主
∞
・
〉
ロ
ヨ
ω
。
)
。
が
、
右
傍
点
部
が
本
当
に
「
申
込
の

撤
回
」
を
認
め
る
趣
旨
か
否
か
は
明
確
で
な
い
面
も
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

(
日
)
起
草
の
経
緯
は
、
∞
C
『
口
市
吉
田
口
戸
∞
百
円
巾
ヨ
害
児
窓
口
常
的
E
Z
Z
-
m
-
N
A
N
1
2
ω
参
照
。
他
方
、
「
拘
束
力
」
が
認
め
ら
れ
た
背
景
を
自
然
法
に

求
め
る
説
も
あ
る
が
宗
2
F
U
即
日
河
内
門
『
片
品
。
『
司
O

『
島
市
『
=
口
問
2
・
ω
∞
N
l
∞
品
-
司
令
2
2
¥
開
門
門
戸
口
∞
・
白
血
・
0
・
ω
・
立
つ
∞
)
、
自
然
法
を
論
ず
る
さ
い
に
は

必
ず
ふ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
「
内
面
の
法
廷
」
と
「
外
面
の
法
廷
」
と
い
う
問
題
に
は
言
及
さ
れ
て
お
ら
ず
、
こ
の
点
で
疑
問
を
禁
一
じ
え
な
い
(
第

三
部
第
二
編
参
照
)
。
ま
た
起
草
者
が
意
図
的
に
「
拘
束
力
」
を
認
め
た
、
と
す
る
理
解
に
疑
念
を
抱
く
向
き
も
あ
る
が

G
包
括
P
E
o
z回
B

E
z
-
-
E
〉
呂
5
2
5
品
〉
口
口
出
F
E
巾
Z
E
〈
ミ
門
『
出
回
目
白
宮
内
F
E
E
-
-
c
∞
ω
・
∞
・
2
ω
N
)
、

i
ー
こ
の
0
5
お
ヱ
さ
。
ロ
で
は
何
故
か
参
照
さ
れ
て
い
な

い
1

1

∞
C
3
2
5
ロ
ロ
の
右
の
著
作
に
よ
れ
ば
、
起
草
者
は
こ
の
点
に
つ
き
明
確
な
問
題
意
識
を
持
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
点
を

も
含
め
、
一
般
ラ
ン
ト
法
に
つ
き
よ
り
詳
し
く
は
、
滝
沢
昌
彦
「
申
込
概
念
の
発
達
|
|
約
束
と
契
約
の
交
錯
|
|
」
(
一
橋
論
叢
一

O
八
巻
一

号
四

O
頁
、
平
成
四
年
)
参
照
。

(日

a)
契
約
の
方
式
を
検
討
す
る
論
稿
の
な
か
で
、
一
般
ラ
ン
ト
法
に
ふ
れ
る
も
の
と
し
て
は
、
三
ヶ
月
章
「
契
約
法
に
於
け
る
形
式
主
義
と
そ

の
崩
壊
の
史
的
研
究
二
四
)
(
完
)
」
(
法
協
六
回
巻
二
号
五
三
頁
、
五
号
五
四
頁
、
六
号
五

O
頁
、
一
一
号
五
人
頁
、
昭
和
二
一
年
)
、
上

回
徹
一
郎
「
ド
イ
ツ
民
事
訴
訟
法
に
お
け
る
証
人
無
制
限
原
則
の
成
立
」
(
『
民
事
訴
訟
の
理
論
(
上
)
』
(
昭
和
四
四
年
)
一
一
一
一
一
頁
以
下
所
収
)
、

小
野
秀
誠
「
契
約
の
成
立
に
お
け
る
方
式
と
自
由
(
一
)
(
未
完
)
」
(
商
学
論
集
五
五
巻
三
号
四
三
頁
、
昭
和
六
二
年
)
が
あ
る
。
な
お
、
契
約

類
型
の
な
か
か
ら
特
に
売
買
を
選
ん
だ
の
は
、
日
本
法
の
考
察
か
ら
(
第
四
部
第
一
一
編
)
、
そ
れ
が
動
産
取
引
と
不
動
産
取
引
と
の
相
違
を
最
も

顕
著
に
示
す
も
の
の
よ
う
に
推
測
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

(比
)
0
2
芝
山
4

白
血
0
・
ω
N
品
川
W
N
E
-
E
「
凹
丹
市
『
¥
F
2
5
a
出
・
白
0
・
∞
品
、
吋
ω
l
品
、
ニ
ー
・
そ
れ
で
も
取
引
の
実
状
に
適
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
、
上

回
・
前
掲
論
文
二
三
二

i
二
三
七
頁
参
照
。

(
日
)
ロ
白
ロ
戸
巾
一
戸
白
血
0
・
・
∞
N
印
同
日
目
N
-
旬
。
『
印
円
。
「
¥
開
口
2
Z
∞
・
回
目
0
・
・
∞
品
、
吋
ム
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ド
・
同
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円
四
川
明
石
廿

(~) Forster I Eccius， a. a. 0.， S. 465. (~.!.2~IIiI~手.!.2 .，p~~き 8i尽干ミミ己陪怠♂ヰ二時吋~\' ~ヤ(\ .(!O) 

(巳) ;tt主-..J-v:!!'ト思議・ i~里程仰 1 -1く与J-1-¥-l0山総度。

(~) \lト遺言.!.2吋t-Q~:!{;:.!.2榊やエ νF 年;g\lト+宍三時'8 臣室!と吐、'4発公t-Q 'J 心:!!]a謡史(\.(!吋 ，Ç"~ 母子Q ( 1 ~長 lト入ムガ王様|話事長岡掛 111 0'

1111' Igjll' Igj111延長'~・撚 10掛 1 -1(' 1 -\-l~)。

(~) -tr:;:ti.!.2οユν e起訴誕ZE菰-e:'¥l<J!上1，><t-Q Zweigert I Kotz， Einfuhrung in die Rechtsvergleichung auf dem Gebiete des Privaι 

rechts， Bd. n， (2. Aufl.)， 1984， S. 53-71 .!.2.，p' 菰悩E否;;:;:;.JVトキ提言組匪:U:;'¥l<Jq司士ν繕:...J吋'C".JV-r t-Q桜並目知事器付時。

(~) +<将棋-tJ<r穏と王様;fJト収録8ij，(:g;'#持課J (斗匙剥糾纏蝶 1-K冊。11 == 111日や-¥-l111)lrn('留長同|母)，同十頭jIj!r!ιャト .!.2兵士時

ト1モム長入士自胡;8書記I;f，T{J (寺~t<土町小緑地帯 1 1-K非開111=回目い-¥-l-K1 )lrn(' 笹長三阿国叶)総堕:0

(尽)Code Napoleon mit Zusatzen und Handelsgesetzen als Land-Recht fur das Grossherzogthum Baden， 1809， S. 303-306 

(~) Brauer， Erlauterungen uber den Code Napoleon und die Grosherzoglich Bad日 hebi時 erlicheGesetzgebung， Bd. ][， 1810， S 

3-11. insb. S. 5. 

(幻)Allgemeines Burgerliches Gesetzbuch fur das Konigreich Baiern， Entwurf von 1808-1809， S. 367-369; Der Entwurf eines 

Burgerlichen Gesetzbuchs fur das Konigreich Bayern von 1811， (Revidirter Codex Maximilianeus Bavaricus civilis)， S 

423-425，596-597 

(詞)ヤー κ ム子ト~:I長嶺(さ~ 1 -KO-¥-l社会♂ 1-1(叶.!.2会合νF ニιャト:H:{:I話番(己主主.:;t<討同れJ~ t-Qゐ P リ，)~1長ε斗さごt-Q 8:!!討

同i~8 .，p 8~ ;e時。~:I;迫感.!.2ゃニ ν:!!' f.l手話出町ミ r:;:丈困:出 8~件;::， fr:~ 午、ャト潟一一(叩)一(凹)J (巡斗'111111日い 11吋-K回('

1111同恥 1¥吋-K)lrn('堕黒団長年t)総盤。

(自) Allgemeines burgerliches Gesetzbuch fur die gesammten Deutschen Erblander der Oesterreichischen Monarchie， 1811， n 
Theil， S. 55-56， 216-217， 224. <-1(11延長為ffi-，判断詳-<8!l!)g寝LiE誠艇-..J.(!聡明やほやQ 'J 心当'思1時栴 8:出築制m~ 令Q Zeiller， 

Commentar uber das allgemeines burgerliches Gesetzbuch fur die gesammten Deutschen Erblander der Osterreichischen 

Monarchie， Bd. m， Erste Abtheilung， 1812， S. 9-10 1K¥¥度 (Zeiller8 維持~ .!.2 :!!' Brauneder (hrsg.)， Abhandlung uber die 

Principien des allgemeinen burgerlichen Gesetzbuches fur die gesammten deutschen Erblander der凸sterreichischenMonar. 

chie， Vom Hofrath von Zeiller， Wien 1816-1820， 1986 .，p時時込' リヰヰ士主税調;8 量~~'\l<J Jヨ''(令{>.!.2-='=1 ÀJ~刊時)。
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第
二
節

ド
イ
ツ
田
商
法
典
主
=
0
0
ヨ
o
z
o由
0
0
5
8
2
0
刷
工

g
a
o
z
o
o
g符
σ
z
o
z

ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
グ
の
商
法
草
案
二
八
三
九
|
一
八
四

O
年
)
:
:
:
F
p
n
rミ
の
起
草
に
か
か
る
本
草
案
は
、
ド
イ
ツ
全
土
に

適
用
さ
れ
る
こ
と
を
予
定
し
て
い
た
が
、
ラ
ン
ト
法
と
の
折
り
合
い
が
悪
い
と
の
理
由
か
ら
、
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
グ
で
も
施
行
さ
れ
な
か
っ

一
九
世
紀
の
ド
イ
ツ
で
包
括
的
な
商
法
典
を
編
纂
せ
ん
と
し
た
最
初
の
試
み
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
な
の
で
、

唱

-
O

寺、

ぇ

，

刀

一
瞥
す
る
。

ま
ず
「
申
込
の
拘
束
力
」
が
認
め
ら
れ
て
い
た
か
百
か
は
明
確
で
な
い
。
こ
れ
は
、
本
草
案
が
範
と
し
た
フ
ラ
ン
ス
商
法
典
に
は
|
|
民

法
典
を
補
充
す
る
と
い
う
性
格
か
ら
i
|
「
契
約
の
締
結
」
に
関
す
る
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
だ
が
、
当
時
民
法
典
を
持
た
な

か
っ
た
ド
イ
ツ
で
は
か
か
る
規
定
を
置
か
ざ
る
を
得
ず
、
そ
の
さ
い
、
異
な
る
立
場
の
見
解
が
参
酌
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
。

一
方
で
二
八
七

条
二
項
は
「
[
申
込
を
し
た
後
]
二
四
時
間
経
過
し
た
場
合
、
あ
る
い
は
応
答
が
通
常
到
達
す
る
で
あ
ろ
う
時
点
を
越
え
た
場
合
、
申
込
者

契約交渉の破棄とその責任(7・完)

そ
れ
以
前
は
「
拘
束
力
」
が
認
め
ら
れ
る
か
の
よ
う
で
あ
り
、
理
由
書
は
そ
こ
で
オ
ー
ス
ト
リ
ア

民
法
八
六
二
条
を
参
照
し
つ
つ
、
「
申
込
者
は
一
定
期
間
応
答
を
待
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
す
る
。
他
方
、
二
八
九
条
は
「
承
諾

が
な
さ
れ
る
ま
で
申
込
は
撤
回
で
き
る
」
と
規
定
し
、
理
白
書
で
も
承
諾
発
信
以
前
の
撤
回
は
許
さ
れ
て
い
る
。

は
申
込
に
拘
束
さ
れ
な
い
」
と
規
定
し
、

次
に
方
式
の
自
由
は
誕
わ
れ
て
い
る
が

(
二
八
五
条
)
、
本
草
案
は
商
事

E
S
P
-回
目
白
与
巾
)
に
の
み
適
用
さ
れ
る

(
一
条
)
。
商
事
に
は
、

商
行
為
(
出
宮
内
在
日
開
2
n
z
p
)
と
商
主
体
(
回
目
宏
一
回
目
S
E
)
の
か
か
わ
る
法
律
関
係
と
が
あ
る
が

(
二
条
)
、
不
動
産
取
引
は
商
行
為
か
ら

除
か
れ
(
三
条
)
、
ま
た
条
文
上
明
確
で
な
い
が
、
理
白
書
に
よ
れ
ば
、
商
人
に
よ
る
不
動
産
取
引
も
商
事
か
ら
除
か
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

北j主43(1・71)71

不
動
産
取
引
は
持
外
に
置
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る

(
他
方
、
商
行
為
と
し
て
最
初
に
挙
げ
ら
れ
る
の
は
動
産
取
引
で
あ
る
。
三
条
一
号
)
。

プ
ロ
イ
セ
ン
の
商
法
草
案
二
八
五
六
、

一
八
五
七
年
)

統
一
的
な
商
法
典
を
制
定
す
べ
く
、
プ
ロ
イ
セ
ン
も
草
案
作
り
を
進
め
、
思
印
円
吉
ロ
に
よ
り
完
成
を
見
る

(
五
六
年
草
案
)
。
そ
の
後
、



5見

プ
ロ
イ
セ
ン
で
の
審
議
を
経
て
、
再
ぴ
∞
同
日
円
E
C
R

が
最
終
草
案
(
五
七
年
草
案
)
を
作
成
し
、
こ
れ
が
ド
イ
ツ
旧
商
法
典
の
母
体
と
な
る
。

(1)
五
六
年
草
案
と
プ
口
イ
セ
ン
で
の
審
議

二
つ
の
草
案
と
も
フ
ラ
ン
ス
商
法
典
を
範
と
す
る
が
、
前
述
の
理
由
か
ら
、
「
契
約
の
締
結
」
に
関
す
る
規
定
に
つ
い
て
は
他
の
法
典
を

北法43(1・72)72

自命

参
照
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
、
書
面
に
よ
る
申
込
に
は
1

1

当
時
の
フ
ラ
ン
ス
で
は
否
定
さ
れ
て
い
た
|
|
「
拘
束
力
」
が
是
認
さ
れ
た
(
二

二
三
条
二
項
)
。
ま
た
方
式
の
自
由
も
認
め
ら
れ
た
が
(
二
二
二
条
)
、
不
動
産
取
引
は
商
行
為
に
当
た
ら
な
い
と
さ
れ

商
事
か
ら
排
除
さ
れ
た
(
他
方
、
商
行
為
と
し
て
最
初
に
想
定
さ
れ
る
の
は
動
産
取
引
で
、
こ
の
点
は
後
の
草
案
に
も
受
け
継
が
れ
た
)
。

専
門
家
や
実
務
法
曹
を
ま
じ
え
た
審
議
で
は
、
方
式
の
自
由
や
不
動
産
取
引
を
商
行
為
か
ら
除
く
点
に
異
論
は
な
か
っ
た
。
ま
た
「
拘
束

力
」
も
異
議
な
く
支
持
さ
れ
、
「
期
限
付
の
申
込
で
は
、
当
該
期
間
内
は
拘
束
力
を
是
認
す
べ
き
で
あ
る
」
と
の
提
案
も
承
認
さ
れ
た
。

五
七
年
草
案
と
そ
の
理
由
書

(
一
二
九
条
三
項
)
、

(2) 

五
七
年
草
案
は
五
六
年
草
案
を
踏
襲
す
る
。
方
式
の
自
由
は
宣
言
さ
れ
る
が
(
二
三
六
条
)
、
不
動
産
取
引
は
商
行
為
か
ら
除
か
れ

一
一
条
四
項
)
、
書
面
に
よ
る
申
込
に
は
「
拘
束
力
」
が
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
る

二
三
七
条
二
項
)
。
前
者
の
理
由
と
し
て
は
、
不
動
産
取

引
が
商
業
(
司
自
号
-
)
と
は
異
質
で
、

か
つ
方
式
を
要
す
る
か
か
る
取
引
に
商
法
を
適
用
す
る
の
は
実
現
不
可
能
で
あ
る
こ
と
が
、

ま
た
後

者
の
理
由
と
し
て
は
、
取
引
の
必
要
性
、
特
に
申
込
受
取
人
が
直
ち
に
第
三
者
と
締
結
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

ド
イ
ツ
旧
商
法
典
の
起
草
過
程

起
草
委
員
会
で
は
一
八
五
七
年
か
ら
六
一
年
に
か
け
、
都
合
三
回
の
逐
条
審
議
が
な
さ
れ
、
成
案
を
得
る
。
な
お
、
委
員
会
に
は
三
種
類

の
草
案
が
提
出
さ
れ
、
プ
ロ
イ
セ
ン
の
五
七
年
草
案
を
原
案
と
し
つ
つ
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
提
出
の
二
つ
の
草
案
も
参
照
さ
れ
た
。

(1)
第
一
読
会
:
:
:
「
拘
束
力
」
を
肯
定
し
た
原
案
二
三
七
条
に
つ
い
て
は
、
口
頭
で
の
申
込
と
手
紙
に
よ
る
申
込
と
い
う
対
比

に
代
え
、
対
話
者
向
申
込
と
隔
地
者
間
申
込
と
い
う
図
式
が
採
用
さ
れ
た
が
、
後
者
に
つ
い
て
一
定
期
間
の
「
拘
束
力
」
が
是
認
さ
れ
た
点



{
却
}

は
変
わ
り
な
く
、
そ
れ
を
否
定
せ
ん
と
す
る
提
案
も
な
か
っ
た
。
ま
た
「
期
限
付
の
申
込
で
は
、
当
該
期
間
内
は
拘
束
力
が
持
続
す
る
」
旨

を
明
示
す
べ
し
と
の
提
案
も
な
さ
れ
、
そ
の
こ
と
自
体
に
異
論
は
な
か
っ
た
が
、
規
定
す
る
ま
で
も
な
い
と
の
理
由
か
ら
、
右
提
案
は
否
決

さ
れ
た
。
次
に
方
式
の
自
由
を
定
め
た
原
案
二
三
六
条
は
、
あ
ま
り
に
当
然
の
こ
と
だ
っ
た
た
め
か
、
議
論
さ
れ
て
い
な
い
。
他
方
、
不
動

産
取
引
を
商
行
為
か
ら
除
外
し
た
一
一
一
一
条
四
項
に
対
し
て
は
、
賃
貸
借
は
除
外
す
べ
き
で
な
い
と
の
理
由
か
ら
、
不
動
産
物
権
に
関
す
る

A

詔
)

取
引
に
限
っ
て
排
除
す
る
こ
と
と
し
た
。
か
か
る
審
議
の
後
、
第
一
草
案
が
作
成
さ
れ
た
。

(
2
)
第
二
読
会
:
:
:
第
二
読
会
で
は
第
一
草
案
に
基
づ
き
審
議
が
な
さ
れ
、
「
拘
束
力
」
は
異
議
な
く
承
認
さ
れ
た
。
そ
の
さ
い
、

期
限
付
の
申
込
に
つ
き
第
一
読
会
と
同
じ
提
案
が
な
さ
れ
た
が
、
右
と
同
様
の
理
由
か
ら
否
決
さ
れ
出
。
ま
た
方
式
の
自
由
も
維
持
さ
れ
的
。

他
方
、
商
行
為
の
範
囲
に
つ
き
賃
貸
借
を
特
別
視
す
べ
き
で
な
い
と
さ
れ
、
不
動
産
取
引
は
一
律
商
行
為
か
ら
除
か
れ
た
。
か
く
し
て
第
二

草
案
が
完
成
し
た
。

契約交渉の破棄とその責任(7・完)

(
3
)
第
二
草
案
に
対
す
る
意
見
書
簡
ユ
コ
コ
@
『
巴
コ

o
o
z
i
-
-
-
第
二
草
案
は
公
表
さ
れ
、
各
地
方
政
府
か
ら
様
々
な
意
見
が
寄
せ
ら

れ
た
が
、
右
の
諸
規
定
に
め
ぼ
し
い
反
対
は
な
く
、
一
地
方
政
府
が
寸
拘
束
力
」
に
異
議
を
唱
え
た
程
度
で
あ
ヤ

(4)
第
三
読
会
:
:
:
第
三
読
会
は
第
二
草
案
を
土
台
と
し
、

(
却
}

か
つ
意
見
書
も
叫
酌
し
て
い
る
が
、
右
の
諸
規
定
に
変
化
は
な
い
。

(5) 
ド
イ
ツ
旧
商
法
典
の
最
終
草
案
:
:
:
第
三
読
会
終
了
後
、
第
二
草
案
を
踏
襲
す
る
最
終
草
案
が
起
草
さ
れ
、
=
二
九
条
一

項
で
「
拘
束
力
」
が
、
三
一
七
条
一
項
で
方
式
の
自
由
が
、
二
七
五
条
で
不
動
産
取
引
を
商
行
為
か
ら
除
外
す
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
た
。

そ
の
後

l
l
オ
ー
ス
ト
リ
ア
も
含
め
|
|
ド
イ
ツ
全
土
に
普
及
す
る
。

(
担
)

そ
の
採
用
が
決
定
さ
れ
て
い
る
。

ド
イ
ツ
旧
商
法
典
の
伝
播
:
:
:
成
案
た
る
最
終
草
案
は
、

四

北法43(1・73)73

た
と
え
ば
プ
ロ
セ
イ
ン
で
は
同
草
案
採
択
直
後
、
特
に
変
更
を
加
え
る
こ
と
も
な
く
、

こ
の
よ
う
に
、
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
グ
草
案
で
は
明
確
で
な
い
も
の
の
、
プ
ロ
イ
セ
ン
草
案
以
降
、
取
引
の
必
要
性
(
申
込
受
取
人
の
保
護
)
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~m五.l[[~会必「怪t手l~ 年1*-RJ tilIlf.!!揺れJ.. 二 ν 二 v。 3h'}キ菰骨組長T1r>:ヨ恒!と持-R♂重量-R~'醤;;;~~臨ヰヨ心 IIIIIT小よj 哨lJ' ~{同

(持詣倒産番高tJ崎。 νti' 時J~tt吋4怪!と健三矧-í-!&ヤユムj ポJ~ν 二-í-!)。

漏

eま4E3己説明爪J与二ν:;-i-!IJ-¥J.，.，gf，-，、-R¥':-'母子。

心リト。干ノ， 1~~ffil: ~ト*~，長会♂ ti4r- 10 側臥ぷ1瞭も!K為 gf& 会:2布。 ν 二時。「怪rQ~~1*-RJ さ rll!;Q理事定調 e 盟坦」よJ~

若草詳述宝E同 Q 小吋干ノ期~耳lJ与44J 兵士千ノ:ヨのエ' ムJ:二小 e るや~\':-'長崎。 IJ ~今刊早J~ 鰭纏\':-' ti' r丑~~童話回J '¥l<I古1EJ νti 

~穏や-\J~劇団会&'倒-t0:2 r牢桜-RJ 込排会与J' 舎もJ 与二ゐ r ll!;Q底*:柑 e 盟主~J 吋 0~監t{l-\J~垣題専宣 ti ドー杓 ~ν エゃニ。

前車

(付制機密)。

制

(rl) Schubert (hrsg.)， Entwurf eines Handelsgesetzbuches fur das Kanigreich Wurttemberg mit Motiven， (1839 / 1840)， Teil ! u 

n， 1986 (主主}L-'Entwurf fur W urttemberg -¥J ;;;:;a:) ピ吋心。

( "') 特jmト旅G' ~i鯨:!;!' Coing， Handbuch， m / 3， S. 2864-2877 (Bergfeld) ; Entwurf fur Wurttemberg， Teil !， Einfuhrung 

(Schubert)総匹。

(円)Coing， Handbuch， m / 3， S. 2869 (Bergfeld) 

(叩)Entwurf fur Wurttemberg， Teil !， S. 88-89; Teil n， S. 246-248 

(凶)Entwurf fur Wurtt巴mberg，Teil 1. S. 89; Teil n. S. 248-249. r 1) G'販制込荷台~包'市$*;涯G'~軍152 込岳rQ榊:20:耳〉例 v 韮ト

rQ仰さ主任t手1'¥l<J餐@1¥':-'拍子Q'J心:2仰ぐ，("J -¥Jれqヰ， I零採択J '¥l<J賠1i~ポニ Pardessus G' m;盤(緑川話事長11~票総監)為ゃりゃE

EIf杓£ν三時。

(∞) Entwurf fur Wurttemberg， Teil !， S. 1-2; Teil n， S. 16. 

(ト)Vgl. Coing， Handbuch， m / 3， S. 2880-2893 (Bergfeld) 

(∞) Schubert (hrsg.)， Entwurf eines Handelsgesetzbuchs fur die Preusischen Staaten und Protokolle uber die Beratungen mit 

kaufmannischen Sachverstandigen und praktischen J uristen (1856)， 1986 (ミト'ぬ々 Entwurf(1856)， Protokolle (1856) 

IJ ~明辰巳 tiυ -:Q ν 罪1'-'、 ~-í-!.;く，\;トホ!ト λ:道江件下ノ 22'rillE底~:嗣 e 盟主霊」与主総説~-lÞí常北l組~'Í宮崎 e や母子。
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(~) Coing， Handbuch， Ill. I 3， S. 2887 (Bergfe¥d). Bischoff :2。ェ¥J'!主， -1<*・~;:i;怒鳴E伏兵\ 1 キミ¥¥¥似総援。
(:=;) Entwurf (1856)， S. 1-2， 36. *1時脈!p:t!'同延長三{陵台時恒-<(Kaufleute) 8 (と，，，;f)日縦lヒ特有己隠!と持JJ杓£ν二時為 (111 

-K~長 111 廊)' IE:~長川郡平J~菰制民;;:;:;:t!困 |:ELieヤリ会♂重量五とれqヰ F 恒-<:2吋r.(ð~菰倒産耳石ζ4怪!と終JJ :t!杓与二 ν ニ布二。柄引

トキ菰骨組長;;:;:;:t!禦宗主E慢しと:jt!j'!p.，;>;:ポユ (11110~) 。

(ロ)極-<;l<I {1同輔が時同様干ノ国医~:2絡む&.<;二 ν 二千{)8 :t!'怪ロg~妥ru-.早ノ時五0' (1 D怜)' 11110~* (寝主主E恒ヒ持)

線|斗轄を♂与二い二時 (Entwurf(1856)， S. 1. 36)。

(出)Protokolle (1856)， S. 5， 55-56. 

(口)Protokolle (1856)， S.56. ，W佐清嗣込選8{p.，I1;;';l<I' !，/:\:::2*話赴与己申書憎いr.(ð 8JJ 笠岡〈羽子。~~ ;l<I {P.，I 1;;' ;el JJ相J士主， 1) 8 ~堅.0!pぷ

エJ JJ 8事監副総会吋J JJ':; ，，，*里民総 8 車~~m :t!~宇~~よJ ...J;::;':;込， ，~桜-RJ :2 1ぱなさ~;:ポニ会♂'会会r.(ð車~~mJJ 梨{撚~与;r-Q O

(式)Schubert (hrsg.)， Entwurf eines Handelsgesetzbuchs fur die Preussischen Staaten， Nebst Motiven (1857)， 1986 (~)ι ， 1時

総:t!Entwurf (1857) JJ'慰!但制m:t!Motive (1857) JJ;;:;:;BI:)三吋時。

(ピミ)Entwurf (1857)， S. 41， 45; Motive (1857)， S. 102-103， 122 

(ヨ) Schubert (hrsg.)， Protokolle der Commission zur Berathung eines allgemeinen deutschen Handelsgesetz-Buches， 11 Bd.， 

1857-1861，1984 (ミト〆*，入子一φK;l<IProtokolle zum ADHGB JJ;;:;:;度:2吋r.(dO 4:長線JJ...J ¥-':t!' Neudrucke privatrecht. 

licher Kodifikationen und Entwurfe des 19. lahrhunderts， Bd. l， Allgemeines deutsches Handelsgesetzbuch von 1861 / 

Allgemeine deutsche Wechselordnung von 1848， 1973 .，;>~r.(ð o 

(口)榊糠8量&I!!相当， Protokolle zum ADHGB， Bd. l， Quellen und Entstehung des Allgemeinen Deutschen Handelsgesetzbuches 

(Schubert) ; Coing， Handbuch， m / 3， S. 2948-2959 (Bergfeld) 8~' w居手と求園:句者(報提制m(-1く)一題対恒対 [H] (~H=:髭)~

(m右手1111叶) ，恒斑君主歪J 1 1 一 1111 陣丑1I?~同盟主従叫採納1同~(j司) 総監。

(虫)二恥 ζ~ .，;> Protokolle zum ADHGB， Bd. X :2.s王宮♂ ~ν ニ心。ぷ~'快一代ムテト 8111時総よJti" 認定時事 (Ministerielle

Entwurf) JJ rV 8討11;E脈 (RevidirterEntwurf) 8 け心や持母(駆緩 8t時総為里民迫杓ヰ14J駐韓JJ 時~8 副~1E::t!' Coing， Handbuch， 

m / 3， S. 3045-3047， 3050-3051 (Bergfeld) ~\陛)。
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(~)ヤー κ ム子ト冊旅立会会~~展開さ34ポエ (Protokolle zum ADHGB， Bd. m， Register zu den Protokollen 1 bis CLXXVl， S. 3)。

(お) Protokolle zum ADHGB， Bd. n， S. 565-573. 

(;.l) Protokolle zum ADHGB， Bd. n， S. 565-567， 572-573 

(~) Protokolle zum ADHGB， Bd. n， S. 565 ぷ~' 1マ-Kム?ト憐朕日 'JC吋小ヤ転倒さやエ (Protokollezum ADHGB， Bd. m， 

Register zu den Protokollen 1 bis CLXXVI， S. 3)。

(~) Protokolle zum ADHGB， Bd. n， S. 546-547. (曜紙~ beweglicher Sachen 心持~ C ti unbeweglicher Sachen C 制S~悪犯やや。)

必~' 1マ-Kム=子ト1時由来 (討li;i直線)..，;;同延長~I!!正脈 111 1略国型車ムJl@:薄型e蝦{}!;!il<J岨エ ν三時 (Protokollezum ADHGB， Bd. X， 

Entwurf eines osterreichischen Handelsrechtes， Revidirter Entwurf， n)。

(~) 主張 1~，居剣吉区~制-\J-Q..s:、 ~-í..!紙|僻縦士主， Protokolle zum ADHGB， Bd. n， Entwurf des allgemeinen deutschen Handels-

gesetzbuchs総墜 (r零ぽ-RJさ 1H(同延長 l'邸， +C:~叩恒さ 1Hく 111 延長 l'腎'恒!と:f!l;' Cgぎ{隠さ! 11川川県民国型車， lè-' E販制~-'i二時)。

(~) Protokolle zum ADHGB， Bd. m， S. 1360-1361 

(;s) Protokolle zum ADHGB， Bd. m， S. 1358-1359. (拠ゅな{ゆ-lil'G'士会1~ 為ぷれ)~-í..! O)

(~) Protokolle zum ADHGB， Bd. m， S. 1300-1302. 

(~) 主張11~，臥目吉区~社蛍耳U 与~-í..! ~11担岸線 ti' Protokolle zum ADHGB， Bd. X， Entwurf eines Allgemeinen deutschen Handels-

gesetzbuchs， Nach den Beschlussen der zweiten Lesung総墜 (r写版-RJti 1 1 長与J~ l'部v 十宍~G'∞モHti 11-1ミ同延長 l'偲v
1陸!と事者G'監掛さま11同〈婦や製{同れ)-'i二ν二時)。

(~) 制~G'<Q川紳士主， Protokolle zum ADHGB， Bd. XI. Beilagen-Band zu den Protokollen DXLVIII-DLXXXIX， Zusammenstellung 

der Erinnerungen gegen den Entwurf aus zweiter Lesung総匹。やお， r~l咲-RJ ~~t:--.l-í..! Cti Mecklenburg';'.!込， ~~l@: 

程榊笠岡矧..(!~工、のニ (S.46) 。

(沼)~ゆ写鐙同G'謀総J陶器約 ~-í..! (Protokolle zum ADHGB， Bd. IX， S. 5065， 5076)。

(お)雌君主僻帳台 Protokollezum ADHGB， Bd. XI， Entwurf eines allgemeinen deutschen Handelsgesetz-Buchs (Entwurf aus dritter 

Lesung)総匹。

(~) Vgl. Protokolle zum ADHGB， Bd. 1， Quellen und Entstehung des Allgemei町日 Del山 chenHandelsgesetzbuches (Schubert)， 

活語

前屋



XIX. 

(沼) Vgl. Schubert (hrsg.)， Verhandlungen山 erdie Entwurfe eines Allgemeinen Deutschen Handelsgesetzbuches und eines 

Einfuhrungs-Gesetzes zu demselben in beiden Hausern des preuβischen Landtages im lahre 1861， 1986， insb. S. 554， 

604-605. -<:.ポ.;q' -1Hifr!..!会会*"，-¥IC¥¥恥-t<援AJ....Jν， Buhler， Die Entstehung der allgemeinen Vertragsschlus-Vorschriften im 

Allgemeinen Deutschen Handelsgesetzbuch (ADHGB) von 1861， 1991 (保~)込長崎。

(芯 Hahn，Commentar zum Allgemeinen Deutschen Handelsgesetzbuch， Bd. 1， (2. Aufl目)， 1871， S. 3; Bd. n， (2. Aufl.)， 1875， S 

36-37， 51-54， 191-208; Makomer， Das allgemeine Deutsche Handelsgesetzbuch， (11. Aufl.)， 1893， S. 354-355，403-408. 

(短!と:ilt'G'軍基令込恒1県立同AJ杓£伶 (11 -\-l 11~11 廊) 0 'J G'.{J~ti~幽.，p~総'{.1持母。)選択'厚手lと2ι 干ト樫:出番(22 ト÷菰f凶鮮日玉

、2慢に柊-¥..!:;:-.小トQAJ-¥o--令Q (1ni;~ ~題対極地[ ，...; ] ~ I恒Lと持活」同阪(<*話右手縦揺余)総監)0 ~~I" ドらお{凶詳ru::G'主主吋士2

1陸lヒ終'{.1'当ヤ'J' [l日現斗G'主主同お〈4E41 有1J~ '" (廓!ととιャト恒斑~ll1<<-IO 。

(お) I零桜干むよJ I~曝~:j:調G'控室~J 為議室ml副Jf1J.<;二.(!盟t'<iロG'tf-，嬰~.，p q司会 4二時。母子9網 ti IIIIIT小。「時J 与~& G'販制 [~~l民-R~ -¥lcl陪-Q

必需要似] 築制勝れJ 与44Jさ阿世'司「巴 AJ~~き， ~~草案柑 e 量Eω決 ~t岩!..!稲穏杓 ~ν エ ν 、;J時J 与~ '{.1.，p長司会ヨti-<:.ポf， 0.(!AJI送料

込illIllペ吋小会。J (Windscheid / Kipp， a. a. 0.， S. 253， Anm. 7")。出穏当ぬ，><伶。 I!ムヤト判mt型糧道¥11¥ ~<<-1U主'脈経斗 Q均

値~$':l-\lcl制緩Jν2辺倒れ)~.(!.，pG' V #-里民{同為科帳Jf1J与44」さ間宮， ~~正~tI1G'量H時為司r-EIl G'吋 1\，~燈倒的ヰ~\-'エ ν .，p' tV状化工、

与ミ慾化工、ヰヰ .(!'JAJti 怖い~'"梢エ。J (Schubert (hrsg.)， Die Vorlagen der Redaktoren fur die erste Kommission zur Ausarbeitung 

des Entwurfs eines Burgerlichen Gesetzbuches， Recht der Schuldverhaltnisse (Kubel)， Teil 1， 1980， S. 177 ミト'持，入 P ー

×さ Schubert，Recht der Schuldverhaltnisse心不度)0 mE:小ν4胤ヤ.\\1J 'J 心~ゐ'思1-K紘垣竺型1今すも~包羽時制二。
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E見

前
史

一
八
世
紀
前
半
の
学
説
:
:
:
資
料
不
足
も
あ
っ
て
、
こ
の
時
期
の
学
説
の
動
向
に
は
不
明
な
点
も
多
い
が
、
「
申
込
の
拘
束
力
」

吾之、
日岡

は
認
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
「
申
込
の
撤
回
」
に
責
任
を
課
す
見
解
も
見
当
た
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
司
ロ
円
宮
山
は
、
「
申
込
の
撤
回
」

は
許
容
し
つ
つ
も
、
責
任
に
は
言
及
し
て
い
な
い
し
、
要
国
内

Z
R
も
同
様
で
あ
る
。
ま
た
∞
忠
岡
町
弓
は
「
申
込
の
撤
回
」
に
ふ
れ
て
い
な
い

よ
う
で
あ
る
。
が
、
一
八
世
紀
後
半
に
な
る
と
、
こ
の
問
題
は
脚
光
を
浴
び
、
学
説
は
百
花
僚
乱
の
様
相
を
呈
す
る
よ
う
に
な
る
。

委
任
契
約
説

:
:
:
ω
吾
2
こ
が
主
唱
し
、
後
に

g
c
E
阿国的

g
も
与
し
て
い
る
。
そ
の
骨
子
は
「
申
込
に
は
準
備
行
為
を
依
頼
す
る

委
任
が
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
、
撤
回
は
そ
の
解
除
に
当
た
る
。
よ
っ
て
、
受
任
者
た
る
受
取
人
は
委
任
反
対
訴
権
に
基
づ
き
、
準
備
費
用
の

償
還
を
請
求
で
き
る
」
と
い
う
点
に
あ
る
。
し
か
し
、
「
消
極
的
損
害
(
第
三
者
と
の
締
約
機
会
の
喪
失
)
」
が
賠
償
さ
れ
え
な
い
と
の
難
点

が
指
摘
さ
れ
、
た
め
に
少
数
説
に
止
ど
ま
る
。
が
、
擬
制
に
過
ぎ
ぬ
と
の
批
判
も
あ
り
え
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
非
難
が
右
の
点
に
集
中
し

た
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。
右
の
利
益
が
重
視
さ
れ
た
背
景
に
は
、
特
定
の
状
況
へ
の
配
慮
が
潜
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

ニ
契
約
締
結
上
の
過
失
説

:
:
:
E
m
コ
ロ
四
が
提
唱
し
た
説
で
、
骨
子
は
既
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
の
で
、
重
複
を
避
け
る
が
、
「
申
込
の

撤
回
」
に
つ
い
て
は
再
検
討
す
べ
き
点
が
あ
る
。
な
お
、
「
申
込
の
撤
回
」
に
つ
き
、
こ
の
説
の
支
持
者
は
多
く
な
く
、
百
内
コ
ロ
問
自
身
、
後

に
こ
の
理
論
が
不
十
分
な
こ
と
を
認
め
た
う
え
、
「
拘
束
力
」
そ
の
も
の
を
是
認
せ
ん
と
す
る
が
、
こ
の
理
論
は
そ
れ
自
体
検
討
に
値
す
る
。

と
こ
ろ
で
、
「
契
約
締
結
上
の
過
失
」
理
論
に
対
す
る
第
一
の
批
判
は
、
「
過
失
(
円
三
宮
)
」
の
擬
制
へ
と
向
け
ら
れ
、
「
申
込
の
撤
回
」
に

つ
い
て
は
、
「
撤
回
権

H
(
権
利
)
の
行
使
が
何
故
『
過
失
』
に
当
た
る
の
か
」
と
の
非
難
が
聞
か
れ
る
。
し
か
し
、
よ
り
重
要
な
の
は
こ
の

「
擬
制
さ
れ
た
過
失
」
概
念
を
以
て
し
で
も
、
死
だ
け
は
「
過
失
」
と
構
成
し
え
ず
、
そ
の
た
め
、
申
込
者
の
死
を
知
ら
な
い
受
取
人
の
保

護
に
』
F
2
5聞
が
苦
慮
す
る
行
で
あ
る
。
「
請
求
が
認
め
ら
れ
な
い
と
す
る
よ
り
は
、
自
分
の
理
論
が
ど
こ
か
で
間
違
っ
て
い
た
方
が
ま
し

で
あ
る
」
。
こ
こ
で
従
来
は
死
こ
そ
が
破
綻
の
原
因
と
さ
れ
て
き
た
が
、
他
の
事
例
(
た
と
え
ば
原
始
不
能
や
錯
誤
)
で
死
が
困
難
な
問
題

を
生
ぜ
し
め
な
い
点
を
思
う
な
ら
、
右
の
理
解
は
一
面
的
に
過
ぎ
、
「
申
込
と
い
う
局
面
に
お
い
て
の
み
、
何
故
、
死
は
破
綻
の
原
因
た
り

北法43(1・78)78



う
る
か
」
が
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
る
に
、
不
注
意
の
有
無
を
基
準
に
、
錯
誤
に
つ
い
て
は
損
害
賠
償
責
任
を
肯
定
し
、

「
申
込
の
撤
回
」
に
関
し
て
は
そ
れ
を
否
定
し
た
の

2
2
5
の
態
度
は
、
こ
の
点
で
示
唆
的
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
誤
信
惹
起
型
」
と
「
信
頼

裏
切
り
型
」
と
の
帰
責
レ
ベ
ル
で
の
相
違
を
再
認
識
さ
せ
る
も
の
だ
が
(
第
三
部
第
二
一
編
)
、
こ
れ
は
冨

2
5聞
の
破
綻
と
も
関
連
し
て
い

の
起
点
と
さ
れ
た
原
始
不
能
は
「
誤
信
惹
起
型
」
に
相
当
し
、
そ
こ
で
は
、

か
っ
そ
れ
が
帰
責
の
根
拠
と
さ
れ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
の
聞
に
時
間
的
間
隙
は
な
く
、
ゆ
え
に
死
は
必
然
的
に
す
べ

て
の
原
因
事
実
が
発
生
し
た
後
で
し
か
起
こ
り
え
な
い
(
錯
誤
も
同
様
)
。
従
っ
て
、
死
は
相
続
以
上
の
問
題
を
残
さ
な
い
。
他
方
、
申
込

に
あ
っ
て
は
、
信
頼
の
惹
起
た
る
申
込
と
そ
れ
を
裏
切
る
行
為
た
る
撤
回
と
の
聞
に
時
間
的
議
離
が
あ
る
た
め
、
原
因
事
実
完
了
前
に
死
の

介
入
す
る
余
地
が
あ
る
。
た
だ
、
死
に
よ
っ
て
申
込
は
失
効
す
る
か
ら
、
こ
れ
を
裏
切
り
行
為
と
同
視
す
れ
ば
、
死
を
以
て
原
因
事
実
が
完

了
し
た
、
と
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
|
|
従
来
か
ら
強
調
さ
れ
て
い
た
l
|
死
の
特
殊
性
が
浮
上
す
る
。
申
込
の
撤
回

に
あ
っ
て
は
、
撤
回
自
体
、
あ
る
い
は
撤
回
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
申
込
を
し
た
こ
と
自
体
に
「
過
失
」
を
見
い
出
し
う
る
が
、
死
に
あ
っ
て
は
、

そ
う
だ
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
契
約
締
結
上
の
過
失
」

信
頼
惹
起
H

誤
信
惹
起
、

契約交渉の破棄とその責任(7・完)

そ
れ
自
体
は
「
過
失
」
で
な
く
、

ま
た
そ
の
予
測
を
求
め
る
こ
と
も
不
可
能
で
あ
る
。
ゆ
え
に
「
過
失
」
は
存
在
し
え
ず
、
破
綻
へ
の
道
を

突
き
進
む
こ
と
に
な
る

o
E
q百
四
の
破
綻
の
原
因
は
「
誤
信
惹
起
型
」
に
相
当
す
る
原
始
不
能
か
ら
帰
納
し
た
「
契
約
締
結
上
の
過
失
」
を
、

こ
の
構
造
上
の
相
違
を
無
視
し
て
、
「
信
頼
裏
切
り
型
」
に
属
す
べ
き
申
込
に
演
鐸
し
た
点
に
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る

(
「
信
頼
裏
切
り
型
」

の
う
ち
、
都
合
の
良
い
部
分
だ
け
、
す
な
わ
ち
、
信
頼
を
裏
切
る
事
実
が
発
生
し
た
後
の
状
態
(
誤
信
状
態
)

だ
け
取
り
出
し
て
も
、
こ
の

構
造
上
の
相
違
は
克
服
で
き
な
い
。
「
誤
信
惹
起
型
」
で
は
、
誤
信
惹
起
H

帰
責
の
根
拠
、
と
構
成
し
う
る
が
、
「
信
頼
裏
切
り
型
」
で
は
、

死
と
い
う
帰
責
の
根
拠
と
な
り
え
な
い
事
情
に
よ
り
、
誤
信
状
態
が
作
出
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
)
。

予
備
的
契
約
説
:
:
:
「
申
込
と
そ
の
受
領
(
+
承
諾
)
に
よ
り
、
あ
る
種
の
予
備
的
契
約
が
成
立
す
る
」
と
い
う
発
想
は
パ
ン
デ

北j去43(1・79)79

ク
テ
ン
法
学
に
も
見
ら
れ
る

(
委
任
契
約
説
も
そ
の
一
類
型
と
言
え
る
)
。
ぎ
5
込
山
内

Z
E
は
当
初
そ
こ
に
「
担
保
色
白
「
即
ロ
丘
町
)
契
約
」
を



説

-
即
}

措
定
し
、
「
信
頼
利
益
の
賠
償
」
を
認
め
た

o
F四
己
印
宮
『
問
え
も
原
則
と
し
て
そ
れ
を
支
持
し
つ
つ
、
申
込
者
が
商
人
で
あ
る
場
合
に
は
「
撤

回
権
放
棄
契
約
」
を
想
定
す
る
こ
と
で
、
「
申
込
の
撤
回
」
を
無
効
と
解
し
た
。
ま
た

p
g
z
は
「
何
が
あ
ろ
う
と
、
承
諾
に
よ
っ
て
契
約

が
成
立
す
る
」
と
い
う
内
容
の
「
暫
定
契
約

2
5
R
5
2
2可
お
ご
を
見
い
出
す
こ
と
で
、
撤
回
の
可
能
性
を
排
除
し
た
。
が
、

と
同
様
、
擬
制
に
過
ぎ
な
い
と
の
批
判
を
浴
び
、
宅
5
【
】
印
円
青
瓦
や
河
内
岡
町
一
日
σ巾
「
間
巾
「
は
後
に
改
説
し
て
い
る
。

北法43(1・80)80

苦手ふ
関岡

フ
ラ
ン
ス

信
義
誠
実
説
:
:
:
「
信
義
誠
実
(
叶
『

2
E
E
C
-
2
σ
g
-
Z
E
E
2ご
と
い
う
法
原
理
を
根
拠
に
「
信
頼
利
益
の
賠
償
」
を
肯
定

A

お
V

A

M

m

E

A

訂
}

す
る
説
で
、
、

ED-
の
主
唱
に
か
か
り
、
。
c
E印
ユ
ヨ
正
門
、
さ
ら
に
者
E
a印円
Z
E
も
最
終
的
に
は
こ
の
説
に
拠
っ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。

そ
の
他
、
「
信
頼
利
益
の
賠
償
」
を
臆
罪
金
(
∞
丹

E
r
)
と
解
す
る
司
巾
「
口
山
内
巾
も
同
旨
と
位
置
づ
け
ら
れ
う
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
法
理
論
的

四
な
説
明
を
放
棄
し
た
も
の
で
あ
り
、

ま
た
信
義
則
の
援
用
が
許
さ
れ
る
と
す
る
根
拠
も
論
証
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
「
撤
回
さ
れ
る

か
も
し
れ
な
い
申
込
に
基
づ
き
行
動
す
る
者
は
、
自
ら
の
危
険
で
そ
う
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
何
故
、
撤
回
権
の
行
使
が
信
義
則
に
反
し
た

こ
と
に
な
る
の
か
」
と
か
、
「
他
に
類
例
が
な
い
で
は
な
い
か
」
と
い
う
批
判
を
免
れ
え
な
か
っ
た
。

-
却
)

「
申
込
の
拘
束
力
」
を
肯
定
す
る
説
:
:
:
同

2
3
2
は
ロ

l
マ
法
も
「
拘
束
力
」
を
認
め
て
い
た
と
主
張
し
た
が
、
こ
の
異
端
の

学
説
に
支
持
者
は
ほ
と
ん
ど
い
な
か
っ
た

0
2品
己
は
、
ロ
ー
マ
法
で
は
否
定
さ
れ
て
い
た
が
、
ゲ
ル
マ
ン
法
で
は
「
拘
束
力
」
が
認
め
ら

泣
V

一泊
}

(

M

剖

)

れ
て
い
る
と
説
き
、
若
干
の
支
持
者
を
集
め
た
。
が
、
そ
の
真
偽
を
疑
問
視
す
る
向
き
も
強
く
、
多
数
説
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。
一
九
世
紀

{
担
)

末
に
は
、
「
拘
束
力
」
を
実
際
上
の
必
要
性
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
る
見
解
も
登
場
し
た
が
、
こ
れ
は
法
理
論
的
な
説
明
と
は
言
い
難
く
、
ま

と
の
批
判
も
浴
ぴ
た
。

五
た
「
信
頼
利
益
の
賠
償
」
で
は
不
十
分
で
あ
る
と
す
る
理
由
が
明
確
で
な
い
、

そ
の
他
の
学
説
:
:
:
悪
意
訴
権
(
白
2
5
a
c
-
-
)
に
よ
っ
て
「
信
頼
利
益
の
賠
償
」
を
認
め
る
説
、
事
務
管
理
反
対
訴
権
(
白
2
5

{

担

}

{

却

}

言
問
。
2
0
『
=
呂
岡
市
2
0
『
E
B
g
z
zユ
白
)
の
活
用
を
主
張
す
る
説
、
不
法
侵
害
訴
権
(
恒
三
5
5
2
ユ白『

ES)
に
拠
る
説
、
さ
ら
に
そ
も
そ
も
責
任

を
否
定
す
る
説
な
ど
も
見
ら
れ
た
が
、
い
ず
れ
も
支
持
は
集
め
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

....... 
J、



右
の
概
観
か
ら
ゆ
)
、
以
下
の
傾
向
が
看
取
さ
れ
る
。
第
一
に
、
学
説
は
少
数
ご
と
に
乱
立
し
、
通
説
も
多
数
説
も
見
当
た
ら
な
い
。
こ
れ

ロ
ー
マ
法
源
が
直
接
そ
れ
に
ふ
れ
て
い
な
か
っ
た

ば
か
り
で
な
く
、
手
掛
か
り
と
な
り
う
る
類
例
す
ら
存
し
な
か
っ
た
点
に
求
め
ら
れ
よ
う
。
第
二
に
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
l
|
「
拘
束
力
」

は
「
申
込
の
撤
回
」
が
難
問
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
、

お
そ
ら
く
そ
の
原
因
は
、

を
認
め
る
見
解
も
含
め
|
|
学
説
の
大
勢
は
責
任
を
認
め
、
そ
れ
を
否
定
す
る
見
解
は
極
く
少
な
い
。
そ
の
背
景
に
取
引
安
全
(
受
取
人
の

信
頼
保
護
)
の
要
請
が
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
し
か
し
、
申
込
者
が
撤
回
権
を
有
す
る
以
上
、
「
受
取
人
の
締
約
へ
の
信
頼
」
に
法
的

根
拠
は
な
い
こ
と
に
な
り
、
こ
こ
に
学
説
の
苦
悩
の
淵
源
が
あ
っ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
第
三
に
、
保
護
の
程
度
が
争
わ
れ
、
「
信
頼
利

益
の
賠
償
」
を
主
張
す
る
見
解
が
通
説
で
あ
る
。
当
5
含口

Z
E
は
「
『
履
行
利
益
の
賠
償
』
で
な
く
、
『
信
頼
利
益
の
賠
償
』
こ
そ
衡
平

(の

2
2
E伺
Z
5
に
適
っ
て
い
る
」
と
力
説
し
て
い
る
。
他
方
、
積
極
的
損
害
の
み
保
護
対
象
と
す
る
委
任
契
約
説
は
、
保
護
の
範
囲
が
狭

き
に
失
す
る
と
し
て
、
少
数
説
に
止
ど
ま
る
。
ま
た
「
履
行
」
な
い
し
「
履
行
利
益
の
賠
償
」
を
認
め
る
説
は
、
「
(
隔
地
者
間
)
取
引
の
促

進
」
と
い
う
政
策
目
標
を
掲
げ
た
り
、
「
『
信
頼
利
益
』
の
証
明
は
容
易
で
な
い
」
と
の
実
際
上
の
都
合
を
挙
げ
る
が
、
少
数
説
に
甘
ん
じ
て

契約交渉の破棄とその責任(7・完)

い
る
。
た
だ
、
原
則
と
し
て
は
「
信
頼
利
益
の
賠
償
」
を
支
持
し
つ
つ
も
、
商
人
間
取
引
で
は
、
「
履
行
」
な
い
し
「
履
行
利
益
の
賠
償
」

ま
で
認
め
る
見
解
も
あ
り
、
注
目
さ
れ
る
。
な
お
、
い
ず
れ
の
説
も
隔
地
者
間
取
引
を
想
定
し
、
お
そ
ら
く
主
に
動
産
売
買
を
念
頭
に
置
い

て
い
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
ま
た
普
通
法
で
は
方
式
の
自
由
が
原
則
と
さ
れ
て
い
た
が
、
無
論
、
立
法
に
よ
る
修
正
は
認
め
ら
れ
て
い
た
。

と
こ
ろ
で
、
既
述
の
知
く

(
叩
)

表
明
し
て
い
る
。
が
、
か
か
る
学
説
は
見
い
出
し
え
な
か
っ
た
。
た
だ
、
穴

S
Z
の
論
難
す
る
説
が
、
当

g
r
n
Z
E
が
「
申
込
の
撤
回
」

を
処
理
す
る
た
め
に
提
示
し
た
一
般
原
則
と
酷
似
す
る
こ
と
、

U
Z
E
E『
伺
が
そ
の
点
を
捉
え
、
「

g
-
E凶

門
町

2
b
は
『
交
渉
破
棄
』
に
『
信

(
臼
)

頼
利
益
の
賠
償
』
を
課
す
が
、
そ
れ
は
誤
り
で
あ
る
」
と
批
判
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。
穴
与
己
も
り
巾
「
ロ
σ
z
品
と
同
じ
理
解
に
立

(
臼
)

っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
勿
論
、
ロ
巾

E
E『
聞
の
右
の
理
解
は
誤
解
で
あ
る
、
と
非
難
さ
れ
て
い
る
。
が
、
時
の
ベ
ル
リ
ン

第
二
部
第
二
一
編
)
、
罫
吾
己
は
部
分
草
案
の
な
か
で

「
交
渉
破
棄
」
に
責
任
を
課
す
学
説
に
は
与
し
な
い
と
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制

(.-;) 時JG量言語r:':!'Schubert， Recht der Schuldverhaltnisse， Teil 1， S. 173-181; Windscheid / Kipp， a. a. 0.， S. 250-251; Jansen， 

a. a. 0.， S. 13-31 G事F 村主・~iii;~ ~黙認脳出Q権限~ 1 1 ~-111111 ]1llI(~秘密:。

(N) Puchta， Pandekten， (3. Aufl.)， 1845. S. 364-366; dass.， (6. Aufl.). 1852. S. 373-375. 

(的) Wachter， Handbuch des im Konigreiche Wurttemberg geltenden Privatrechts. Bd. n. 1842. S. 736-737. -i--!ロ， bona fides 

体j奨f認.!1'丑:h手1 "\ldまさ回~~草~4D è1 ~'童話回榊苦悩必三時JG~目、~I:I.Þ\~否-<è1 l樹君主キJ~当ヤ占拠:;' JJ-rr-Q。

(ザ)Savigny. System des heutigen Romischen Rechts， Bd. m， 1840. S. 307-321 ; Bd. vm. 1849. S. 234-294 (S. 237， Anm. (e) 

~:':!' 1\ ロ干-tJ入謡 Iト入」ー誕事長 11諸事事同艇長O保亘ドーホj品約堕~~ \-ノ:二r-Q~' r岳 t手lG革委回J e1 ~ペ￡ ν エャエ。); ders.. Das 

Obligationenrecht， Bd. n. 1853. S. 7-2l. (経叶， r妊ポlG~誉回」どや梢1J' Savigny G~llさ"\ldru::庄が均約穏~m足当T)-í--!ú'~手。)

(凹)王国~è1吋崎直s;;:--' r母ポlG語呂J !.2~m;l;j:l~離れJ.!j二時 Y 哨11加点)~υ でな νgf健三濡:;-i--! G~' Th凸1，Das Handelsrecht， Bd. 1. (3. 

Aufl.). 1854. S. 241-242 G吋 小 平J持母。

(∞) Scheurl. Vertragsschlus unter Abwesenden， 11 Bd. 2 (1858). S. 248-282. 

(ド) Mommsen. Uber die Haftung der Contrahenten bei der Abschliesung von Schuldvertragen. 1879. S. 134-135. V gl. Wind. 

scheid / Kipp， a. a. 0.. S. 250， Anm. 5 

(∞) Scheurl， a. a. 0.. S. 273 ff. 

(∞) Vgl. Schubert. Recht der Schuldverhaltnisse， Teil 1. S. 174-175; Windscheid / Kipp. a. a. 0.. S. 250. Anm. 5 

(~) r以義援燃J è1~ ("\ν さ P 量~~ニヰ~.. 二 e 回 G~選言宇!E.，p'~臣51」ささ ;E W; G 世主!!~会隠-Qいエャニ 4日~"\ld ~q.\l却が吋。

(口)Jhering. Culpa in contrahendo oder Schadensersatz bei nichtigen oder nicht zur Perfection gelangten Vertragen， 11 Bd. 4 

(1861). S. 1-112. (~f'-' Culpa in contrahendo JJru::m:O
) 

(~) ~2 ・ 1宣車宮『黙認版記 G宮駅J 1 ~~]IllI(~fι@主主'岡田-þ<対話「翌1E!ft!:g~ヰ~G 盟主~"\ld縫Ï'" (1 -111) ({I~) J (却が纏縦〈

活

オ屋
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;jj(u同日ト 1}町 4く恥 1・同1m(長約 1u判11lSJ回(t(同 11-111姻ー)，斗回経 1~舌「完!EW定相控室~~~出lrH雇一-!Lヤト羽田明活問

視屋.!.1.;q士t-Q.v(;;量産蛍一一 J (震l且斑緋潔~-\-l;jj(ù 1 日い 111111]}m( 堕黒11111 叶)'士トE型社娼「ャバ-，;:"，\証人(;;~斑割程 (;;111只単一

ャ吋-=，入~(;;nl:{世帯トモ±担増!(;; ~ト患孟や際一一 (1 1 .開)J (拠地ト諜泊川平鍋lSJnド~~干ミ\!III;' 1手蛍川崎)やみJ。

(口) Vangerow， Lehrbuch der Pandekten， Bd. 1， (7. Aufl.)， 1863， S. 165-166 (Bd. m， (7. Aufl.)， 1869， S. 252-253ヤ:!!' I~笹哨

(;;主要因J .!.1や柏ttf.漏:!!q司会ヰヰ伶J ..>J将擦がやzl.!.1-:!:13J制時。);Baron， Pandekten， (5. Aufl.)， 1885， S. 345-346棋倒。

(ヨ)Jhering， Das Schuldmoment im Romischen Privatrecht， 1867， S. 38， Anm. 73. 

(巴)Jhering， Passive Wirkungen der Rechte， 11 Bd. 10 (1871)， S. 387-580， insb. S. 468-469. 

(~)科三・温暖『黙認何出e磨駅J 1100\!lII;'ベ田・ i~緊縮i>< 1 lSJ <-1 同~\!III;$盤。

(口)Schubert， Recht der Schuldverhaltnisse， Teil 1， S. 174.ヤ.;q'Jhering:!!会会時誠事字化jトド駁j lK~足当(;;~益誕'\l<I草主将司令 1) 心

ややヰ~:2きわペ吋小..>J.-lν.:;時 (Jhering，Culpa in contrahendo， S. 88)。

(~) Jhering， Culpa in contrahendo， S. 91-93 会会時督。三個出品j悶似が崎県 J ..>J士~'由化i'(:;場協睦 (mein Rechtsgefuhl)己保似

;fi;'.!.1~-rt-Q' 人J.-lν， ~主主司網~~妥ñt;'\l<I!と.Ç' I J ..>J {]]]母体JI噴水J ..>J田犬同 ν t-Q IJ ..>J~' ミ~..>J会 IJ (:;~m盟、)d~=，ト-.-l吋小..>J-r

令Q~' 内J与42h幡健込書義広 (gewaltsamst)~持母，J ..>J :!!'きさ{IJ]♂決也陪Jν~ -，=，' I援護J ..>J♀小指!;;恵、由民苛n~ 当時時制エ。

(~)岡田・ i~轄維状〈唱。同恥11 川\!III;'ベ田・ i~緊縮争< 1同〈慨。

(2) Windscheid， Lehrbuch des Pandektenrechts， Bd. n， (4. Aufl.)， 1875， S. 176-178， Anm. 5; dass.， Bd. n， (5. Aufl.)， 1882， S. 

175-177. Anm. 5 

(尽)Regelsberger， Die Vorverhandlungen bei Vertragen， Angebot， Annahme， Traktate， Punktation nebst der Lehre von der Ver 

steigerung und von der Auslobung， 1868， S. 33-35， 71-78. (~ドー， Regelsberger， Die Vorverhandlungen ..>Jnt;匹。)

(~) Schott， Der obligatorische Vertrag unter Abwesende口、 1873，S.94-109 

(~) Schubert， Recht der Schuldverhaltnisse， Teil 1， S. 135-136， 175. 

(認)Windscheid / Kipp， a. a. O. (9. Aufl.)， S. 250-251， Anm. 5; Regelsberger， Pandekten， Bd. 1， 1893， S. 499-500. 

(自) Thol， Das Handelsrecht， Bd目 1，(3. Aufl.)， 1854， S. 241-242; ders.， Das Handelsrecht in Verbindung mit dem allgemeinen 

deutschen Handelsgesetzbuch， Bd. 1， (4. Aufl.)， 1862， S. 361-363 
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(お)Goldschmidt. Literatur (Regelsberger. Civilrechtliche Er凸rterungen.Heft 1). ZHR Bd. 13 (1869). S. 333-340 (Regelsberger. 

Die Vorverhandlungen G怖肱。)

(お)Windscheid / Kipp. a. a. O. (9. Aufl.). S. 250-251. Anm. 5. (Windscheid!! 1 ~話帳蛮 (やQ叫にさま:lf;.g::除雪吉区制 (巴)総監)

品)~と今工、司令 I J "'0 .!1ム，，1'ν，r母ポlG経団J ~設設Jν 二時与~' j~Jヨ S 吋小.!1'"さ町平~IJ G 1 桜田正E置さ主剤1静榊~G黙認会必排拍

ヨヨ杓 ~ν ユ ~O -H己 ...)'1く崖~霊堂土~ 'J G 吋小布告mt臨時~G !jJnqlllq .!1吋 d~l 欄態。さと制緩傑.....)'土包ゐ恒l館時1G l!!正fiD('\lcl脂ぎEν エt{l'

"'0二，('注さ ~G~単車ぎわ士せてj図 Pν .;q~' IJ G~同it~ 一一護:lf;~持母一-~j総議制〈漏 L15主lIm-l :lf;~時処吋'('.!1 ~q~ &ヰ二時。)斗田・

j~緊結わ< 1 1吋長一 11く 1~."，-ítね匹。

(~) Pernice. Kritische Beitrage zur Lehre von den Rechtsgeschaften. ZHR Bd. 25 (1880). S. 77官 141.insb. S. 119-124. (~Iι' 

Pernice. Kritische Beitrage "'0;;:r:; a:O
) ぷ.;q' Pernice!! I J ~ .L6 ~ ~W Siegel. Das Versprechen als Verpflichtungsgrund im 

heutigen Recht. 1873 G仰肱Q吾v やさ~~ r~~~湖 G被告堅J '\lCl+Þ(~とJν 二時 (Pernice. ZHR Bd. 20 (1875). S. 288-298)。

(gj) Vgl. Schubert， Recht der Schuldverhaltnisse， Teil 1， S. 174 

(呂)Koeppen. Der obligatorische Vertrag unter Abwesenden.刀Bd.11(1871)， S. 139-393， insb. S. 334-367. 

(お)Vgl. Windscheid / Kipp， a. a. O. (9. Aufl.). S. 252-253， Anm. 73
• Jansen， a. a. 0.. S. 17， Anm. 35 !! Koeppen G~駐仏) r掛

~:lf;J "'0肱いの。

(~) Siegel. a. a. 0.， S. 53-75. (IJ G 判事:!t': Gj~許包「ロ-t'r逝"'01E車必ε' トミミ P 入斑~士重|択右指~1咲.!1年係R込賠-Q&.. 之νニ
時J "'0:; ，(' 1彰司E服G纏幅三され日ν必ヰヰ (S.1-52) ， ややエ\J恩~:g;'~ポ ~tg盟与~&屋~&.. 二時為 (S.53-159)' 時1G雌5S:」制容が

やzlG~ r岳~G~1咲干ミJ ~ ~ t{l 0) Siegel.!1 ('¥ニ νさ Stintzing und Landsberg. Geschichte der deutschen Rechtswissenschaft. 

Abteilung 3， Halbband 2， Text. 1910. 1978. S. 894-897; Abteilung 3. Halbband 2. Noten. 1910. 1978， S. 377-it紬j。

(沼) Dernburg， Lehrbuch des Preus町 henPrivatrechts und der Privatrechtsnormen des Reichs， Bd. 1， (5. Aufl.)， 1894， S 

223-228， insb. Anm. 4; Gierke. Schuld und Haftung im alteren deutschen Recht， insbesondere die Form der Schuld-und Haf 

tungsgeschafte， (Untersuchungen zur Deutschen Staats-und Rechtsgeschichte， 100 Heft). 1910， S. 120司 121.の.;q'Siegel G 

~駐在剰警溜がトQ~1屋榊"'0杓与二時 Hofmann. Die Entstehungsgrunde der Obligationen. insbesondere der Vertrag， 1874 !!保~。

(芯)Windscheid / Kipp， a. a. O. (9. Aufl.)， S. 252-253， Anm. 73
; Schubert. Recht der Schuldverhaltnisse. Teil 1， S. 176. 
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(沼)Dernburg， Pandekten， Bd. n. 1886， S. 22-24; Bekker， System des heutigen Pandektenrechts， Bd. n， 1882， S. 89-91. Regels 

berger， Pandekten， Bd. 1， S. 500 .，;; ~卸会。ぷ 4ヰ， Kubel ";;1:::1潟;纏.lJ-lν'J E;'耀!J.構図E令r-(l(Schubert， Recht der Schuld苧

verhaltnisse， Teil 1， S. 176)。

(~) Windscheid I Kipp， a. a. O. (9. Aufl.)， S. 252-253， Anm. 7a
. Vgl. Schubert， Recht der Schuldverhaltnisse， Teil 1. S 

173-174. 

(伝) Sohm， Ueber Vertragsschlus unter Abwesenden und Vertragsschlus mit einer persona incerta， ZHR Bd. 17 (1872)， S. 

16-107， insb. S. 30-35 

(gg) Thon， Die Haftpflicht des Offerenten bei Widerruf seiner Offerte， AcP Bd. 80 (1893)， S. 63-102， insb. S. 93-96 

(~) Baron， Die Gesammtrechtsverhaltnisse im Romischen Recht， 1864， insb. S. 425-426. ~':\..! -l' ~!J.田武駐仏J古~-Q' r黙認縫IE
ベE;'~割以」詩話会J~~主Jν エ時 (Baron， Pandekten， 1885， S. 345-346)。

(~) Kuhn， Ueber Vertragsschlus unter Abwesenden， JJ Bd. 16 (1878)， S. 1-90， insb. S. 58-67; Wachter， Pandekten， Bd. n， 

1881. S. 357-359. 

(忌) r母呼!E;'童話回J !J.~-l眠時程模台溢+<干ノ， ~~柑(.-<) E;'-þ<経4 時J~ ♂会J~喜縦令子9兵士担保エ(時J/J !J. ti絡む必£νエωエゐ'

繍ト榊ミミ vくHト~椛tJ~.，;;E;'.lJ-lν， Maas， Der Vertragsschluss auf elektrischem Wege， 1889; Ludinghausen-Wolff， Die Bindende 

Kraft des einseitigen Versprechens im heutigen gemeinen Privatrechte， 1889為母子♀)。

(~) ~':\..!' 単純杓ヰ二時で柏 r!l)gl':J E;'峠者全:g;K {~!J. :!!'言査会や1阿国岡(為E記♂ヰ二時o ~ト'-' E;' iRâ:t主将~;\l;"\l<Jg!S鰍蝋主と.lJ-lνニャニ-R
♂ r~:li'i;杓 4ヰ令.(l ~~tぞ'\'J .lJ E;' !l)g寝せにJg去継が心事剖1J].lJ!i主キJ&ヰヰ伶 ( .，;; i' .lJ.，;;'園球~t:!:S:.lJ E;' ~j明会♂「市!H;\l;-l~~時同小」

リ心笠臥主t .lJ耳tq二吋小)。王~-)!:::'期医〈込 ESLi 申Jt.*;泡-l~ 'J 心樹立豊橋~\äl:í主主.lJV-時漏 ";;i♀ s::- Ghering， Culpa in contrahendo， S 

88-89; Windscheid I Kipp， a. a. O. (9. Aufl.)， S. 249-250) ，リ')~:!! r健三(;;xtJ~~~時々，\'J .lJ:;'小包援E;'ぺ惑絡爪J~t♀，)

~.!lぷ令.Q 0 -<:.型.;q' 'J~!..よ:!!釈!l)g判精.lJ ffiì 剣州梢，..lJ':;' '\'~~盟.，;;:i1f心為， ，) E;' ll日~!J. (¥二 ν:!!' .lJS::-時付I'"Auger， Vertrags. 

schlus ohne Zugang der Annahmeerklarung， 1985， insb. S. 71-85 ~\底。

(;;;l) Jhering， Culpa in contrahendo， S. 86; Windscheid I Kipp， a. a. O. (9. Aufl.)， S. 249当' まさ固さ主釈!l)g~よ.L6 ε~-R"\l<J制恥r-(l.lJ盤
， ， ， 

ヤr-(l。 宅号付 U' ささ♂E;'g長梢ー】吋'¥'.lJV-r-(l r議~:li'i;xtJ~~ ~i苦心，\'J .lJ:;' ，¥'!l)g寝斗.，;;:自EE単認さ34ポエ JJ ..lJ .!l ~苦心 (程;t;l;l (~) 
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総監)' 'J 8恒~~ti主主漏よJ IE:~単 800縦三悩阻4眠時。

(事)V gl. Schubert， Recht der Schuldverhaltnisse， Teil 1， S. 173-174 

(宕)Windscheid / Kipp， a. a. O. (9. Aufl.)， S. 252-253， Anm. 7a. (医 ~1 国蛍.，;:>IE:~長。 dass. ， (4. Aufl.)， S. 179， Anm. 7".) Pernice， 

Kritische Beitrage， S. 121 .，;:> I Windscheid 8誕出首長宕騒」民会必 (vomrechtspolitischen Standpunkt) が母語票当同相早J~ ，.zl J

..¥.J紘Jド二時。 -i:!>.;q'Jansen， a. a. 0.， S. 18 ti' Windscheid 為「零傑-RJ 拠隠 -Q-i:!>-R 0 .(! 峠 e 駁liH~駆除どやさ <::þ 'V" 

Windscheid 8経尚三'*台吋小ムJ-r，.zlO -li己.....l'bona fides ..¥.J :二小腿誕 8土~~知恵小品化工、，主ま1咲体J~~ や.Q 'J ..¥.Jぷv' I目墜に」命

「睡しヒ~:j:担 8 -mli垣」制千ノ紘長jJ~判).{.! !!ヰ~~ノペ，.zl(主張川話事長 11!擦や 5程令.....l.(! Pothier 8 ~lì芸術I恒)03ぎ Pν ， W8同容さ:Hトti.s:"

Windscheid 8駆除E量三留保4眠時よJlì誌が Y 柏~崎将~\' ({.!心't<~ Flume， a. a. 0.， S. 641.，;:>' IE:υ閤盤以判の)。

(~) Siegel， a. a. 0.， S. 57-58 

(与)Schott， a. a. 0.， S. 160. .(!':;..!.....l' 'J 8 'J ..\.J ~m~.f?:1課轄.....l '(!8 長'匝正否ムJ .....l ν 士主「駐車耳石~:j:調 e 接選~J 和十þ(乾.....lÇ\Ç\.，;:>'怪

-<:1..... ，.zl-!!H手i:1C¥ニ ν士主， I議巨岩世話冊事長K~J ~塑{J!;!.....l.(! Regelsberger 干ノ ~0.(!'J ..\.J ti 制l陳~時時 (Regelsberger， Die Vor-

verhandlungen， S. 75-76.録制総監)。

(~) Regelsberger 8~' ]hering.，;:> l@:υ料費、い柴崎(1hering，Culpa in contrahendo， S. 86-87)。

(君)Windscheid / Kipp， a. a. O. (9. Aufl.)， S. 278-282. 

(呂)Schubert， Recht der Schuldverhaltnisse， Teil 1， S. 171 

(巴) Schubert， Recht der Schuldverhaltnisse， Teil 1， S. 171 ~季語客船 ~ν 二時国民感..\.J ti “……， jeder， der mit einem Anderen 

einen Vertrag schliesen zu wollen erklart， fur die Folgen des durch seine Erklarung in dem Gegner erregten Vertrauens auf 

das Zustandekommen des Vertrags diesem zu haften hat." ..¥.Jエ'¥'.，;:>8山系， Kübel 築総監.....l.(!~崎将小 Windscheid ， a. a. 0 
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仏
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。
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∞
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・
円
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叶
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]
「
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u
b
n・
司
℃
目
、
吋
。

ω
t叶
C
印

(
日
)
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
ロ
巾
E
E
G
は
誤
解
で
き
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

第
四
節

一
九
世
紀
後
半
の
立
法
事
業
と
ド
イ
ツ
民
法
典

ド
イ
ツ
民
法
典
は
パ
ン
デ
ク
テ
ン
法
学
か
ら
影
響
を
受
け
る
と
と
も
に
、

一
九
世
紀
後
半
の
立
法
事
業
(
特
に
ド
レ
ス
デ
ン
草
案
)
を
も

参
酌
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
入
手
で
き
た
資
料
の
範
囲
内
で
、

ド
イ
ツ
な
い
し
近
隣
諸
国
に
お
け
る
立
法
事
業

そ
の
よ
う
な
立
法
事
業
を
概
観
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
る
。

契約交渉の破棄とその責任(7・完)

(1)
ザ
ク
セ
ン
民
法
草
案
(
一
八
五
二
、
六

O
l六
一
年
)
と
民
法
典
(
六
五
年
)
:
:
:
五
二
年
に
オ
ー
ス
ト
リ
ア
民
法
典
の
影

響
の
強
い
草
案
が
完
成
し
た
が
、
反
対
に
遭
い
、
六

O
年
に
新
草
案
が
起
草
さ
れ
、
こ
れ
が
六
五
年
施
行
の
民
法
典
の
母
体
と
な
っ
た
。

五
二
年
草
案
で
は
、
期
限
付
の
申
込
に
は
期
間
内
の
、
隔
地
者
間
の
期
限
の
な
い
申
込
に
は
、
二
疋
期
間
の
「
拘
束
力
」
が
認
め
ら
れ
た

(
六
七

O
、
六
七
一
条
)
。
方
式
の
自
由
も
承
認
さ
れ
た
が
(
七

O
五
条
)
、
譲
渡
に
よ
る
不
動
産
の
所
有
権
移
転
に
は
登
記
が
要
件
と
さ
れ

た
(
二
七
九
、
二
一
四
五
条
)
。
六

O
年
草
案
で
は
、
「
申
込
の
撤
回
」
が
原
則
と
し
て
許
容
さ
れ
た
が
(
八
四
一
条
一
項
)
、
期
限
付
の
申
込

に
は
期
間
内
の
「
拘
束
力
」
が
是
認
さ
れ
た

北法43(1・87)87

(
八
四
六
条
)
、
不
動
産
譲
渡
契
約
で
は
書
面

の
作
成
が
効
力
要
件
と
さ
れ
た
(
八
四
七
、
八
四
九
条
)
。
六
五
年
の
民
法
典
は
後
者
を
踏
襲
し
て
い
る
(
八
一
六
、
八
二
一
ー
ー
八
二
四
条
)
。

(2)
ヘ
ッ
セ
ン
民
法
草
案
二
八
四
二

l
五
三
年
)
:
:
:
物
権
法
の
草
案
は
四
五
年
に
一
旦
完
成
し
た
後
、
五
一
年
に
改
訂
さ
れ
、

(
同
条
二
項
)
。
方
式
の
自
由
も
認
め
ら
れ
た
が



5見

債
務
法
の
草
案
は
五
三
年
に
成
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
「
申
込
の
撤
回
」
は
原
則
と
し
て
自
由
と
さ
れ
た
が

(
債
務
法
草
案
八
一
条
一
項
)
、

北法43(1・88)88

期
限
付
の
申
込
に
は
期
間
内
の
「
拘
束
力
」
が
認
め
ら
れ

(
同
条
二
項
)
、
方
式
の
自
由
も
承
認
さ
れ
た

(
同
草
案
七
八
条
)
。
が
、
不
動
産

(
物
権
法
草
案
五
八
条
、
同
・
改
訂
草
案
五
九
条
)
。

自省

譲
渡
の
登
記
を
す
る
に
は
裁
判
所
作
成
の
証
書
が
要
求
さ
れ
た

バ
イ
エ
ル
ン
民
法
草
案
二
八
六
一
|
六
四
年
)
:
:
:
期
限
付
の
申
込
に
は
期
間
内
の
「
拘
束
力
」
が
認
め
ら
れ

(3) 

(
第
二
部

八
条
)
、
期
限
の
な
い
申
込
で
も
、
隔
地
者
間
の
そ
れ
に
は
一
定
期
間
の

取
引
の
必
要
性
に
配
慮
し
て
商
法
草
案
に
合
わ
せ
た
、
と
さ
れ
て
い
る
。
方
式
の
自
由
も
認
め
ら
れ
た
が

買
で
は
公
署
証
書

(
O
P
E
-月
Z
Cユ
ロ
ロ
己
巾
)
の
作
成
が
効
力
要
件
と
さ
れ
た
(
第
二
部
二
七
九
条
)
。

(
旧
)
債
務
法
二
八
八
三
年
)

「
拘
束
力
」
が
是
認
さ
れ
た

(
第
二
部
一

O
条
)
。
理
白
書
で
は
、

(
第
一
部
一
一
条
)
、
不
動
産
売

(4)
チ
ュ

l
リ
ッ
ヒ
私
法
典
二
八
五
六
年
)
と
ス
イ
ス

は
自
由
だ
が

チ
ュ

i
リ
ッ
ヒ
私
法
典
は

l
ー
起
草
者
た
る
巴

E
Z円
宮
田
の
解
説
書
に
よ
れ
ば
|
|
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。
第
一
に
、
「
申
込
の
撤
回
」

(
同
条
二
文
)
、
「
拘
束
力
」
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
第
二
に
、

(
九
一
二
条
)
。

(九

O
五
条
一
文
)
、
申
込
者
は
一
方
的
に
撤
回
権
を
放
棄
で
き

方
式
の
自
由
は
承
認
さ
れ
た
が
(
九
一
一
条
)
、
不
動
産
譲
渡
契
約
で
は
書
面
の
作
成
が
要
求
さ
れ
て
い
る

ス
イ
ス
債
務
法
で
も
、
期
限
付
の
申
込
に
は
期
間
内
の
、
期
限
の
な
い
申
込
で
も
、
隔
地
者
間
の
そ
れ
に
は
一
定
期
間
の
「
拘
束
力
」
が

是
認
さ
れ
た
( 

一一、
五
条
)
。
ま
た
方
式
の
自
由
も
認
め
ら
れ
た
が
、
不
動
産
物
権
に
か
か
わ
る
契
約
に
つ
い
て
は
、
各
カ
ン
ト
ン
の
法
律

に
方
式
規
定
が
あ
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
に
、

い
ず
れ
の
法
典
で
も
「
申
込
の
拘
束
力
」
が
認
め
ら
れ
、
方
式
の
自
由
も
確
立
さ
れ
て
い
る
。
が
、
不
動
産
譲
渡
契
約
に

ゆ
え
に
「
拘
束
力
」
を
導
入
す
る
さ
い
、
不
動
産
売
買
が
想
定
さ
れ
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い

(
第
一
節
も
参
照
)
。
ま
た
「
拘
束
力
」
と
「
信
頼
利
益
の
賠
償
」
が
比
較
衡
呈
さ
れ
た
様
子
は
な
い
。

つ
い
て
は
方
式
を
要
求
す
る
こ
と
が
多
く
、



ド
レ
ス
デ
ン
草
案
二
八
六
六
年
)

統
一
的
な
民
法
典
を
求
め
る
動
き
が
最
初
に
結
実
し
た
ド
レ
ス
デ
ン
草
案
を
、
「
契
約
の
成
立
」
に
関
す
る
規
定
を
中
心
に
な
が
め
る
。

(
担
}

第
一
読
会
に
最
初
に
提
出
さ
れ
た
第
一
原
案
幸
三
恒
常
旦
で
は
、
期
限
付
の
申
込
に
は
「
拘
束
力
」
が
認
め
ら
れ
、
そ
の
理
由
と
し
て

(

白

)

(

剖

}

は
実
際
上
の
必
要
性
が
挙
げ
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
一
回
目
の
審
議
で
は
そ
の
点
に
は
異
論
が
な
か
っ
た
も
の
の
、
期
限
の
な
い
申
込
の

契約交渉の破棄とその責任(7・完)

「
拘
束
力
」
を
否
定
し
た
点
が
問
題
視
さ
れ
、
「
商
行
為
と
非
商
行
為
で
異
な
る
扱
い
を
す
る
の
は
混
乱
の
元
と
な
り
、
ま
た
商
法
三
一
九
条

(
缶
)

は
取
引
一
般
に
拡
張
し
て
も
よ
い
規
定
で
あ
る
」
と
の
理
由
か
ら
、
ド
イ
ツ
旧
商
法
三
一
九
条
と
同
じ
規
定
を
設
け
る
べ
し
、
と
さ
れ
た
。

こ
の
審
議
に
基
づ
き
作
成
さ
れ
た
第
二
原
案

2
E
E
m
m
開
)
、
で
は
、
そ
の
こ
と
が
明
定
さ
れ
、
二
回
目
の
審
議
で
も
異
論
は
出
な
か
っ
た
。

そ
こ
で
、
第
三
原
案
た
る
整
理
案
(
〉
巴
恒
常
司
一
牢
丘
四
弓
S
F
R
E
E
Z
)
は
第
二
原
案
を
踏
襲
し
、
三
回
目
の
審
議
で
は
字
句
修
正
も
否
決

{却
v

さ
れ
た
た
め
、
六
四
年
の
仮
草
案
や
第
一
読
会
終
了
の
翌
年
に
完
成
し
た
第
一
草
案
は
、
第
二
原
案
に
従
っ
て
い
る
。
第
二
読
会
で
は
、
第

一
草
案
に
基
づ
く
審
議
が
な
さ
れ
、
期
限
付
の
申
込
の
規
定
に
は
字
句
修
正
が
な
さ
れ
た
。
ま
た
期
限
の
な
い
申
込
に
つ
い
て
は
「
商
法
の

-
泊
}

規
定
を
一
般
化
す
る
理
由
は
な
く
、
第
一
原
案
の
立
場
に
戻
る
べ
し
」
と
の
提
案
も
な
さ
れ
た
が
、
第
一
原
案
を
修
正
し
た
の
と
同
じ
理
由

(
担
)

か
ら
、
右
提
案
は
否
決
さ
れ
、
字
句
が
修
正
さ
れ
た
に
止
ど
ま
る
。
か
く
し
て
第
二
読
会
後
に
起
草
さ
れ
、
六
六
年
に
公
表
さ
れ
た
成
案
で

(
却
)

も
、
「
申
込
の
拘
束
力
」
に
関
し
て
は
、
第
一
草
案
と
基
本
的
に
同
一
の
規
定
が
置
か
れ
て
い
る
。
な
お
、
以
上
の
審
議
を
通
じ
、
「
拘
束
力
」

と
「
信
頼
利
益
の
賠
償
」
と
が
比
較
衡
量
さ
れ
た
様
子
は
な
い
。

(
訂
)

と
こ
ろ
で
、
第
一
原
案
は
方
式
の
自
由
を
肯
定
し
、
「
例
外
は
法
律
に
よ
る
」
と
し
て
い
た
。
第
一
読
会
で
も
、
こ
の
点
に
つ
き
異
議
は

{
拍
)

出
さ
れ
ず
、
字
句
修
正
の
後
、
右
規
定
は
第
一
草
案
に
容
れ
ら
れ
た
。
が
、
第
二
読
会
で
「
不
動
産
譲
渡
契
約
等
に
つ
き
、
ど
の
範
囲
で
方

(
却
}

式
を
要
求
す
る
か
は
各
ラ
ン
ト
の
立
法
に
よ
る
」
旨
を
明
定
す
べ
き
で
あ
る
、
と
の
提
案
が
な
さ
れ
、
成
案
に
は
か
か
る
規
定
が
盛
り
込
ま

れ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
当
初
か
ら
認
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
注
意
的
に
規
定
し
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
つ
ま
り
、
草
案
起
草
の
さ
い
、
不

北法43(1・89)89
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動
産
取
引
は
持
外
に
置
か
れ
た
よ
う
で
あ
り
、
こ
の
点
で
ド
レ
ス
デ
ン
草
案
は
一
で
紹
介
し
た
法
典
と
同
じ
性
格
を
有
し
て
い
る
。

ド
イ
ツ
民
法
典

ヨ記入
日間

ド
イ
ツ
民
法
典
は
一
四
五
条
で
「
申
込
の
拘
束
力
」
を
認
め
る
。
既
述
の
如
く

(
第
二
部
第
二
編
)
、
こ
の
「
契
約
の
成
立
」
に
関
す
る

そ
の
起
草
者
は
|
|
ド
レ
ス
デ
ン
草
案
の
起
草
に
も
携
わ
っ
た

ilEσ
己
で
あ
る
。
彼
は
一
八

七
七
年
に
第
一
次
委
員
会
へ
提
出
し
た
第
入
試
案

2
2
Z胃
Z
0
・
∞
)
に
お
い
て
、
「
拘
束
力
」
を
是
認
す
べ
し
と
の
基
本
方
針
を
提
示
し
、

草
案
二
条
に
か
か
る
規
定
を
設
け
た
。
そ
れ
は
「
信
頼
利
益
の
賠
償
」
と
の
比
較
衡
量
の
末
に
選
択
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
理
由
と
し

規
定
は
部
分
草
案
で
は
債
務
法
に
属
し
、

て
取
引
の
必
要
性
と
道
義
と
を
挙
げ
た
後
、
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。
「
[
『
信
頼
利
益
の
賠
償
』

で
は
]
取
引
に
は
ほ
と
ん
ど
資
す
ま
い
。

取
引
が
立
ち
行
く
に
は
、
業
務
が
円
滑
か
つ
迅
速
に
運
ば
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
れ
と
は
逆
に
損
害
賠
償
は
通
常
非
常
に
厄
介
で
、

結
果
も
お
ぼ
つ
か
ぬ
訴
訟
を
招
き
、

た
め
に
取
引
は
阻
害
さ
れ
、
麻
布
押
し
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
」
。
さ
ら
に
商
取
引
を
例
に
挙
げ
、
転
売

主
が
転
売
契
約
を
締
結
す
る
に
は
、
原
売
主
の
申
込
が
維
持
さ
れ
る
こ
と
を
信
頼
で
き
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
、
商
法
と
民
法
で
異
な
る
扱
い
を

す
れ
ば
混
乱
を
招
く
こ
と
な
ど
も
、
「
拘
束
力
」
を
選
択
し
た
根
拠
と
さ
れ
て
い
る
。

同
ハ
号
己
の
右
の
方
針
は
第
一
次
委
員
会
で
異
議
な
く
承
認
さ
れ
た
。
彼
は
ま
た
八
一
年
に
第
八
試
案
の
改
訂
案
た
る
第
九
試
案
を
起
案
し
、

そ
れ
は
翌
年
完
成
し
た
債
務
法
総
論
の
部
分
草
案
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
が
、
「
拘
束
力
」
の
面
で
は
、
そ
れ
は
第
八
試
案
と
同
一
で
あ
り
、

「
信
頼
利
益
の
賠
償
」
を
選
択
し
な
か
っ
た
理
由
と
し
て
、
「
損
害
の
立
証
が
困
難
で
あ
る
」
と
の
事
情
を
追
加
し
て
い
る
程
度
で
あ
封
。
第

{
印
)

九
試
案
に
基
づ
く
第
一
次
委
員
会
の
逐
条
審
議
で
も
、
|
|
「
拘
束
力
」
に
反
対
す
る
意
見
が
若
干
提
起
さ
れ
た
が

l
!
そ
れ
を
肯
定
す
る

見
解
が
大
勢
を
占
め
、
委
員
会
草
案
(
七
九
条
)
や
第
一
草
案
(
八

O
条
)
で
も
こ
の
立
場
が
堅
持
さ
れ
る
。
理
白
書
も
穴
号
己
の
見
解
を

踏
襲
し
て
い
る
。
ま
た
「
拘
束
力
」
は
好
意
的
に
受
け
止
め
ら
れ
、
地
方
か
ら
の
反
対
は
な
く
、
学
者
か
ら
の
批
判
も
ほ
と
ん
ど
聞
か
れ
な

(

担

)

{

日

}

い
0
2巾
「
宮
も
こ
の
点
は
激
賞
し
て
い
る
。
か
か
る
評
価
の
た
め
か
、
司
法
省
準
備
委
員
会
や
第
二
次
委
員
会
で
も
「
拘
束
力
」
に
反
対
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てコ



他
方
、
方
式
の
自
由
に
つ
き
、

(
団
}

そ
の
ま
ま
一
四
五
条
に
結
実
し
て
い
く
。

ド
イ
ツ
民
法
典
も
そ
れ
を
原
則
と
す
る
が
、
例
外
も
認
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
最
た
る
も
の
が
公
正
証
書

す
る
意
見
は
提
起
さ
れ
ず
、
第
二
草
案
一
一
八
条
は
第
一
草
案
八

O
条
を
継
承
し
、

の
作
成
を
効
力
要
件
と
す
る
不
動
産
譲
渡
契
約
で
あ
る
(
一
一
二
三
条
)
。
も
っ
と
も
、
穴
号
己
の
試
案
で
は
、
こ
の
種
の
契
約
で
も
方
式
の

{
即
)

自
由
が
貫
徹
さ
れ
、
第
一
次
委
員
会
も
当
初
こ
の
方
針
に
則
っ
て
起
草
を
進
め
て
い
る
。
ま
た
方
式
を
要
す
る
契
約
に
つ
き
隔
地
者
間
取
引

も
、
第
二
草
案
以
来
設
け
ら
れ
て
い
た
。
が
、
「
申
込
の
拘
束
力
」
を
語
る
さ
い
、

を
可
能
に
す
る
た
め
の
規
定
(
一
二
八
、

一
五
二
条
)

不
動
産
譲
渡
契
約
が
想
定
さ
れ
て
い
た
、
と
す
る
の
は
早
計
で
あ
ろ
う
。
隔
地
者
間
取
引
が
可
能
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
常
態
と
は
限
ら
な

い
し
、
ま
た
右
で
紹
介
し
た
「
拘
束
力
」
導
入
の
理
由
か
ら
は
、
商
取
引
は
イ
メ
ー
ジ
で
き
て
も
、
不
動
産
譲
渡
契
約
は
窺
わ
れ
な
い
か
ら

A

臼
)

で
あ
る
。
こ
の
点
で
は
、
ド
イ
ツ
民
法
典
も
既
述
の
諸
法
典
と
同
じ
傾
向
を
帯
び
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

「
申
込
の
撤
回
」

や
方
式
の
自
由
、

さ
ら
に
商
行
為
の
範
囲
を
め
ぐ
る
こ
れ
ま
で
の
検
討
結
果
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
考
え
て
み
た
い
。

契約交渉の破棄とその責任(7・完)

ド
イ
ツ
民
法
典
の
起
草
過
程
で
「
申
込
の
拘
束
力
」
を
選
択
す
べ
き
理
由
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
の
は
、
取
引
の
必
要
性
、
道
義
、
「
信
頼

利
益
」
の
立
証
の
困
難
性
、
商
法
と
の
均
衡
、

で
あ
る
。
が
、
こ
れ
ら
は
パ
ン
デ
ク
テ
ン
法
学
で
も
既
知
の
要
素
で
、

ゆ
え
に
「
拘
束
力
」

は
唯
一
の
道
で
な
く
、
「
信
頼
利
益
の
賠
償
」
も
採
る
に
値
す
る
一
手
段
た
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
次
に
商
法
と
の
均
衡
と
い
う
理
由
は
、

の
存
在
を
前
提
と
し
て
い
る
か
ら
、
十
分
な
論
拠
と
は
言
え
ず
、
道
義
と
い
う
要
素
も
寸
自
由
撤
回
(
撤
回
し
て
も
責
任
を
負

「
拘
束
力
」

の
禁
止
」
は
導
き
得
て
も
、
直
接
「
拘
束
力
」
と
は
結
び
付
く
ま
い

害
者
を
保
護
す
る
さ
い
、
虚
言
を
実
行
さ
せ
る
と
い
う
救
済
策
も
あ
ろ
う
が
、
欺
か
れ
た
こ
と
に
よ
り
被
っ
た
被
害
を
補
填
さ
せ
る
方
策
も

あ
る
は
ず
で
、
道
義
か
ら
特
定
の
救
済
策
は
一
義
的
に
は
導
か
れ
ま
い
)
。
す
る
と
、
「
拘
束
力
」
の
論
拠
た
り
う
る
の
は
次
の
二
つ
で
あ
る
。

わ
な
い
こ
と
)

(
た
と
え
ば
「
虚
言
」
と
い
う
道
義
に
惇
る
行
為
の
被
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第
一
に
、
取
引
の
必
要
性
と
い
う
要
素
が
あ
る
。
が
、
こ
れ
も
直
接
的
に
は

「
自
由
撤
回
の
禁
止
」

し
か
導
き
え
ま
い
。
「
信
頼
利
益
の



説

賠
償
」
に
よ
っ
て
も
生
じ
た
損
害
は
補
填
さ
れ
る
た
め
、
申
込
受
取
人
は
安
心
し
て
取
引
に
臨
め
る
、
と
も
言
え
る
か
ら
で
あ
る
。
も
っ
と

も
、
業
務
の
円
滑
か
つ
迅
速
な
結
了
と
い
う
要
請
を
加
味
し
た
り
、
転
売
事
例
を
想
定
す
る
な
ら
、
あ
る
い
は
「
拘
束
力
」
が
選
択
さ
れ
る

τ~~ 

日間

べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
が
、
こ
れ
は
当
事
者
間
の
衡
平
(
利
害
調
整
)

と
は
別
次
元
の
要
素
、
す
な
わ
ち
、
取
引
の
促
進
(
活
性
化
)

う
取
引
社
会
全
体
の
要
請
を
取
り
込
ん
だ
議
論
で
あ
る
。
し
か
る
に
、

か
か
る
政
策
的
要
請
は
取
引
全
般
に
等
し
く
妥
当
す
る
も
の
で
は
あ

る
ま
い
。
た
と
え
ば
不
動
産
取
引
で
は
、
過
度
の
流
動
化
を
避
け
る
べ
し
と
の
政
策
も
あ
り
う
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
要
請
を
肯
定
し

そ
れ
が
寸
申
込
の
拘
束
力
」
と
し
て
結
実
す
る
か
否
か
は
別
問
題
で
あ
る
。
「
練
り
上
げ
型
」
を
採
る
取
引
で
は
、
「
拘
束
力
」
を
認

で
は
、
契
約
内
容
は
徐
々
に
積
み
重
ね
ら
れ
る

て
も
、

め
て
も
、
右
目
的
が
達
成
さ
れ
る
可
能
性
は
低
い
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る

(
「
練
り
上
げ
型
」

か
ら
、
申
込
と
承
諾
を
分
別
す
る
の
は
困
難
だ
し
、
分
別
で
き
て
も
、
申
込
が
認
め
ら
れ
る
の
は
契
約
内
容
が
す
べ
て
定
ま
っ
た
締
約
直
前

の
段
階
で
ろ
う
。
と
す
る
と
、
「
拘
束
力
」
が
業
務
の
円
滑
さ
や
迅
速
性
に
資
す
る
と
す
る
の
は
疑
わ
し
い
。

ま
た
交
渉
は
長
期
に
わ
た
る

か
ら
、
転
売
事
例
で
は
原
売
主
の
申
込
に
長
期
間
の
期
限
が
付
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
長
期
間
拘
束
さ
れ
る
こ
と
を
望
む
者
は
い
な
い
か

ら
、
実
効
性
に
乏
し
か
ろ
う
)
。
「
拘
束
力
」
を
選
択
す
べ
し
と
い
う
こ
の
議
論
は
、
特
定
の
取
引
に
の
み
妥
当
し
う
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

第
二
に
、
立
証
の
困
難
性
と
い
う
要
素
が
あ
る
。
し
か
し
、
立
証
が
困
難
か
否
か
は
、
何
を
損
害
と
|
|
端
的
に
言
え
ば
、
何
を
賠
償
さ

れ
る
べ
き
も
の
と
|
|
想
定
す
る
か
に
か
か
る
。
消
極
的
損
害
(
出
摘
)

の
立
証
は
比
較
的
容
易
で
あ
ろ
う
。
積
極
的
損
害
(
第
三
者
と
の

締
約
機
会
の
喪
失
)

で
も
、
実
際
に
引
き
合
い
が
あ
っ
た
場
合
(
以
下
、
具
体
的
機
会
と
呼
ぶ
)
、

そ
の
立
証
は
困
難
で
は
あ
る
ま
い
。
困

難
な
の
は
「
実
際
の
引
き
合
い
は
な
か
っ
た
が
、
何
ら
か
の
働
き
か
け
を
す
れ
ば
、

そ
れ
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
」
と
い
う
場
合
で
あ
る

(
以
下
、
抽
象
的
機
会
と
呼
ぶ
)
。
が
、

か
か
る
不
確
か
な
損
害
は
確
た
る
立
証
を
持
つ
て
は
じ
め
て
保
護
に
値
す
る
、

と
の
立
場
も
あ
り
う

る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
な
お
、
立
証
の
困
難
性
を
説
き
、

そ
れ
を
保
護
せ
ん
と
す
る
右
の
価
値
判
断
の
背
景
に
は
「
具
体
的
に
立
証
す

る
の
は
難
し
い
が
、
抽
象
的
機
会
が
具
体
的
機
会
に
転
化
し
た
蓋
然
性
は
高
く
、

ま
た
そ
れ
は
無
視
で
き
ぬ
ほ
ど
重
要
な
利
益
で
あ
る
」
と

と
し、
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の
主
張
が
隠
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、

か
か
る
主
張
は
取
引
全
般
に
等
し
く
妥
当
す
る
も
の
で
も
あ
る
ま
い
。
こ
こ
で
注

目
さ
れ
る
の
は
、
右
の
論
拠
が
当
初
商
取
引
に
限
っ
て
唱
え
ら
れ
て
い
た
点
で
あ
る

っ
た
場
合
、
確
か
に
他
の
取
引
先
を
探
し
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
彼
の
業
務
だ
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
を
生
業
と
す
る
商
人
な
ら
、

前
節
参
照
)
。
商
人
で
あ
れ
ば
、
申
込
を
受
け
な
か

か
か

る
抽
象
的
機
会
を
具
体
的
機
会
に
転
化
で
き
た
可
能
性
も
高
か
ろ
う
。
さ
ら
に
商
人
の
目
的
は
こ
の
転
化
を
通
じ
た
営
業
利
益
の
獲
得
に
あ

る
か
ら
、
彼
に
と
っ
て
抽
象
的
機
会
の
重
要
さ
は
非
商
人
に
対
す
る
そ
れ
の
比
で
は
な
い
(
商
人
に
と
り
、
寸
時
は
金
な
り
」
な
の
で
あ
る
)
。

こ
の
よ
う
に
、
右
の
主
張
は
商
取
引
に
は
う
ま
く
適
合
す
る
。
が
、
取
引
全
般
に
均
等
に
は
妥
当
し
な
い
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
。

右
の
知
く
、
「
信
頼
利
益
の
賠
償
」
で
な
く
、
「
拘
束
力
」
を
採
る
べ
し
、
と
さ
れ
る
さ
い
に
挙
げ
ら
れ
る
論
拠
は
、
特
定
の
取
引
に
の
み

(
出
)

妥
当
す
る
(
少
な
く
と
も
、
全
般
に
均
等
に
当
て
は
ま
る
も
の
で
は
な
い
)
。
ま
た
「
申
込
の
撤
回
」
が
語
ら
れ
る
さ
い
、
現
に
あ
る
種
の

取
引
は
除
外
さ
れ
て
い
た
。
か
か
る
地
平
に
立
っ
て
、

は
じ
め
て
現
行
日
本
民
法
典
の
起
草
過
程
で
の
議
論
の
真
意
も
理
解
で
き
よ
う
。

契約交渉の破棄とその責任 (7・完)
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(~) Bundesgesetz uber das Obligationenrecht， Amtliche Ausgabe， 1881 ~斗時。

(~)嘗~~~m記 ν' 代、，1'<也総選 e 思H時摺日思干Jti 区制込話芸m11H1i机J~+.!~f~主tl .，.，~t-Q O ..J 会，..)' j叫脈 (SchweizerischesObliga 

tionenrecht mit Einschluss des Handels-und Wechselrechtes， Entwurf bearbeitet nach den Beschlussen einer Kommission 

vom 16 bis 21 Mai 1876 und vom 18 September bis 7 Oktober 1876， 1877) 竺ベ昨や柏+.!.，.， CEγ 榊鰭服感込総監~相指

会¥1+'!+'!-Q' 1) C.lj日i当時g:f¥eノ吋令。。

(~) Schubert (仰hrsg.)，Pr叩otoc∞0叶叫lleder Commission zur Ausarbeitur昭 en肘 s allgeme引印n

1863-1866， 1984 ~斗よ吋守伶Q (:::芯主lトι， -)4-.入 τトー'1'<'¥l<1 Protocolle (Dresdener Entwurf) -'J;;r; Hf ~ t-Q 0 '1:ぎ皆様-'J..Jνさ， Francke 

(hrsg.)， Neudrucke privatrechtlicher Kodifikationen und Entwurfe des 19. lahrhunderts， Bd. 2， Dresdener Entwurf eines 

allgemeinen deutschen Gesetzes uber Schuldverhaltnisse von 1866， 1973 .，.，持母)0-)4-j時総e和断-'J.¥j辺紳明日出ti' Protocolle 

(Dresdener Entwurf)， Bd. 1， Die Entstehung eines allgemeinen deutschen Gesetzes uber Schuldverhaltnisse (Schubert) ; Coing， 

Handbuch，][ / 2， S. 1562-1571 (Dolemeyer)総監。

(C:尽~) 榊絡 C 槌明蝿ヨよ剖j ト時やLν，~ヰ.己ミ1.芝赴士

(~悶~) 者総*1l!!医正+朕棋千4ミ干刊4一 101川|司感持。 P針roωto促c∞O叶lle(ρDr代es吋de凹nerEntwu町rf)，B副d.l.S.222.

(幻)Protocolle (Dresdener Entwurf)， Bd. 1， S. 205-206 やけやさL ヤト旦恒鎚1111.同機長総監杓£ν二時。

(誌)Protocolle (Dresdener Entwurf)， Bd. 1， S. 206-207. 

(自)Protocolle (Dresdener Entwurf)， Bd. 1， S. 209-212. 

(~)紙11 医勝同<'-1くO~O Protocolle (Dresdener Entwurf)， Bd. 1， S. 255. 
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(お)Protocolle (Dresdener Entwurf)， Bd. 1. S. 243. ~服込指令 0~~ 会会， 1掛命維、3杓与二νニωニ。

(自)糊慰i縦三 0':;ν±γProtocolle(Dresdener Entwurf)， Bd. 2 ~騒E;; Anlage F， Redigirte Beschlusse， (Unter Einschaltung der 

nachtraglichen Zusatze)， Entwurf eines fur die deutschen Bundessl:aaten gemeinsamen Gesetzes uber Schuldverhaltnisse， S. 

1-78 総監 (~lι ， Anlage F .>J ;;r:;a::)。

(自)縦割脈同4くP 同〈延長。 AnlageF， S. 11-12. 

(呂) Anlage F己主F 母、与J 入 .>J'~ 吋士ミ 1ト入て犬、 8 \Kfl lIIIIl; i己必還ま卜と|謀総決 4予約長 (Protocol1 e (Dresdener Entwurf)， Bd. 2， S. 

1614-1632) ， 舎も~ 8 'c"斗.0 r~1咲-RJ 8 駆{同己主{トト.(?送金同誌丑:I---l判 ν <..0~~ (S.1618)。ゐ'阻~杓与二 ν ユト♀ (S. 1636)。

(お) 達三冊総.>J笠 Protocol1e(Dresdener Entwurf)， Bd. 2 ~手指 8 Entwurf eines fur die deutschen Bundesstaaten gemeinsamen 

Gesetzes uber Schuldverhaltnisse， (Nach den in erster Lesung festgestellten Beschlussen)， 1864 "¥ld認が(也総誕縫纏e2mE-rt-Q

組長 1n思<lfí8 榊絡義ト，~' <v 8 話令制御{~:g; ê2怖 .>J~~朕 (~lι ， Entwurf 1864 .>J ;;r:;a::) 0 r零傑-RJ 雪国gj' gj -1(~t-'~認{同

耳1.1.. 二ν.:;t-Q)。例記者長|掛鰍.>Jti' Protocol1e (Dresdener EntwurJ)， Bd. 5 ~手指 8 Entwurf eines fur die deutschen Bundes. 

staaten gemeinsamen Gesetzes uber Schuldverhaltnisse， (Nach den in erster Lesung festgestellten Beschlussen)， 1865 8'J心

や雨時(~ドー， Entwurf 1865 .>J;;r:;匪-rt-QO r零桜-RJ 8曜{回 (gj!sl' gj -1(~長)さ単1時総.>JI@: I や持母)。

(ロ)Protocolle (Dresdener Entwurf)， Bd. 6， S. 3902. 

(沼)Protocolle (Dresdener Entwurf)， Bd. 6， S. 3902-3903. r恒±区議築地1叫~~時収二三万'州.>J--lν52慢 (GroshandeI)e2吋

時信手T1l"' 。制-，=，' ~を々布製ト護霊lヒ4君、~旧fI-rt-Q ~妥nn込験{回収)~~~~，. 1111 ・同様 e 吋小~ IiモH-~8~ξ傑-R.J拠隠~尚早耳{同決伽1

t堂、~!;ltC'~込 F 会会尚早望{~tiW8~歪里皆、旬以-v-s~r:; (Detailverkehr) ê2当時怖心-Jjmj~8~ ト(l-.Jl 8 ~ti~ポ-v'制 Jν1 :桜 8~妥E

ê2今刊早ノ:単記長れ，..二時服 ~ti~ヲエ J .>J 8単線千J時時。

(;$;) Protocolle (Dresdener Entwurf)， Bd. 6， S. 3903，4640. 

(~) Protocolle (Dresdener Entwurf)， Bd. 6 ~手指 8 Entwurf eines fur die deutschen Bundesstaaten gemeinsan悶 IGesetzes uber 

Schuldverhaltnisse， 1866誌や£早ノ持母 (~l-'--' Entwurf 1866 .>J ñi:æ~)。

(お)Entwurf 1866， S. 9-10. (国同'回収延長。)

(お)Protocol1e (Dresdener Entwurf)， Bd. 1， S. 173. 

活福
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(沼) Protocolle (Dresdener Entwurf)， Bd. 1， S. 171， 245， 256; Bd. 2， S. 1638; Anlage F， S. 12; Entwurf 1864， S. 13; Entwurf 

1865， S. 13. 

(~) Protocolle (Dresdener Entwurf)， Bd. 6， S. 4310-4314. 

(宕)Entwurf 1866， S. 14. (与J1(~長 I ]lI!l((O) 

(~)特E民総!.1ti r製{\!;!-\眠時制~."，~ポエ」ムJG~:;t言、P -%， (¥.;.! (Protocolle (Dresdener Entwurf)， Bd. 6， S. 4311-4312)。

(司)!L..干"lll:{道頓~G .\l辺 1時期日出 G罷陳さγCoing， Handbuch， m / 2， S. 1572-1625 (Dolemeyer)総盤。

(手)事長く1謡曲併ti'Schubert， Recht der Schuldverhaltnisse， Teil 3， Besonderer Teil n， 1980， S. 1145-1169総笹。

(~) Schubert， Recht der Schuldverhaltnisse， Teil 3， S. 1145-1147. 

(~) ~斗 e 関恒!.1í'ニ ν さ， Schubert， Recht der Schuldverhaltnisse， Teil 3， 1151-1154総監。

(~) Jakobs / Schubert， Die Beratung des Burgerlichen Gesetzbuchs in systematischer Zusammenstellung der unveroffentlichten 

Quellen， Allgemeiner Teil， ~~ 1-240，2 Teilband， 1985， S. 781-784. (~ト， Jakobs / Schubert， Allgemeiner Teil， 2 Teilband 

よJt;;:;ar)
(与)Schubert， Recht der Schuldverhaltnisse， Teil 1， S. 125-227. 

(~) Schubert， Recht der Schuldverhaltnisse， Teil 1， S. 125-126， 173-181. rぬvG容。， r縫:li'，:';ld!J!mW正J の-R(' ..:..:.~苦&'勾小

布。 ν 二.;.!-R~ ;ldt!胤-rトzlG ti岳t手i 'i[Þ(~妥-<!.1..\J (\ν 持jõ'濯や待問小」よJ -r tZl (S. 177)。

(宕)Jakobs / Schubert， Allgemeiner Teil， 2 Teilband， S. 786-787. 

(巴)Jakobs / Schubert， Allgemeiner Teil， 2 Teilband， S. 786-787. 1ぱ友lInj~G結露G~望-R~ノ:出血杓与三千Zl Gti' 対 Glll担~~-%'時。

。司壬C-Q榊G，毛葉桜..Y Q;;!1tト~!.1ト?ー・ ζ 入!L..;ld.lrド吋tZlG ti K-<~lやや母子司。@醤t;;:; G 命陳記長蝋'*か令Zl G:':主 F 世c-Q;ldt耗惚

..J.;.!栴さ「議~:li'，:'l(\J ~.;.!J ..\J!J!m曝~楕lJ~'包ヤ&-Çl' ..¥J:;小IJ ..\J烈士早ノ ti~ポ :;G会。@会-RtZl g主改築鰍~&.. 二.;.!~-4[!' í !J!m草~~

I調 G~生直J IJ <v駆除!.1-4[!1係-rtZlGやさの二条。 IJG維持申立罫&i己やのニゐ'活v心けやむさ WindscheidGlIl史接ムJ起とやか々 。

(日)Jakobs / Schubert， Allgemeiner Teil， 2 Teilband， S. 784 

(自) Motive zu dem Entwurfe eines Burgerlichen Gesetzbuches fur das Deutsche Reich (~ド， Motive zum BGB心不度)， Bd. 1， 

1888， S. 164-167; Mugdan， Die gesamten Materialien zum Burgerlichen Gesetzbuch fur das Deutsche Reich， Bd. !， 1899， S 

(ω?
と
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帆
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心
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LXXIX. 443-444. 

(巴) Vgl. Zusammenstellung der Aeuseru昭 ender Bundesregierungen zu dem Entwurf eines Burgerlichen Gesetzbuchs gefertigt 

im Reichs=Justizamt， Bd. I， 1891; Bd. n， 189l. 

(苫)Zusam町 nstellung der gutachtlichen Aeuseru時四 zu dem Entwurf ei町 s Burgerlichen 

Reichs=Justizamt， Bd. 1，1890， S. 144-145 (H凸lderゐl区索令崎製並区1;Bd. VI， 1891. S. 87-88 

(巴) Gierke， Der Entwurf eines burgerlichen Gesetzbuchs und das deutsche Recht， (Veranderte und vermehrte Ausgabe)， 1889， 

S.163-165. ロ-¥Y斑C1ぷ握、l<J'i!.T(士課;WU'r笹 t手iC童話回J~~主総Jν エ{.!羽田明世 4トト iト入 K道会♂堤富 ....){.!C 決壊J会 0{.!

&....)"v" r帯~~附さm~~時 (Sicherlich mit Fug !) J AJ C雌1nI!C瓶詰.¥l<!塑s;:-' r~岳ポiC 葉桜-R~ :t!十{]"v'会&~回以W: '0 柑 F 極

民不~:tiと Cw語録~.，;>骨Ij(総斗賠-f;i ú、￡ ν 柏-\..! .....J"ロート剥 C ，オ想以回睦キJ~ 7:!~ポ&.Q割恒必えJ 料JI甑ω エ」判事υ~~' f}J ~ 

医震とよ三8 0ν砲僻杓 ~{.!恩震:ih~若年頭{)!.!.，;>t-!料Tl~型、;>CC 吋 I\， :1. 田~~.;:;.伶 J AJ 障制叶ーミミ~?I五10ν ニ'"。

(出)Jakobs / Schubert， Allgemeiner Teil， 2 Teilband， S. 810-826 

(巴) Protokolle der Kommission fur die zweite Lesung des Entwurfs des Burgerlichen Gesetzbuchs (~Iι ， Protokolle des BGB 

AJ広陵)， Bd. 1， S. 75-77; Mugdan， a. a目 O.(Bd. 1)， S. LXXIX， 689-690 

(出)Jakobs / Schubert， Allgemeiner Teil， 2 Teilband， S. 826-827; Mugdan， a. a. O. (Bd. 1)， S. LXXIX， 836-837 

(白)V gl. Forschler， Munchener Komr町 ntarzum Burgerlichen Gesetzbuch， Bd. 1， Allgemeiner Teil， lili 1-240， (2. Aufl.)， 1984， S. 

892 ff. 

(g) 1 <与J-1(壮感坦e線|揺縦士!1) C'J AJ ~~lll1rr....) (Schubert， Recht der Schuldverhaltnisse， Teil 3， S. 1005-1036， insb. S 

1019-1022) ，司監総斑言返縫 Q活魚1m十時世.，;>~~きや持母 (Schubert， Recht der Schuldverhaltnisse， Teil 1， S. 291-320、insb、S.

305-309)。
(呂)Jakobs / Schubert， Die Beratu時 desBurgerlichen Gesetzbuchs in systematischer Zusammenstellu昭 derunveroffentlichten 

Quellen， Allgemeiner Teil， lili 1-240， 1 Teilband， 1985， S. 647-654. (~f'-' Jakobs / Schubert， Allgemeiner Teil， 1 Teilband 

AJru:;匪。)撚|話帳Q榊鰹 (1<与J-1く叶) ~:t!' 'J C~~石与己申側主杓与二 (S. 648)' li$総巡総経 C給余t時総~索令伶榊絡(< 1 

社) 千ノ.，;>'革主震 ~1宍tr\~臨終いで ....)AJ C~出旅立陶器杓ヰ~{.! (S. 65 :!-654)0 ....) ~ j 併構Cm民主主魁塑(<-iJ-lI1-) ~I定住~~υ

濯

品E
Gesetzbuchs gefertigt im 



契約交渉の破棄とその責任(7・完)

提
案
が
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さ
れ
、
今
度
は
そ
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が
可
決
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そ
の
た
め
、
か
か
る
規
定
が
第
一
草
案
に
組
み
込
ま
れ
、
そ
れ
が
三
二
二
条
と
な
っ
た
(
各

草
案
の
内
容
と
審
議
経
過
は

U
E
Z
¥
P
E
Z「
F
P
E
E
-己認『
E
5
5
F
∞・

8
A
l
芯
0・
F-EZ巾
NEヨ
切
の
∞

-
E
-
戸
同
∞
∞
∞
-
∞

H∞匂
l
S
F

H》『♀
cro--巾
且
巾
出
切
の
戸
∞
品
戸

ω・ム印∞
l品。
krzE開門
U
P
U
-巾間巾印国『
=z=
富山広巾『-白

-Zロ
N=ヨ
∞
D
『
伺
巾
ユ
片
古
巾
ロ
の
巾
印
巾
丹

Nσ
ロ円

F『

E「
色
白
目
。

2同門的門}混

同N
E
E・
E
-
-
5
3・
ω
)円
}
円
}
門
戸
呂
十
呂
町
・
。

51SωeHNω
叶
・
己
記

HN斗
印
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こ
の
点
に
つ
き
詳
し
く
は
、
七
戸
克
彦
「
ド
イ
ツ
民

法
に
お
け
る
不
動
産
譲
渡
契
約
の
要
式
性
|
|
『
ド
イ
ツ
法
主
義
』
理
解
の
た
め
に
|
|
」
(
法
学
研
究
(
慶
感
大
学
)
六
二
巻
二
一
号
二
七
七
頁
、

平
成
元
年
)
参
照
。

(
臼
)
ド
イ
ツ
民
法
二
一
八
、
一
五
二
条
に
相
当
す
る
規
定
は
、
第
一
草
案
に
は
存
在
せ
ず
、
第
二
草
案
か
ら
加
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
起

草
過
程
な
ど
に
つ
い
て
は
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(
臼
)
今
日
の
取
引
実
務
は
、
七
戸
・
前
掲
論
文
二
九
八
|
三

O
三
頁
参
照
。

(
臼
)
本
文
で
紹
介
し
た
よ
う
に
、
「
申
込
の
拘
束
力
」
は
「
業
務
の
円
滑
か
つ
迅
速
な
遂
行
」
と
い
う
取
引
の
必
要
性
か
ら
認
め
ら
れ
た
も
の
だ
が
、

他
方
、
「
不
動
産
譲
渡
契
約
は
特
別
な
方
式
に
服
さ
し
め
る
べ
き
で
あ
る
」
と
の
提
案
が
な
さ
れ
た
さ
い
、
そ
の
根
拠
と
し
て
「
不
動
産
取
引
と

は
や
は
り
取
引
の
簡
易
化
と
い
う
視
点
に
重
き
を
置
い
て
は
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
」
と
説
か
れ
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)
印
て
こ
の
主
張
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受
け
入
れ
ら
れ
て
(
前
註
(
臼
)
参
照
)
、
理
白
書
で
は
「
[
不
動
産
]
譲
渡
は
簡
易
に
な
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
」

と
さ
れ
て
い
る
亘
書
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つ
ま
り
、
「
拘
束
力
」
と
不
動
産
取
引
と
は
、
こ

の
点
で
は
む
し
ろ
対
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

(
出
)
ア
メ
リ
カ
で
も
同
種
の
議
論
が
あ
る
こ
と
は
、
内
田
・
前
掲
書
一
二
四
l
一
二
八
頁
参
照
。
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2
印
ω
は
「
拘
束
力
」
に
好
意
的
だ
が
、
そ
こ
で
も
主
に
国
際
動
産
売
買
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
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説

第
二
編
の
小
括

言命

「
申
込
の
撤
回
」
に
関
す
る
議
論
が
「
契
約
交
渉
の
破
棄
」
に
対
し
て
有
す
る
意
味
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
小
括
と
し
た
い
。

「
交
渉
破
棄
」
と
「
申
込
の
撤
回
」
で
は
、
背
景
に
あ
る
「
成
立
形
態
」
は
異
に
す
る
が

前
編
参
照
)
、
保
護
に
値
す
る
か
否
か
が
争
わ

れ
て
い
る
信
頼
は
酷
似
す
る
。
第
一
に
、
い
ず
れ
も
「
交
渉
段
階
で
の
締
約
へ
の
信
頼
」
で
あ
る

(
「
締
約
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
」
と
の
信
頼
)
。

第
二
に
、
い
ず
れ
の
信
頼
も
法
的
根
拠
を
欠
く
(
「
申
込
の
拘
束
力
」
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
を
前
提
と
す
る
)
。
「
交
渉
破
棄
」
で
は
、

事
実
上
の
約
束
に
基
づ
き
、
「
申
込
の
撤
回
」
で
は
、
い
つ
で
も
撤
回
し
う
る
申
込
に
基
づ
き
、
締
約
を
信
頼
し
て
い
る
の
で
あ
る
(
こ
の

類
似
性
は
フ
ラ
ン
ス
法
や
ア
メ
リ
カ
法
だ
け
で
な
く
、
パ
ン
デ
ク
テ
ン
法
学
で
も
確
認
さ
れ
た
)
。
か
か
る
共
通
点
が
あ
る
以
上
、
「
申
込
の

撤
回
」
は
「
交
渉
破
棄
」
に
対
す
る
態
度
を
決
定
す
る
さ
い
の
一
指
針
た
り
う
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
る
に
|
|
裏
づ
け
の
な
い
信
頼

は
法
的
保
護
に
値
し
な
い
と
の
論
理
も
あ
り
え
た

ま
た
現
に
あ
っ
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
l
|
「
申
込
の
撤
回
」
に
お
い
て
は
、
右
の
信

頼
を
保
護
す
る
方
向
で
各
国
の
動
向
は
一
致
し
、
現
行
日
本
民
法
典
も
旧
民
法
典
を
介
し
て
こ
の
価
値
判
断
を
継
受
し
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
「
交
渉
破
棄
」
に
あ
っ
て
も
尊
重
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
次
の
二
点
は
注
意
を
要
す
る
。
第
一
に
、
「
交
渉

破
棄
」
全
体
を
「
申
込
の
撤
回
」
と
安
易
に
等
置
し
で
は
な
ら
な
い
。
「
交
渉
破
棄
」
に
は
、
「
誤
信
惹
起
型
」
と
「
信
頼
裏
切
り
型
」
と
い

う
帰
責
の
根
拠
を
異
に
す
る
類
型
が
存
在
す
る
が
、
「
申
込
の
撤
回
」
と
構
造
を
同
じ
く
す
る
の
は
後
者
だ
け
だ
か
ら
で
あ
る

破
綻
を
想
起
せ
よ
)
。
第
二
に
、
「
拘
束
力
」
が
是
認
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
直
ち
に
「
交
渉
破
棄
」
で
も
同
じ
救
済
策
が
採
ら
れ
る
べ
き

G
F
巾
『
百
四
の

こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
「
申
込
の
撤
回
」
に
お
い
て
も
、
「
信
頼
利
益
の
賠
償
」
は
採
る
に
値
す
る
一
方
策
で
あ
り
、

そ
こ
で
あ
え
て
「
拘
束

力
」
が
選
ば
れ
た
背
景
に
は
、
特
定
の
取
引
へ
の
配
慮
が
、
し
か
も
取
引
全
般
に
拡
大
で
き
ぬ
要
請
へ
の
配
慮
が
潜
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。
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第
三
編

「
契
約
交
渉
の
破
棄
」

と
そ
の
責
任

l
l
解
決
策
と
解
釈
試
論

第
一
章

「
誤
信
惹
起
型
」

に
お
け
る
解
決
方
法

第
一
一
節

責
任
の
可
否

責
任
は
肯
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
る
。
比
較
法
的
に
は
、

持
す
る
。
こ
れ
は
、
か
か
る
考
え
の
背
景
に
あ
る
「
締
約
に
関
し
て
誤
信
を
惹
起
す
る
こ
と
で
損
害
を
発
生
さ
せ
た
者
は
、
自
ら
そ
れ
を
負

担
す
べ
き
で
あ
る
」
と
の
価
値
判
断
が
高
い
普
遍
性
を
有
す
る
こ
と
の
証
左
で
あ
り
、
こ
れ
は
尊
重
に
値
し
よ
う
。
意
思
自
治
な
い
し
私
的

い
ず
れ
の
国
の
裁
判
例
も
責
任
を
肯
定
し
、
大
多
数
の
学
説
も
そ
れ
を
支

契約交渉の破棄とその責任 (7・完)

自
治
の
原
則
、
あ
る
い
は
契
約
自
由
の
原
則
も
こ
の
結
論
を
否
定
す
べ
き
論
拠
に
は
な
る
ま
い
。
こ
れ
ら
の
法
原
理
は
誤
信
を
惹
起
す
る
こ

と
ま
で
許
す
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
相
手
方
を
欺
い
て
無
駄
な
出
摘
を
さ
せ
た
者
に
責
任
を
課
す
こ
と
は
右
の
諸
原
則
に

反
し
な
い
し
、
過
失
(
注
意
義
務
違
反
)

そ
こ
に
帰
責
の
根
拠
を
求
め
る
限
り
、

お
そ
ら
く
同
様
で
あ
ろ

に
よ
る
誤
信
惹
起
に
つ
い
て
も
、

ぅ
。
ま
た
倫
理
的
観
点
か
ら
右
の
結
論
が
支
持
さ
れ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
し
、
社
会
的
観
点
か
ら
も
同
じ
帰
結
が
導
か
れ
よ
う
。
責

任
を
課
す
こ
と
で
交
渉
当
事
者
は
相
手
方
の
言
動
を
信
頼
で
き
る
よ
う
に
な
り
、

そ
れ
は
よ
り
積
極
的
な
交
渉
活
動
に
つ
な
が
る
か
ら
で
あ

る
。
他
方
、
責
任
の
反
作
用
た
る
萎
縮
効
果
は
ほ
と
ん
ど
あ
る
ま
い
。
社
会
的
に
妥
当
と
さ
れ
る
範
囲
内
の
駆
け
引
き
は
許
さ
れ
る
し
、
相

手
方
の
過
大
な
期
待
は
保
護
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
自
己
の
事
情
に
さ
え
注
音
山
し
て
い
れ
ば
、
責
任
は
回
避
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。
か
か

る
事
情
は
自
身
で
は
容
易
に
知
り
え
て
も
、
相
手
方
に
は
調
査
が
困
難
で
あ
ろ
う
か
ら
、
最
安
価
損
害
回
避
者
と
い
う
経
済
分
析
的
観
点
か

ら
も
、
先
の
結
論
は
支
持
さ
れ
よ
う
。
さ
ら
に
法
理
論
的
観
点
か
ら
も
、
こ
ち
ら
が
採
ら
れ
る
べ
き
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る

(
次
節
参
照
)
。
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説

第
二
節

責
任
の
性
質

至急品
目冊

契
約
責
任
と
不
法
行
為
責
任
と
の
関
係
と
い
う
大
問
題
に
は
ふ
れ
え
な
い
か
ら
、
こ
の
点
に
つ
き
終
局
的
な
判
断
は
下
せ
な
い
。
が
、
違

法
性
の
強
弱
に
よ
り
契
約
責
任
(
な
い
し
そ
れ
に
類
似
す
る
責
任
)

と
し
て
の
「
契
約
締
結
上
の
過
失
責
任
」
と
不
法
行
為
責
任
と
を
使
い

分
け
る
多
数
説
(
第
一
部
第
二
編
)

の
関
係
と
い
う
大
問
題
は
さ
て
お
き
、
違
法
性
を

に
は
賛
同
し
が
た
い
。
違
法
性
と
有
責
性
(
過
失
)

不
法
行
為
の
独
自
の
要
件
と
解
し
て
も
、
多
数
説
の
主
張
す
る
よ
う
に
、
現
行
日
本
民
法
典
が
強
い
違
法
性
を
不
法
行
為
の
要
件
と
し
て
い

る
と
は
思
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
多
数
説
の
背
景
に
ド
イ
ツ
不
法
行
為
法
の
流
れ
を
汲
む
相
関
関
係
説
が
あ
る
こ
と
は
間
違
い

(
八
二
六
条
)
、
強
い

か
か
る
要
件
を
満
た
さ
ぬ
錯
誤
や
原
始
的
客
観
不
能
に
つ
い
て
は
、
特
別
な

責
任
規
定
が
用
意
さ
れ
て
い
る
(
二
二
一
、
三

O
七
条
)
。
こ
れ
を
継
受
し
た
日
本
の
学
説
も
過
失
に
よ
る
錯
誤
や
原
始
的
客
観
不
能
に
つ
き
、

不
法
行
為
の
成
立
を
否
定
し
、
相
関
関
係
説
の
完
成
者
た
る
我
妻
博
士
も
似
た
よ
う
な
立
場
を
採
っ
て
い
る
。
が
、
現
行
日
本
民
法
典
の
起

草
者
は
右
の
例
で
不
法
行
為
が
成
立
す
る
こ
と
を
当
然
視
し
、
一
部
学
説
の
主
張
す
る
よ
う
に
、
違
法
性
と
過
失
が
区
別
さ
れ
て
い
て
も
、

そ
こ
で
要
求
さ
れ
る
違
法
性
は
、
程
度
の
面
で
は
ド
イ
ツ
民
法
典
と
異
な
っ
て
い
る
。
か
か
る
起
草
者
の
意
思
は
法
解
釈
に
と
り
絶
対
的
な

な
く
、

そ
の
ド
イ
ツ
民
法
典
は
純
粋
財
産
損
害
に
つ
き
、
故
意
に
よ
る
良
俗
違
反
を
不
法
行
為
の
要
件
と
す
る
か
ら

違
法
性
が
要
求
さ
れ
て
い
る
と
も
理
解
し
う
る
。
そ
の
た
め
、

も
の
で
は
な
い
が
、
異
議
を
唱
え
る
に
は
相
応
の
理
由
を
要
す
る
。
し
か
る
に
、
相
関
関
係
説
は
こ
の
点
の
論
証
を
欠
き
、
右
の
多
数
説
に

も
か
か
る
問
題
意
識
は
窺
え
ず
、

そ
れ
を
議
論
の
前
提
と
す
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
ゆ
え
に
、
こ
れ
に
は
左
祖
し
え
ず
、

と
り
あ
え
ず
民

法
典
の
構
造
に
則
し
、
責
任
の
性
質
は
不
法
行
為
責
任
と
解
し
て
お
く
。
す
な
わ
ち
、
右
に
挙
げ
た
錯
誤
等
は
帰
責
の
根
拠
の
点
で
「
誤
信

惹
起
型
」
と
構
造
を
同
じ
く
す
る
と
こ
ろ
、
日
本
民
法
典
は
そ
れ
ら
に
不
法
行
為
法
を
以
て
対
処
し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
は
「
民
法
典
は
過

失
に
よ
り
締
約
に
関
す
る
誤
信
を
惹
起
す
る
こ
と
で
相
手
方
に
純
粋
財
産
損
害
を
加
え
た
場
合
、
誤
信
惹
起
者
は
不
法
行
為
責
任
を
負
う
べ
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き
で
あ
る
と
の
価
値
判
断
を
下
し
て
い
る
」
こ
と
が
読
み
取
れ
、
こ
の
理
は
「
誤
信
惹
起
型
」
に
も
妥
当
す
る
か
ら
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
右
の
議
論
は
「
責
任
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
前
提
に
そ
の
性
質
を
決
し
た
」
と
の
印
象
を
与
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
が
、
こ

れ
は
実
際
に
は
責
任
の
法
理
論
的
基
礎
づ
け
で
も
あ
る
。
錯
誤
や
原
始
的
客
観
不
能
に
対
す
る
民
法
典
の
態
度
か
ら
、
一
定
の
価
値
判
断
を

帰
納
し
、
そ
れ
を
「
誤
信
惹
起
型
」
に
演
縛
(
で
き
る
と
論
証
)
す
る
こ
と
で
、
責
任
の
理
論
的
な
裏
づ
け
を
担
保
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

た
だ
、
こ
の
裏
づ
け
は
当
該
価
値
判
断
の
一
支
柱
に
過
ぎ
ず
、
他
の
観
点
か
ら
の
基
礎
づ
け
も
お
ろ
そ
か
に
で
き
な
い

前
節
参
照
)
。

第
三
節

責
任
の
要
件
と
効
果

契約交渉の破棄とその責任(7・完)

誤
信
の
惹
起
を
帰
責
の
根
拠
と
す
る
「
誤
信
惹
起
型
」
で
は
、
当
該
惹
起
行
為
が
違
法
か
っ
有
責
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
勝
手
な
思

い
込
み
は
保
護
さ
れ
な
い
と
い
う
意
味
で
信
頼
の
正
当
性
も
要
求
さ
れ
る
。
さ
ら
に
当
該
行
為
は
行
為
者
に
帰
責
で
き
ね
ば
な
ら
な
い
(
第

三
者
の
行
為
は
除
か
れ
る
)
。
日
本
の
裁
判
例
に
拠
り
つ
つ
、
こ
の
一
般
論
を
具
体
化
す
る
な
ら
、
次
の
三
つ
の
基
本
類
型
が
析
出
さ
れ
る
。

「
幾
分
な
り
と
も
締
約
の
可
能
性
が
あ
る
」
と
の
誤
信
が
惹
起
さ
れ
た
場
合

当
事
者
が
交
渉
を
行
う
の
は
、

か
か
る
信
頼
を
抱
い
て
い
る
た
め
で
あ
り
、

そ
の
意
味
で
こ
の
信
頼
は
交
渉
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
基
礎
づ

け
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
締
約
の
可
能
性
が
な
い
の
に
交
渉
を
行
う
こ
と
は
、
右
信
頼
を
誤
信
た
ら
し
め
る
と
い
う
意
味
で
違
法
な
行
為
で
あ

り
、
そ
れ
が
過
失
に
基
づ
く
と
き
に
は
、
不
法
行
為
責
任
が
発
生
す
る
。
そ
の
効
果
は
、
当
該
誤
信
惹
起
行
為
と
因
果
関
係
の
あ
る
損
害
の

そ
れ
は
行
為
時
点
以
後
の
全
損
害
と
な
ろ
う
。
締
約
の
可
能
性
が
な
い
と
分
か
れ
ば
、
直
ち
に
交
渉
を
中
止
し
て

賠
償
責
任
だ
が
、
通
常
、

い
た
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
過
失
相
殺
も
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
ま
い
。
右
信
頼
は
交
渉
自
体
か
ら
ほ
ぼ
完
全
に
正
当
化
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
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E見

「
締
約
が
確
実
で
あ
る
」
と
の
誤
信
が
惹
起
さ
れ
た
場
合

交
渉
に
駆
け
引
き
は
付
き
も
の
だ
が
、

そ
れ
が
社
会
的
に
相
当
と
さ
れ
る
範
囲
を
越
え
、
確
実
で
も
な
い
締
約
を
「
確
実
」
と
誤
信
せ
し

百命

め
た
場
合
、
不
法
行
為
が
成
立
す
る
。
た
だ
し
、

か
か
る
信
頼
が
正
当
化
さ
れ
る
に
は
、
「
締
約
は
確
実
で
あ
る
」
と
の
言
動
の
他
、
「
契
約

内
容
を
特
定
し
う
る
ほ
ど
に
交
渉
が
成
熟
し
て
い
た
こ
と
」
が
要
求
さ
れ
る

第
一
部
第
一
一
編
)
。
効
果
の
面
で
は
、
こ
の
場
合
も
誤
信
惹

起
行
為
と
因
果
関
係
の
あ
る
損
害
が
賠
償
さ
れ
る

(
た
と
え
ば
右
行
為
以
後
の
出
摘
で
も
、
誤
信
に
基
づ
か
ぬ
通
常
の
交
渉
費
用
は
賠
償
さ

れ
な
い
)
。
と
こ
ろ
で
、
学
説
の
な
か
に
は
、
「
交
渉
が
十
分
煮
詰
ま
っ
て
い
た
場
合
、
『
履
行
』
な
い
し

『
履
行
利
益
の
賠
償
』
を
認
め
る

べ
き
で
あ
る
」
と
す
る
も
の
も
あ
る

(
第
一
部
第
二
編
)
。
が
、
誤
信
惹
起
行
為
を
帰
責
の
根
拠
と
す
る
限
り
、
こ
の
見
解
は
支
持
で
き
な

(
帰
責
の
根
拠
を
信
頼
の
裏
切
り
に
求
め
て
も
同
様
で
あ
る
。
次
章
第
三
節
参
照
)
。
ま
た
背
信
性
が
高
い
こ
と
を
条
件
に
「
履
行
利
益

の
賠
償
」
を
容
認
す
る
見
解
も
あ
る
が
、
に
わ
か
に
賛
同
し
が
た
い
。
民
事
制
裁
の
あ
り
方
と
い
う
大
問
題
に
も
ふ
れ
る
た
め
、
即
断
は
避

し、け
る
が
、

か
よ
う
な
形
で
加
害
者
を
制
裁
す
べ
き
理
由
、
あ
る
い
は
被
害
者
を
保
護
す
べ
き
理
由
に
つ
き
、
こ
の
説
は
論
証
を
欠
い
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。
な
お
、
本
類
型
で
は
誤
信
し
た
者
に
軽
率
な
点
が
あ
る
こ
と
も
ま
ま
あ
り
、

そ
の
場
合
に
は
過
失
相
殺
が
な
さ
れ
よ
う
。

「
既
に
締
約
さ
れ
た
」
と
の
誤
信
が
惹
起
さ
れ
た
場
合

か
か
る
誤
信
の
惹
起
を
理
由
に
責
任
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
ま
ず
あ
る
ま
い
。
こ
の
信
頼
が
正
当
な
場
合
は
、
「
契
約
の
成
立
」
が
肯
定

さ
れ
、
「
交
渉
破
棄
」
に
は
な
ら
な
い
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
意
思
表
示
の
存
否
」
の
判
断
基
準
に
よ
れ
ば
(
第
四
部
第
一
編
)
、

相
手
方
が
当
該
行
為
を
意
思
表
示
と
理
解
す
る
こ
と
を
行
為
者
の
側
が
知
り
得
る
と
き
、
そ
の
行
為
は
意
思
表
示
と
評
価
さ
れ
る
が
、
知
り

得
る
か
否
か
は
取
引
慣
行
を
含
む
四
囲
の
事
情
か
ら
判
断
さ
れ
る
。
が
、
右
の
信
頼
の
正
当
性
も
こ
れ
と
ほ
ぼ
同
じ
基
準
か
ら
判
断
さ
れ
る

か
ら
、
正
当
性
が
肯
定
さ
れ
る
場
合
、
誤
信
惹
起
行
為
は
意
思
表
示
そ
の
も
の
と
評
価
さ
れ
る
可
能
性
が
高
い
は
ず
な
の
で
あ
る
。
た
だ
、

当
事
者
双
方
に
責
め
ら
れ
る
べ
き
点
が
あ
る
場
合
や
当
事
者
間
に
情
報
(
な
い
し
力
)

の
不
均
衡
が
あ
る
場
合
に
は
、
利
益
調
整
の
一
手
段

北法43(1・104)104 



と
し
て
、
「
契
約
の
成
否
」

の
判
断
と
誤
信
惹
起
の
判
断
と
が
議
離
す
る
こ
と
は
あ
り
え
よ
う
。
こ
の
場
合
、
誤
信
と
因
果
関
係
の
あ
る
損

宝
口
が
賠
償
さ
れ
る
が
、
過
失
相
殺
の
蓋
然
性
は
高
い
は
ず
で
あ
る
。
右
の
如
く
、
契
約
の
成
立
が
否
定
さ
れ
る
場
合
、
信
頼
も
無
欠
放
で
は

な
か
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。

以
上
が
「
誤
信
惹
起
型
」
の
基
本
類
型
で
あ
り
、
今
後
は
裁
判
例
の
蓄
積
を
待
っ
て
内
容
を
よ
り
具
体
化
せ
ね
ば
な
る
ま
い
。
な
お
、
右

の
解
決
策
と
解
釈
試
論
は
日
本
の
裁
判
例
の
そ
れ
と
ほ
ぼ
同
じ
で
、
そ
れ
ゆ
え
ま
た
、
従
来
の
学
説
と
重
複
す
る
部
分
も
多
い
。
が
、
「
信

頼
利
益
」
の
内
容
を
各
類
型
に
則
し
て
精
査
し
た
点
、
過
失
相
殺
の
蓋
然
性
を
各
類
型
と
連
動
さ
せ
た
点
、
「
契
約
の
成
否
」
も
明
確
に
視

野
に
収
め
た
点
な
ど
は
、
従
来
あ
ま
り
説
か
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

契約交渉の破棄とその責任(7・完)

註(
1
)
「
比
較
法
」
と
は
、
日
独
仏
米
を
指
し
、
他
の
国
の
動
向
は
判
断
材
料
に
加
え
な
い
。
十
分
な
検
討
を
な
し
得
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

(
2
)
第
一
部
、
第
二
部
第
一
編
、
第
三
部
第
一
一
編
、
補
論
第
二
編
参
照
。

(
3
)
五
十
嵐
清
『
民
法
と
比
較
法
』
(
昭
和
五
九
年
)
八
九
頁
以
下
(
特
に
一
一
四
頁
)
参
照
。

(
4
)
駆
け
引
き
と
誤
信
惹
起
と
の
線
引
き
は
困
難
な
こ
と
も
あ
ろ
う
か
ら
、
萎
縮
効
果
も
あ
る
程
度
は
発
生
し
よ
う
が
、
こ
の
線
引
き
は
取
引
社

会
の
常
識
に
沿
っ
て
な
さ
れ
る
か
ら
、
そ
れ
は
最
小
限
に
食
い
止
め
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

(
5
)
原
始
的
客
観
不
能
に
つ
い
て
は
、
鳩
山
秀
夫
『
日
本
債
権
法
(
各
論
)
』
(
大
正
一
一
年
)
七
七
|
七
九
頁
(
た
だ
し
、
同
・
『
増
訂
日
本
債
権

法
各
論
(
上
巻
)
』
(
大
正
二
二
年
)
七
一
ー
ー
七
三
頁
で
は
改
説
し
て
い
る
)
、
錯
誤
に
つ
い
て
は
、
同
・
寸
債
権
法
に
お
け
る
信
義
誠
実
の
原
則
」

(
『
債
権
法
に
お
け
る
信
義
誠
実
の
原
則
』
(
昭
和
三

O
年
)
二
五
一
頁
以
下
所
収
。
初
出
は
大
正
二
二
年
)
三

O
四
|
三

O
五
頁
参
照
。
学
説
の

状
況
は
、
谷
口
知
平
編
『
注
釈
民
法
(
一
一
一
一
)
債
権
(
四
)
』
(
昭
和
四
一
年
)
五
四
l
六
五
頁
(
上
回
徹
一
郎
執
筆
部
分
)
参
照
。

(
6
)
我
妻
栄
『
新
訂
民
法
総
則
』
(
昭
和
四

O
年
)
三

O
二
|
三

O
三
頁
、
同
・
『
債
権
各
論
上
巻
』
(
昭
和
二
九
年
)
一
一
一
八
|
四
一
頁

原
始
的
客
観
不
能
に
つ
い
て
は
、
不
法
行
為
が
成
立
す
る
可
能
性
を
認
め
て
い
る
)
。

(
た
だ
し
、
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(
7
)
錯
誤
に
つ
い
て
は
、
『
日
本
近
代
立
法
資
料
叢
書
二
二
』
(
昭
和
六
三
年
)
収
録
の
『
法
典
調
査
曾
民
法
主
査
曾
議
事
速
記
録
』
六
四
九
頁
、

原
始
的
客
観
不
能
に
つ
い
て
は
、
『
日
本
近
代
立
法
資
料
叢
室
百
四
』
(
昭
和
五
九
年
)
収
録
の
『
法
典
調
査
会
民
法
議
事
速
記
録
四
(
第
八
十
五

回
第
百
拾
回
)
』
二
三
頁
参
照
。
起
草
者
が
か
か
る
見
解
を
改
め
た
様
子
は
な
い
(
錯
誤
に
つ
い
て
は
、
富
井
政
章
『
増
訂
民
法
原
論
(
第
一

巻
総
則
)
』
(
大
正
二
二
年
)
四
四
八
頁
参
照
。
梅
謙
次
郎
『
訂
正
増
補
民
法
要
義
(
巻
之
一
線
則
編
)
』
(
明
治
四
四
年
)
二
二
六
二
二

七
頁
は
、
こ
の
点
に
つ
き
明
確
で
な
い
が
、
同
・
『
民
法
原
理
(
線
則
編
巻
之
二
)
』
(
明
治
三
七
年
)
二
一
八
八
|
三
九

O
頁
や
同
・
『
民
法
講

義
(
全
)
』
(
昭
和
四
年
)
五
四
l
五
七
頁
で
は
、
不
法
行
為
責
任
の
成
立
を
認
め
て
い
る
。
他
方
、
原
始
的
客
観
不
能
に
対
す
る
そ
の
後
の
起

草
者
た
ち
の
態
度
は
は
っ
き
り
し
な
い
)
。

(
8
)
錦
織
成
史
「
違
法
性
と
過
失
」
(
『
民
法
講
座
6
』
(
昭
和
六
O
年
)
一
一
一
一
一
一
一
一
貝
以
下
所
収
)
一
一
一
一
一
一
一
一
五
八
頁
参
照
。

(
9
)
な
お
、
相
関
関
係
説
に
よ
れ
ば
違
法
性
の
程
度
は
被
侵
害
利
益
の
種
類
・
性
質
と
侵
害
行
為
の
態
様
と
の
相
関
関
係
に
よ
り
決
せ
ら
れ
る
か
ら
、

純
粋
財
産
損
害
の
如
く
、
被
侵
害
利
益
が
強
固
で
な
い
場
合
、
侵
害
行
為
に
強
い
不
法
性
が
要
求
さ
れ
る
(
加
藤
一
郎
『
不
法
行
為
[
増
補
版
]
』

(
昭
和
四
九
年
)
一

O
六
頁
)
。
従
っ
て
、
多
数
説
の
言
、
つ
強
い
違
法
性
と
は
、
侵
害
行
為
の
不
法
性
の
強
さ
を
示
す
よ
う
に
も
思
え
る
。
が
、

な
か
に
は
被
侵
害
利
益
た
る
純
粋
財
産
損
害
の
内
部
を
細
分
化
す
る
説
も
あ
り
(
た
と
え
ば
今
西
康
人
「
契
約
不
成
立
に
関
す
る
責
任
」
(
神
戸

商
科
大
学
商
大
論
集
三
七
巻
一

H

二
号
六
二
頁
、
昭
和
六

O
年
)
七
三
頁
)
、
後
者
の
視
角
を
も
取
り
込
む
こ
と
が
多
数
説
の
趣
旨
の
よ
う
に
も

推
察
さ
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
要
求
さ
れ
る
違
法
性
の
程
度
の
点
で
、
ド
イ
ツ
民
法
典
と
異
な
っ
て
い
る
。
が
、
聞
い
た
い
の
は
「
何
故
、

不
法
行
為
の
成
立
要
件
と
し
て
|
|
弱
い
違
法
性
と
区
別
さ
れ
た
意
味
で
の
|
強
い
違
法
性
が
要
求
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
か
」
な
の
で
あ
る
。

(
叩
)
原
始
的
客
観
不
能
を
不
法
行
為
法
に
よ
り
処
理
せ
よ
、
と
主
張
す
る
つ
も
り
は
な
い
。
周
忌
己
以
来
、
ド
イ
ツ
で
も
原
始
的
客
観
不
能
H
契
約

無
効
と
い
う
定
式
は
法
政
策
的
な
見
地
か
ら
批
判
さ
れ
、
日
本
で
も
そ
れ
を
契
約
の
無
効
原
因
と
し
な
い
解
釈
論
が
唱
え
ら
れ
て
い
る
が
(
た

と
え
ば
星
野
英
-
『
民
法
概
論
町
(
第
一
分
冊
)
』
(
昭
和
五

O
年
)
五

O
l五
二
盲
目
)
、
そ
れ
に
は
相
応
の
理
由
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら

で
あ
る
。
か
か
る
場
合
、
起
草
者
の
意
思
は
絶
対
祝
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
(
原
始
的
客
観
不
能
に
つ
き
詳
し
く
は
、
前
回
透
明
「
原
始
的
不
能

に
つ
い
て
の
一
考
察
」
(
『
現
代
私
法
学
の
課
題
と
展
望
(
下
)
』
(
昭
和
五
七
年
)
五
九
頁
以
下
所
収
)
、
下
村
正
明
「
原
始
的
不
能
法
に
関
す
る

一
考
察

l
l
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
近
時
の
理
論
動
向
を
手
が
か
り
と
し
て
|
|
」
(
阪
大
法
学
二
二
六
号
一

O
七
頁
、
昭
和
六

O
年
)
、
小
林
一

俊
「
西
ド
イ
ツ
債
権
法
改
正
案
に
お
け
る
原
始
不
能
法
の
克
服
」
(
法
学
志
林
八
五
巻
二
号
一
頁
、
昭
和
六
二
年
)
参
照
)
。

(
日
)
か
か
る
作
業
の
意
義
は
、
小
川
浩
一
一
一
「
〉

g
E∞
ω
=
S
E
-
-
ロ
(
い
「
工
(
一

)
l
l
ア
ゾ

l
の
慣
習
法
論
(
2
)
|
|
」
(
北
大
法
学
論
集
三
九

雪A
ロ冊
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巻
五
日
六
合
併
号
(
下
巻
)
六
七
九
頁
、
平
成
元
年
)
六
七
九
|
六
八

O
頁
参
照
。
ま
た
か
よ
う
な
手
法
を
採
っ
た
理
由
は
、
次
章
第
一
節
参
照
。

(
ロ
)
違
法
性
と
有
責
性
と
の
関
係
、
と
い
う
大
問
題
に
は
ふ
れ
え
な
い
。

(
日
)
理
論
上
、
信
頼
の
正
当
性
と
い
う
要
件
は
誤
信
惹
起
行
為
と
い
う
枠
組
み
の
な
か
に
取
り
込
む
こ
と
も
で
き
る
。

(M)
も
っ
と
も
、
相
手
方
の
勝
手
な
思
い
込
み
を
現
に
知
っ
た
場
合
に
は
、
説
明
義
務
が
発
生
す
る
こ
と
も
あ
り
え
よ
う
。

(
日
)
不
法
行
為
に
お
け
る
損
害
賠
償
の
範
囲
に
つ
い
て
は
、
後
続
損
害
な
ど
の
大
問
題
も
あ
る
が
、
ふ
れ
る
余
裕
は
な
い
。

第
二
章

「
信
頼
裏
切
り
型
」

の
解
決
方
法

第
一
節

責
任
の
可
否

}
の
問
題
は
未
だ
容
易
に
決
し
難
い
が
、

契約交渉の破棄とその責任(7・完)

一
応
こ
こ
で
は
そ
れ
を
「
可
」
と
し
た
い
。
以
下
、
そ
の
理
由
と
決
し
難
い
所
以
を
述
べ
る
。

比
較
法
的
に
は
、
裁
判
例
や
学
説
を
通
じ
、
責
任
を
肯
定
す
る
説
が
優
勢
で
あ
る
。
た
だ
、
近
時
ド
イ
ツ
で
は
否
定
説
も
有
力
化
し
て
お

(
第
二
部
第
一
一
編
)
、

そ
の
動
向
は
今
後
注
意
深
く
見
守
る
必
要
が
あ
る
。

り
法
原
理
的
観
点
に
立
て
ば
、
否
定
説
が
支
持
さ
れ
そ
う
で
あ
る
。
「
信
頼
裏
切
り
型
」

で
は
、
帰
責
の
根
拠
は
交
渉
破
棄
自
体
に
求
め
ざ

る
を
得
な
い
が
、

そ
れ
は
意
思
自
治
や
私
的
自
治
の
原
則
、
あ
る
い
は
契
約
自
由
の
原
則
に
反
す
る
よ
う
に
見
え
る
か
ら
で
あ
る
。
が
、
実

際
に
抵
触
す
る
か
否
か
は
右
の
諸
原
則
の
理
解
如
何
に
か
か
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
本
稿
の
手
に
余
る
。
た
だ
、
こ
の
意
味
で
次
の
三
点
は
注

目
さ
れ
る
。
第
一
に
、
あ
る
理
解
に
よ
れ
ば
、
契
約
自
由
の
原
則
は
経
済
的
自
由
主
義
の
政
策
的
主
張
に
過
ぎ
な
い
と
さ
れ
る
。
そ
う
で
あ

る
な
ら
、

)
の
原
則
は
か
よ
う
な
主
義
を
侵
す
も
の

(
た
と
え
ば
一
定
の
業
種
に
課
さ
れ
る
締
約
強
制
)

と
の
関
係
で
は
対
立
原
理
と
な
り
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え
て
も
、
ー
ー
か
か
る
主
義
と
は
比
較
的
関
係
が
薄
い
で
あ
ろ
う
|
|
右
の
責
任
と
の
関
係
で
は
、
障
害
に
な
ら
ぬ
は
ず
で
あ
る
。
第
二
に
、

|
|
意
思
自
治
の
原
則
と
「
申
込
の
拘
束
力
」
と
は
必
ず
し
も
抵
触
し
な
い
と
の
理
解
は
さ
て
お
き
|
|
そ
こ
に
対
立
を
見
い
出
す
フ
ラ
ン

自命

ス
の
学
説
さ
え
、
「
申
込
の
撤
回
」
に
は
不
法
行
為
責
任
を
課
し
て
い
る

第
三
部
第
二
編
)
。
と
す
れ
ば
、
|
|
契
約
の
拘
束
力
の
根
拠
た

る
右
原
則
と
不
法
行
為
責
任
と
は
対
立
し
な
い
な
ど
と
即
断
す
べ
き
で
は
な
い
が
l

1
こ
の
原
則
も
時
に
不
法
行
為
に
道
を
譲
ら
ね
ば
な
ら

ぬ
の
は
確
か
で
あ
る
。
第
三
に
、

ド
イ
ツ
に
は
私
的
自
治
を
根
拠
に
責
任
を
否
定
す
る
見
解
が
存
在
す
る
が

(
第
二
部
第
一
一
編
)
、
同
じ
理

屈
が
妥
当
す
る
は
ず
の
「
申
込
の
拘
束
力
」
に
反
対
す
る
説
は
見
当
た
ら
ず
(
第
四
部
第
二
編
)
、
こ
の
見
解
に
は
疑
わ
し
い
面
も
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
右
の
諸
原
則
は
責
任
否
定
の
方
向
に
働
き
そ
う
だ
が
、
一
歩
踏
み
込
む
な
ら
、
そ
う
言
い
切
れ
な
い
側
面
も
浮
上
し
て
く
る
。

倫
理
的
観
点
に
照
ら
せ
ば
、
責
任
は
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
自
ら
の
約
束
に
よ
っ
て
惹
起
し
た
信
頼
を
裏
切
る
の
は
不
誠
実
だ
か

ら
で
あ
る

(
責
任
の
要
件
た
る
約
束
に
つ
い
て
は
、
本
章
第
三
節
参
照
)
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
に
は
、
法
と
道
徳
は
峻
別
す
べ
き
で
あ
る
と

の
反
論
も
あ
り
え
よ
う
。
が
、
「
申
込
の
撤
回
」
に
対
す
る
の

g
t
5
と
可
三
宮
ミ
の
態
度
を
見
比
べ
る
と
き
、
こ
の
批
判
は
絶
対
的
な
も
の

で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
両
者
と
も
法
と
道
徳
を
区
別
し
な
が
ら
、
前
者
に
と
っ
て
「
申
込
の
撤
回
」
は
高
々
「
自
然
法
(
道
徳
?
)
」

の
問
題
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
に
対
し
、
後
者
に
と
り
そ
れ
は
法
の
問
題
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る

第
三
部
第
二
編
)
。
法
と
道
徳
と
を
峻
別
し

て
も
、

そ
の
分
水
嶺
は
時
と
場
所
に
よ
っ
て
変
動
し
、
「
信
頼
裏
切
り
型
」
に
つ
い
て
も
、

そ
う
な
ら
ぬ
と
は
限
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。

社
会
的
観
点
か
ら
も
、
肯
定
説
が
支
持
さ
れ
よ
う
。
損
害
が
填
補
さ
れ
る
な
ら
、
当
事
者
は
い
よ
い
よ
積
極
的
に
行
動
で
き
、
取
引
は
活

性
化
さ
れ
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
れ
は
同
時
に
心
変
わ
り
の
自
由
を
奪
う
こ
と
を
意
味
す
る
か
ら
、
萎
縮
効
果
も
発
生
し
よ
う
。

が
、
後
者
が
前
者
を
上
回
る
と
す
る
の
は
、
|
|
責
任
の
要
件
に
も
よ
る
が
|
|
過
大
評
価
で
あ
ろ
う
。
「
申
込
の
拘
束
力
」
に
よ
っ
て
も
同

様
の
萎
縮
効
果
が
発
生
し
て
い
る
は
ず
な
の
に
、

そ
れ
は
専
ら
取
引
安
全
に
資
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る

(
第
四
部
第
二
編
)
。

経
済
分
析
的
観
点
か
ら
も
、
右
と
同
様
で
は
あ
る
ま
い
か
。
締
約
寸
前
の
段
階
に
お
い
て
は
、
寸
締
約
を
信
頼
す
る
な
」
と
か
「
信
頼
さ
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せ
る
な
」
と
要
求
す
る
の
は
不
可
能
を
強
い
る
も
の
で
あ
り
、
合
理
的
な
規
範
と
は
思
え
な
い
し
、

ぃ
。
と
す
れ
ば
、

お
そ
ら
く
経
済
的
に
も
正
当
化
で
き
ま

一
方
の
当
事
者
に
よ
る
信
頼
惹
起
と
相
手
方
の
信
頼
は
所
与
の
前
提
と
さ
れ
る
か
ら
、
交
渉
費
用
の
無
駄
と
い
う
社
会
的

ロ
ス
を
回
避
す
る
に
は
、
交
渉
破
棄
自
体
を
妨
害
す
る
よ
り
な
く
、
そ
の
た
め
に
は
、
右
の
費
用
を
破
棄
し
た
者
に
負
担
さ
せ
る
こ
と
で
「
締

約
へ
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
」
を
与
え
る
の
が
最
適
な
は
ず
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
右
の
諸
観
点
か
ら
は
対
立
す
る
帰
結
が
導
出
さ
れ
、
そ
の
な
か
で
は
、
肯
定
説
を
支
持
す
る
も
の
が
優
勢
で
あ
る
。
が
、

い
ず
れ
も
厳
密
な
論
証
を
欠
き
、
十
分
な
資
料
と
は
言
い
難
い
。
む
し
ろ
こ
こ
で
は
、
次
の
法
理
論
的
観
点
か
ら
責
任
を
可
と
し
た
い
。

「
交
渉
破
棄
」

で
問
わ
れ
て
い
る
の
は
、
交
渉
規
制
の
あ
り
方
、
す
な
わ
ち
、
自
由
な
交
渉
と
信
頼
保
護
と
い
う
二
つ
の
要
素
を
い
か
に

調
和
さ
せ
る
か
に
あ
る
。
「
信
頼
裏
切
り
型
」
に
お
い
て
、

い
ず
れ
を
重
視
す
べ
き
か
は
微
妙
な
問
題
で
、

そ
の
た
め
、

ド
イ
ツ
や
フ
ラ
ン

ス
で
は
学
説
が
分
か
れ
て
い
る

(
第
二
部
第
一
一
編
、
第
三
部
第
一
一
編
)
。
ま
た
そ
の
価
値
判
断
は
、
時
代
、
場
所
、
人
に
よ
り
異
な
り
う
る
。

契約交渉の破棄とその責任(7・完)

が
、
法
理
論
的
観
点
か
ら
す
る
法
解
釈
と
し
て
、
右
の
価
値
判
断
に
迫
ら
れ
た
場
合
、
選
択
の
幅
は
自
ら
あ
る
程
度
狭
め
ら
れ
よ
う
。
そ
こ

で
は
「
私
は
と
に
か
く

j
e
-
-

と
思
う
の
だ
」
な
ど
と
い
う
純
粋
に
主
観
的
な
判
断
以
上
の
何
も
の
か
が
、
す
な
わ
ち
、
当
該
価
値
選
択
を

支
え
る
に
足
る
だ
け
の
法
的
論
拠
が
提
示
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
か
ら
で
あ
る
。
か
か
る
論
拠
の
提
示
の
仕
方
は
多
様
だ
が
、
典
型
的
で
伝
統
的

で
代
表
的
な
手
法
と
は
、
当
該
事
例
と
比
較
対
照
さ
る
べ
き
他
の
事
例
(
類
例
)
に
お
い
て
な
さ
れ
て
い
る
価
値
判
断
を
指
針
と
す
る
、
と

い
う
仕
方
で
あ
ろ
う
(
帰
納
と
演
鐸
と
い
う
手
法
。
前
章
第
二
節
参
照
)
。
た
だ
、
こ
の
方
法
に
も
限
界
は
あ
る
。
第
一
に
、

い
か
な
る
視

角
か
ら
類
例
を
探
る
べ
き
か
が
問
題
と
な
る
。
こ
れ
は
問
題
へ
の
切
り
込
み
方
に
他
な
ら
ず
、
態
度
決
定
に
当
た
っ
て
は
相
応
の
理
由
が
提

示
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
第
二
に
、
類
例
が
存
在
す
る
と
は
限
ら
ず
、
実
在
し
て
い
て
も
、
そ
れ
が
い
か
な
る
面
で
ど
の
程
度
参
考
に
な
る
か

も
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
第
三
に
、
類
例
に
つ
い
て
も
解
釈
が
分
か
れ
る
と
き
、
再
び
岐
路
に
立
た
さ
れ
る
。
第
四
に
、
右
の
諸
問
題
に

直
面
し
た
さ
い
、
解
釈
者
の
主
観
が
一
定
程
度
混
入
し
う
る
。
し
か
し
、

か
か
る
限
界
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
に
用
い
ら
れ
て
き
た
こ
と
か
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説

ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
こ
の
手
法
が
純
粋
に
主
観
的
な
価
値
判
断
を
超
克
し
、
法
律
家
ら
し
い
合
理
的
な
議
論
を
行
う
た
め
の
重
要
か
つ
不

吾ι
日間

可
欠
の
一
手
段
た
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
こ
で
は
ま
が
り
な
り
に
も
法
的
論
拠
が
提
示
さ
れ
、
批
判
や
再
批
判
が
可
能
だ
か
ら
で
あ
る

(
そ
の
繰
り
返
し
に
よ
り
、
あ
る
べ
き
価
値
判
断
に
到
達
す
る
可
能
性
も
あ
る
)
。
ま
た
解
釈
者
が
法
律
家
で
あ
る
場
合
、
彼
の
主
観
は
法
学

教
育
の
な
か
で
体
得
さ
れ
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
、

そ
の
主
観
は
純
粋
に
主
観
的
な
価
値
判
断
で
は
な
く
、
法
的
論
拠

に
支
え
ら
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
か
か
る
理
由
か
ら
、
以
下
、
右
の
手
法
に
則
り
、
法
理
論
的
観
点
か
ら
問
題
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
。

と
こ
ろ
で
、
前
述
の
如
く
、
問
題
は
交
渉
規
制
の
あ
り
方
、
す
な
わ
ち
、
自
由
な
交
渉
と
信
頼
保
護
と
の
対
立
桔
抗
に
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。
た
だ
、
交
渉
の
種
類
・
性
質
は
多
様
で
、
そ
れ
ぞ
れ
種
々
の
属
性
を
具
有
す
る
か
ら
、
ど
の
属
性
に
着
目
す
べ
き
か
は
一
考
を
要
す
る
。

し
か
る
に
、
考
察
対
象
が
「
交
渉
破
棄
」
で
あ
る
点
に
鑑
み
、
別
け
て
も
交
渉
の
進
め
方
、
交
渉
の
場
所
的
、
期
間
的
特
徴
、
締
約
の
仕
方

等
に
注
目
し
、
「
成
立
形
態
」
を
「
申
込
承
諾
型
」
と
「
練
り
上
げ
型
」
に
大
別
す
る
の
が
適
当
と
思
量
す
る
。
問
題
解
決
の
第
一
歩
は
、

問
題
の
背
景
に
迫
り
、
以
て
問
題
を
正
確
に
把
握
す
る
こ
と
に
あ
る
が
、
「
交
渉
破
棄
」
の
背
景
に
は
「
練
り
上
げ
型
」
が
控
え
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
問
わ
れ
る
べ
き
は
「
練
り
上
げ
型
」
に
お
け
る
交
渉
規
制
の
あ
り
方
で
あ
る
が
、

そ
の
さ
い
に
は
「
申
込
承
諾
型
」

に
お
け
る
規
制
の
あ
り
方
が
参
照
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
交
渉
規
制
の
あ
り
方
が
問
題
と
さ
れ
る
点
で
、
両
者
は
共
通
す
る
か
ら
で
あ
る
。

な
か
ん
ず
く
「
申
込
の
撤
回
」
は
「
交
渉
破
棄
」
の
類
例
た
り
う
る
。
自
由
な
交
渉
と
信
頼
保
護
と
の
対
立
括
抗
が
焦
点
と
さ
れ
て
い
る
点
、

信
頼
の
裏
切
り
に
し
か
帰
責
の
根
拠
を
求
め
え
な
い
点
、
惹
起
さ
れ
る
信
頼
が
「
締
約
は
確
実
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
点
、

そ
の
信
頼
に
法

的
根
拠
が
な
い
点
等
で
、
両
者
は
一
致
す
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
る
に
、

日
本
法
は
「
申
込
の
拘
束
力
」
を
以
て
、
か
か
る
信
頼
も
法
的
保

護
に
値
す
る
と
の
価
値
判
断
を
下
し
、
学
説
も
こ
れ
を
支
持
す
る
。
こ
れ
は
比
較
法
的
趨
勢
で
も
あ
る
。
ゆ
え
に
、
こ
の
法
の
行
う
価
値
判

断
は
類
例
を
処
理
す
る
さ
い
の
指
針
と
し
て
尊
重
に
値
し
、
と
す
れ
ば
「
信
頼
裏
切
り
型
」
で
も
責
任
は
肯
定
さ
れ
る
べ
き
は
ず
で
あ
る
。

こ
れ
が
法
理
論
的
観
点
か
ら
の
帰
結
で
あ
り
、
本
稿
の
立
場
で
も
あ
る
。
次
に
反
論
に
答
え
て
お
く
こ
と
で
、
論
旨
を
明
確
に
し
た
い
。
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第
一
に
、
交
渉
規
制
の
あ
り
方
が
「
申
込
承
諾
型
」
と
「
練
り
上
げ
型
」
と
で
類
似
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
す
る
理
由
が
明
ら
か
で
な
い
、

の
批
判
が
あ
り
う
る
。

一
方
で
保
護
さ
れ
る
べ
き
信
頼
が
他
方
で
は
保
護
に
値
し
な
い
、

と
い
う
事
態

両
類
型
に
は
相
違
点
も
あ
る
か
ら
、

の
類
例
た
り
う
る
の
は
前
述
の
と
お
り
で
あ
り
、
特
に
信
頼
保
護
の
側
面
か

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

ら
見
た
場
合
、
異
な
る
扱
い
を
す
べ
き
根
拠
は
見
当
た
ら
な
い
。
従
っ
て
、
区
別
さ
れ
る
べ
き
理
由
が
法
的
論
拠
を
以
て
論
証
さ
れ
ぬ
限
り
、

類
似
し
た
も
の
に
は
類
似
し
た
扱
い
が
な
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
思
量
す
る
。

も
考
え
ら
れ
う
る
。
が
、
「
申
込
の
撤
回
」
が
「
交
渉
破
棄
」

第
二
に
、
民
法
典
の
起
草
者
が
「
申
込
の
拘
束
力
」
を
容
認
し
な
が
ら
、
「
交
渉
破
棄
」
に
ふ
れ
て
い
な
い
の
は
、
後
者
に
つ
き
責
任
を

否
定
す
る
趣
旨
で
は
な
い
の
か
、

第
二
部
第
二
編
)
、
確
か
に

と
い
う
批
判
も
あ
ろ
う
。
ド
イ
ツ
民
法
典
の
起
草
者
の
見
解
か
ら
推
せ
ば

そ
の
よ
う
に
推
測
さ
れ
る
。
が
、

l
l
立
法
者
意
思
説
と
法
律
意
思
説
と
い
う
理
論
上
の
大
問
題
は
さ
て
お
き
|
|
実
際
上
こ
れ
ま
で
も
起

草
者
の
意
思
は
絶
対
視
さ
れ
ず
、
類
例
に
は
類
推
適
用
と
い
う
形
で
当
該
価
値
判
断
の
支
配
領
域
が
拡
張
さ
れ
て
き
た
し
、
原
理
的
一
貫
性

な
い
し
整
合
性
と
い
う
視
点
か
ら
は
、
そ
れ
も
法
の
解
釈
と
し
て
支
持
す
る
に
足
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
と
な
る
と
、
右
の
二
つ
の
価
値

契約交渉の破棄とその責任(7・完)

選
択
の
う
ち
、

い
ず
れ
を
優
先
さ
せ
る
べ
き
か
が
問
題
と
な
る
が
、
「
申
込
の
撤
回
」
に
対
す
る
そ
れ
を
よ
り
尊
重
す
べ
き
も
の
と
考
え
る
。

ま
た
古
く
か
ら
の
多
く
の
議
論
の
末
、
選
択
さ
れ
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

比
較
法
的
に
も
、

そ
れ
は
普
遍
性
の
高
い
価
値
判
断
で
あ
り
、

他
方
、
「
交
渉
破
棄
」
と
い
う
問
題
自
体
は
以
前
か
ら
意
識
さ
れ
て
い
た
も
の
の
、
本
格
的
な
検
討
は
最
近
は
じ
ま
っ
た
ば
か
り
で
、
議
論

も
煮
詰
ま
っ
て
い
な
い
(
そ
れ
で
も
比
較
法
的
に
は
、
肯
定
説
が
優
勢
で
あ
る
)
。
同
様
の
こ
と
は
、
時
代
に
拘
束
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
起

草
者
の
意
思
に
も
妥
当
す
る
。
す
な
わ
ち
、
議
論
が
尽
く
さ
れ
た
問
題
に
対
す
る
価
値
判
断
に
は
|
|
様
々
な
議
論
を
踏
ま
え
て
い
る
と
い

う
意
味
で
|
|
相
応
の
重
さ
が
あ
り
、
他
方
、
蓄
積
な
き
う
え
に
下
さ
れ
た
価
値
判
断
に
は
応
分
の
重
さ
し
か
な
い
は
ず
で
あ
る
。

第
三
に
、
信
頼
の
内
容
は
似
て
い
て
も
、
意
思
表
示
と
い
う
確
た
る
基
礎
が
あ
る
か
否
か
の
点
で
、
「
申
込
の
撤
回
」
と
「
交
渉
破
棄
」

と
の
反
論
も
あ
ろ
う
。
が
、
随
時
撤
回
で
き
る
意
思
表
示
は
信
頼
の
確
た
る
基
礎
と
は
言
え
ず
、
事
実
上
の
約
束
と
質
的
な
差

は
異
な
る
、

と
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5見

は
あ
る
ま
い
。
従
っ
て
、
約
束
が
申
込
と
同
程
度
の
強
度
を
有
す
る
場
合
、
同
等
に
扱
っ
て
も
良
か
ろ
う
(
そ
の
要
件
は
本
章
第
三
節
)
。

第
四
に
、
他
の
法
制
度
を
活
用
す
べ
し
と
の
提
言
も
あ
ろ
う
。
が
、
事
務
管
理
や
不
当
利
得
に
は
限
界
が
あ
り
、
予
備
的
契
約
も

i
l
そ

れ
が
緊
急
の
検
討
課
題
で
あ
る
こ
と
は
認
め
る
が
|
|
「
信
頼
裏
切
り
型
」
全
般
を
解
決
し
切
る
こ
と
は
で
き
ま
い
。
そ
れ
を
試
み
た
場
合

に
辿
る
運
命
は
「
申
込
の
撤
回
」
に
つ
き
説
か
れ
た
予
備
的
契
約
説
を
見
れ
ば
予
想
が
つ
こ
う
(
第
三
部
第
二
編
、
第
四
部
第
二
編
)
。

予
期
さ
れ
る
批
判
に
対
す
る
解
答
は
右
の
通
り
で
あ
る
。
た
だ
、
「
何
故
、
今
『
交
渉
破
棄
』
な
の
か
」
と
い
う
問
い
に
は
十
分
答
え
ら

れ
な
い
。
過
去
の
出
来
事
に
つ
い
て
さ
え
、
そ
れ
が
他
の
時
代
で
は
な
く
、
そ
の
時
代
に
起
き
た
原
因
を
究
明
す
る
の
は
容
易
で
な
い
。
現

幸子とお
両岡

在
の
事
柄
で
は
尚
更
で
あ
る
。
が
、

か
か
る
原
因
が
判
明
せ
ぬ
以
上
、
断
定
的
な
結
論
は
下
し
え
な
い
。
こ
こ
に
決
し
難
い
所
以
が
あ
る
。

第

節

責
任
の
性
質

契
約
責
任
と
不
法
行
為
責
任
と
の
関
係
に
は
ふ
れ
え
な
い
た
め
、
不
法
行
為
法
に
よ
る
処
理
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
示
す
に
止
ど
め
る
。

と
こ
ろ
で
、
「
誤
信
惹
起
型
」
に
対
す
る
責
任
の
性
質
を
不
法
行
為
責
任
と
し
た
の
は
、
「
誤
信
惹
起
型
」
と
帰
責
の
構
造
を
同
じ
く
す
る

錯
誤
や
原
始
的
客
観
不
能
に
つ
き
、
不
法
行
為
法
に
よ
る
処
理
を
予
定
さ
れ
て
い
た
た
め
で
あ
る

前
章
第
二
節
)
。
し
か
し
、
「
信
頼
裏
切

り
型
」
に
つ
い
て
は
、

か
か
る
意
味
で
の
類
例
は
見
当
た
ら
ず
、

ゆ
え
に
こ
こ
で
直
接
起
草
者
の
意
思
に
依
拠
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
と

は
い
え
、
強
い
違
法
性
が
不
法
行
為
の
要
件
と
さ
れ
て
い
な
い
の
も
、
既
述
の
と
お
り
で
あ
る
か
ら
、
不
法
行
為
法
に
よ
り
「
信
頼
裏
切
り

型
」
に
対
処
し
う
る
か
否
か
は
、
右
と
別
の
基
準
に
拠
ら
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
は
、

そ
れ
を
次
の
二
つ
に
求
め
た
い
。

第
一
は
、
母
法
で
あ
る
。
母
法
が
特
定
の
構
造
を
有
し
、

か
つ
子
法
が
こ
の
点
で
母
法
を
継
受
し
て
い
る
な
ら
、
母
法
に
よ
る
検
証
が
可

能
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
不
法
行
為
法
の
母
法
が
間
わ
れ
る
が
、
こ
の
問
題
に
関
す
る
限
り
、

そ
れ
は
フ
ラ
ン
ス
法
と
考
え
ら
れ
る
。
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の
峻
別
と
い
う
構
造
は
継
受
し
た
の
か
も

確
か
に
一
部
学
説
が
主
張
す
る
と
お
り
、
日
本
法
は
ド
イ
ツ
法
か
ら
違
法
性
と
有
責
位
(
過
失
)

(
回
)

し
れ
な
い
。
が
、
ド
イ
ツ
不
法
行
為
法
が
「
信
頼
裏
切
り
型
」
に
対
処
で
き
な
い
の
は
、
か
か
る
峻
別
に
因
る
の
で
は
な
く
、
純
粋
財
産
損

害
に
つ
き
、
故
意
に
よ
る
良
俗
違
反
を
不
法
行
為
の
要
件
と
し
た
た
め
で
あ
り
、
そ
の
淵
源
は
不
法
行
為
の
構
成
要
件
と
し
て
、
包
括
的
か

っ
一
般
的
な
要
件
を
規
定
す
る
の
で
は
な
く
、
複
数
の
限
定
的
か
つ
個
別
的
な
要
件
を
列
挙
し
た
点
に
遡
る
。
し
か
る
に
、
こ
の
点
で
日
本

法
は
フ
ラ
ン
ス
法
に
倣
っ
て
お
り
、
従
っ
て
、
こ
れ
が
こ
こ
で
参
照
さ
れ
る
べ
き
母
法
の
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、

フ
ラ
ン
ス
法
は
「
信

頼
裏
切
り
型
」
の
み
な
ら
ず
、
こ
れ
と
帰
責
の
構
造
を
同
じ
く
す
る
「
申
込
の
撤
回
」
も
|
|
民
法
典
制
定
直
後
、

つ
ま
り
、
現
行
日
本
民

法
典
が
フ
ラ
ン
ス
法
を
継
受
す
る
以
前
か
ら

l
不
法
行
為
法
に
よ
っ
て
処
理
し
て
い
た

(
第
三
部
第
二
編
)
。
よ
っ
て
、

日
本
法
が
継
受

し
た
不
法
行
為
法
の
構
造
は
か
か
る
問
題
ま
で
包
摂
し
う
る
と
考
え
ら
れ
、

ゆ
え
に
「
信
頼
裏
切
り
型
」
に
も
対
処
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。

第
二
の
基
準
は
、
裁
判
例
の
動
向
で
あ
る
。
日
本
の
不
法
行
為
法
が
右
の
よ
う
な
潜
在
的
能
力
を
有
し
て
い
て
も
、
他
の
事
情
か
ら
そ
れ

を
発
揮
で
き
な
い
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
裁
判
例
の
動
向
を
見
れ
ば
、
障
害
の
有
無
が
確
認
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
裁
判
例

契約交渉の破棄とその責任(7・完)

の
多
く
は
「
信
頼
裏
切
り
型
」
を
不
法
行
為
法
に
よ
っ
て
処
理
し
て
い
る

第
一
部
第
一
一
編
)
。
障
害
な
ど
な
い
の
で
あ
る
。

日
本
の
不
法
行
為
法
は
「
信
頼
裏
切
り
型
L

を
処
理
す
る
能
力
を
有
し
、
現
に
裁
判
所
は
そ
れ
を
活
用
し
て
い
る
。
従
っ

て
、
他
の
規
範
に
拠
る
必
要
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
た
だ
し
、
契
約
責
任
と
不
法
行
為
責
任
と
の
関
係
を
考
え
る
さ
い
に
は
、
こ
こ
で
取
り

こ
の
よ
、
つ
に
、

上
げ
な
か
っ
た
様
々
な
要
素
を
も
勘
案
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
か
ら
、

そ
の
結
果
、
「
信
頼
裏
切
り
型
」
、
あ
る
い
は
「
交
渉
破
棄
」
全
般
を
契
約
法

に
よ
っ
て
処
理
す
べ
き
こ
と
に
な
る
や
も
し
れ
な
い
。
そ
の
意
味
で
右
の
帰
結
は
暫
定
的
な
も
の
で
あ
る
。
ま
た
不
法
行
為
法
に
よ
り
対
処

で
き
る
か
否
か
は
、
責
任
の
効
果
に
よ
っ
て
も
左
右
さ
れ
る
。
「
信
頼
裏
切
り
型
」
に
お
け
る
そ
れ
が
「
(
契
約
の
)
履
行
」
で
あ
る
な
ら
、

そ
れ
は
不
法
行
為
法
か
ら
導
出
で
き
ぬ
た
め
、
他
の
規
範
に
拠
ら
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
本
稿
で
は
効
果
を
損
害
賠
償

(
「
信
頼
利
益
の
賠
償
」
)

と
解
す
る
か
ら
、
結
果
的
に
は
不
法
行
為
責
任
で
よ
い
こ
と
に
な
る

次
節
参
照
)
。
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説

責
任
の
要
件
と
効
果

第
三
節

τ品

目聞

交
渉
も
煮
詰
ま
り
、
当
事
者
が
「
締
約
は
確
実
」
と
信
頼
し
て
も
よ
い
と
き
に
限
っ
て
、
責
任
を
認
め
る
こ
と
で
各
国
の
動
向
は
ほ
ぼ
一

致
す
る
。
互
い
に
自
己
に
有
利
な
条
件
を
提
示
し
、
少
し
で
も
う
ま
味
の
あ
る
契
約
を
追
求
す
る
と
い
う
交
渉
の
機
能
(
自
由
な
交
渉
と
い

う
要
請
)

に
照
ら
せ
ば
、
こ
の
動
向
は
是
認
さ
れ
る
。
ま
た
「
申
込
承
諾
型
」
に
お
け
る
交
渉
規
制
の
あ
り
方
(
「
申
込
の
撤
回
」
に
対
す

る
態
度
)

か
ら
「
練
り
上
げ
型
」
に
お
け
る
そ
れ
を
導
こ
う
と
す
る
本
稿
の
立
場
(
本
章
第
一
節
)

か
ら
も
、
こ
の
結
論
は
支
持
さ
れ
る
。

そ
れ
が
勝
手
な
思
い
込
み
で
あ
る
場
合
は
保
護
さ
れ
な
い
。
日
本
の
裁
判
例
に
よ
れ
ば
、

信
頼
の
正
当
性
が
是
認
さ
れ
る
の
は
、
「
(
主
要
な
)
契
約
内
容
の
特
定
」
と
「
締
約
の
約
束
」
が
存
在
す
る
と
き
だ
け
で
あ
る
。
し
か
る
に
、

と
こ
ろ
で
、
「
締
約
は
確
実
」
と
信
頼
し
て
も
、

実
際
こ
の
二
要
素
は
「
申
込
の
撤
回
」
に
あ
っ
て
も
、
信
頼
の
正
当
性
を
判
断
す
る
基
準
と
な
っ
て
い
る
。
「
締
約
の
約
束
」
を
含
ま
ぬ
申

出
は
、
申
込
と
は
さ
れ
ず
、
「
契
約
内
容
の
特
定
」
を
欠
く
申
出
も
申
込
の
誘
引
と
し
か
評
価
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
(
申
込
と
解
し
て
も
、

そ
れ
は
無
効
で
あ
る
。
が
、
「
申
込
の
撤
回
」
に
あ
っ
て
は
、
有
効
な
申
込
の
存
在
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
)
。
「
申
込
の
撤
回
」
で
も
、
申

込
の
存
否
と
い
う
形
で
右
の
二
要
素
が
正
当
性
の
基
準
と
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
、
右
の
裁
判
例
の
動
向
は
本
稿
の
立
場
か
ら
も
適
切
な
も
の

と
考
え
ら
れ
る

(
よ
り
具
体
的
な
基
準
は
、
裁
判
例
の
蓄
積
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
)
。
次
に
信
頼
惹
起
や
交
渉
破
棄
は
責
任
者
に
帰
責
で

き
ね
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
、
相
手
方
に
交
渉
を
破
棄
す
る
よ
う
仕
向
け
た
場
合
に
は
、
自
分
で
破
棄
し
な
く
と
も
、
こ
の
要
件
は
満
た
さ
れ

ょ
う
。
ま
た
理
論
上
、
被
侵
害
利
益
は
1

1

日
本
の
裁
判
例
が
言
う
よ
う
に
「
契
約
締
結
の
利
益
」
と
さ
れ
よ
う
(
第
一
部
第
一
一
編
)
。

責
任
の
効
果
と
し
て
は
、
「
(
契
約
の
)
履
行
」
、
「
履
行
利
益
の
賠
償
」
、
「
信
頼
利
益
の
賠
償
」
の
三
つ
が
考
え
ら
れ
る
。
比
較
法
的
に
は
、

(
出
)

最
後
の
方
法
を
採
る
も
の
が
多
い
が
、
日
本
の
多
数
説
は
「
履
行
利
益
の
賠
償
」
ま
で
認
め
る
(
第
一
部
第
二
編
)
。
が
、
近
時
は
そ
れ
に

批
判
的
な
見
解
も
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
か
か
る
動
向
を
も
踏
ま
え
た
う
え
、
以
下
の
理
由
か
ら
、
「
信
頼
利
益
の
賠
償
」
を
支
持
し
た
い
。
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第
一
に
、

か
か
る
責
任
を
認
め
る
目
的
は
、
締
約
へ
の
信
頼
を
保
護
し
、
以
て
取
引
を
安
全
な
ら
し
め
る
点
に
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
保
護

の
程
度
は
信
頼
に
因
り
被
っ
た
損
害
の
賠
償
で
足
り
、
そ
れ
が
正
道
で
も
あ
ろ
う
。
た
だ
、
民
法
典
が
「
申
込
の
拘
束
力
」
を
是
認
し
て
い

そ
れ
と
の
均
衡
を
図
る
な
ら
、
「
履
行
」
な
い
し
「
履
行
利
益
の
賠
償
」
を
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
か
、
と
の
疑
問
も
あ
り

る
こ
と
か
ら
、

え
よ
う
。
が
、
「
申
込
の
撤
回
」
に
あ
っ
て
も
、

そ
こ
で
損
害
と
し
て
想
定
さ
れ
る
の
は
「
信
頼
利
益
」
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
り

部
第
二
一
編
)
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
拘
束
力
」
が
選
択
さ
れ
た
背
景
に
は
、
特
定
の
取
引
に
の
み
妥
当
す
る
配
慮
が
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
こ

れ
が
「
練
り
上
げ
型
」
に
当
て
は
ま
ら
ぬ
こ
と
は
、
既
述
の
と
お
り
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
こ
で
「
拘
束
力
」
に
拘
泥
す
べ
き
で
は
な
い
。

第
二
に
、
「
誤
信
惹
起
型
」
と
の
均
衡
を
図
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
故
意
ま
た
は
過
失
に
よ
り
誤
信
を
惹
起
し
、
後
で
そ
れ
を

契約交渉の破棄とその責任(7・完)

は
1

1

誤
信
は
惹
起
せ
ず
、
単
に
信
頼
を
裏
切
っ
た
に
過
ぎ
な
い

i
|
「
信
頼
裏
切
り
型
」
の

加
害
者
よ
り
も
強
く
責
め
ら
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
前
者
で
さ
え
、
そ
の
効
果
は
「
信
頼
利
益
の
賠
償
」
に
限
ら
れ
る
か

ら
(
前
章
第
三
節
)
、
後
者
で
も
そ
れ
は
同
様
の
範
囲
に
限
定
せ
ね
ば
な
る
ま
い
。
ま
た
保
護
さ
れ
る
信
頼
が
「
締
約
は
確
実
」
と
い
う
も

の
で
あ
る
以
上
、
か
か
る
信
頼
と
因
果
関
係
の
あ
る
損
害
の
み
賠
償
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

裏
切
っ
た
者
(
「
誤
信
惹
起
型
」
の
加
害
者
)

こ
れ
に
対
し
、
多
数
説
の
論
拠
は
薄
弱
で
、
理
由
を
挙
げ
な
い
も
の
も
少
な
く
な
い
(
第
一
部
第
二
編
)
。
た
だ
、
帰
責
の
根
拠
が
交
渉

破
棄
自
体
に
求
め
ら
れ
る
点
を
捉
え
、
因
果
関
係
か
ら
の
基
礎
づ
け
を
図
る
見
解
は
一
考
に
値
す
る
。
が
、
そ
の
背
景
に
あ
る
「
交
渉
規
制

の
あ
り
方
は
帰
責
の
根
拠
と
の
因
果
関
係
の
み
に
よ
り
決
せ
ら
れ
る
べ
し
」
と
の
発
想
に
は
疑
問
が
あ
る
。
こ
れ
で
は
右
の
不
均
衡
を
避
け

え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
賠
償
の
範
囲
を
因
果
関
係
に
よ
り
決
定
す
る
ド
イ
ツ
法
の
下
で
さ
え

ド
イ
ツ
民
法
二
四
九
条
)
、
裁
判
所
や
多
数

説
が
「
信
頼
利
益
の
賠
償
」
を
支
持
す
る
点
は
こ
の
意
味
で
示
唆
的
で
あ
る

そ
れ
ら
も
「
賠
償
の
範
囲
は
因
果
関
係
だ
け
で
は
決
ま
ら
な
い
L

と
し
て
い
る
の
で
あ
る

第
二
部
第
て
編
)
。
確
か
に
「
履
行
利
益
の
賠
償
」
を
認
め

(
第
二
部
第
一
一
編
)
。

る
少
数
説
も
存
在
し
た
が
、

と
こ
ろ
で
、
「
誤
信
惹
起
型
」
と
異
な
り
、
「
信
頼
裏
切
り
型
」

で
は
締
約
の
拒
絶
に
つ
き
正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
、
交
渉
破
棄
者
は
免

(
第
四
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説

賛
さ
れ
る
、

と
さ
れ
て
い
る
。
交
渉
中
に
既
存
の
契
約
か
ら
で
も
離
脱
で
き
る
よ
う
な
事
由
が
発
生
し
た
例
を
考
え
る
と

た
と
え
ば
不
可

自命

抗
力
に
よ
る
目
的
物
の
減
失
)
、
免
責
事
由
の
存
在
は
容
認
せ
ざ
る
を
得
ま
い
(
理
論
上
は
違
法
性
阻
却
事
由
と
位
置
づ
け
ら
れ
よ
う
)
。
が
、

そ
の
具
体
的
な
内
容
は
ほ
と
ん
ど
研
究
さ
れ
て
お
ら
ず
、
今
後
の
裁
判
例
や
学
説
の
集
積
を
待
つ
よ
り
な
い
。
た
だ
、
交
渉
の
機
能
に
照
ら

す
な
ら
、
契
約
内
容
の
対
立
に
基
づ
く
交
渉
破
棄
は
許
さ
れ
る
べ
き
だ
が
、
既
決
事
項
を
蒸
し
返
し
た
場
合
な
ど
は
、
正
当
な
理
由
は
認
め

ら
れ
ま
い
。
ま
た
既
存
の
契
約
か
ら
完
全
に
離
脱
で
き
る
よ
う
な
事
由
で
な
く
と
も
、
た
と
え
ば
相
手
方
の
財
産
状
態
が
極
度
に
悪
化
し
た

場
合
に
は
、
「
交
渉
破
棄
」
に
つ
い
て
の
正
当
な
理
由
は
認
め
ら
れ
よ
う
(
不
安
の
抗
弁
権
に
対
応
し
よ
う
)
。
な
お
、
「
信
頼
裏
切
り
型
」

に
属
す
る
裁
判
例
で
過
失
相
殺
を
行
っ
た
も
の
は
な
く
、
学
説
も
こ
の
点
に
は
ほ
と
ん
ど
ふ
れ
て
い
な
い
。
が
、

た
と
え
ば
一
方
の
当
事
者

の
不
信
行
為
が
相
手
方
の
交
渉
破
棄
の
遠
因
の
一
つ
だ
っ
た
場
合
、
免
責
事
由
は
否
定
さ
れ
て
も
、
過
失
相
殺
の
余
地
は
あ
り
え
よ
う
。

以
上
の
解
決
方
法
は
日
本
の
裁
判
例
の
そ
れ
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
り
、
学
説
と
類
似
し
た
面
も
有
し
て
い
る
。
が
、
「
成
立
形
態
」
を
「
申

込
承
諾
型
」
と
「
練
り
上
げ
型
」
と
に
大
別
し
た
う
え
、
前
者
に
お
け
る
交
渉
の
規
制
の
あ
り
方
(
法
の
行
っ
て
い
る
価
値
判
断
)

を
後
者

の
指
針
と
し
た
点
は
、
従
来
意
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
こ
が
本
稿
の
最
も
強
調
し
た
か
っ
た
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。

註(
1
)
第
一
部
、
第
二
部
第
一
一
縮
、
第
三
部
第
一
一
編
、
補
論
第
二
編
参
照
。

(
2
)
星
野
英
一
「
現
代
に
お
け
る
契
約
」
(
『
岩
波
講
座
現
代
法
8
』
(
昭
和
四
一
年
)
二

O
七
頁
以
下
所
収
)
二
二
五
頁
以
下
参
照
。

(
3
)
経
済
的
自
由
主
義
か
ら
「
『
信
頼
裏
切
り
型
』
で
は
責
任
を
否
定
す
べ
し
」
と
の
命
題
を
導
く
に
は
、
飛
躍
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
「
申
込
の
拘

束
力
」
を
否
定
す
る
フ
ラ
ン
ス
の
学
説
が
、
そ
の
法
原
理
的
根
拠
と
し
て
、
契
約
自
由
の
原
則
で
な
く
、
意
思
自
治
の
原
則
を
持
ち
出
し
て
い

る
の
は
、
こ
の
意
味
で
示
唆
的
で
あ
る
(
第
三
部
第
二
編
)
。
も
っ
と
も
、
右
の
責
任
は
自
由
競
争
の
変
容
と
か
取
引
倫
理
と
い
う
角
度
か
ら
も
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把
握
で
き
、
そ
の
意
味
で
は
契
約
自
由
の
原
則
と
関
連
し
て
い
よ
う
。

(
4
)
星
野
英
一
「
契
約
思
想
・
契
約
法
の
歴
史
と
比
較
法
」
(
『
岩
波
講
座

三
頁
参
照
。

(
5
)
小
川
浩
三
「
ジ
ャ
ン
・
ド
マ
の

-2∞
含

Z

E
笠
宮
と

-cz
母
Z
宮

-
5
(二
・
完
)
」
(
北
大
法
学
論
集
三
八
巻
四
号
四
一
一
貝
、
昭
和
六
三
年
)

四
四
四
六
、
六
七
頁
。

(
6
)
経
済
的
合
理
人
な
ら
、
締
約
ま
で
は
交
渉
の
決
裂
を
覚
悟
し
、
「
締
約
は
確
実
」
と
は
信
頼
し
な
い
は
ず
で
あ
る
、
と
の
反
論
も
あ
ろ
う
。
申

込
の
自
由
撤
回
が
認
め
ら
れ
て
い
る
法
体
系
の
下
で
の
経
済
的
合
理
人
が
申
込
を
信
頼
し
な
い
の
と
同
じ
意
味
で
、
こ
の
指
摘
は
正
当
で
あ
る
。

が
、
経
済
的
合
理
人
を
し
て
そ
の
よ
う
に
信
頼
な
き
し
め
な
い
法
体
系
|
|
す
な
わ
ち
、
交
渉
破
棄
に
備
え
て
、
予
備
的
契
約
を
締
結
す
る
こ

と
を
強
要
す
る
法
体
系
|
l
自
体
が
経
済
的
合
理
的
か
否
か
は
別
問
題
で
あ
る
。
「
申
込
の
拘
束
力
」
が
取
引
安
全
等
の
経
済
的
な
理
由
か
ら
認

め
ら
れ
た
点
を
想
起
せ
よ
(
第
四
部
第
二
編
)
。

(
7
)
な
お
、
「
契
約
を
破
る
自
由
」
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
で
考
え
る
な
ら
、
ー
ー
責
任
の
効
果
と
し
て
「
(
契
約
の
)
履
行
」
で
も
認
め
ぬ
限
り

l
l
「交

渉
を
破
棄
す
る
自
由
」
は
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

(
8
)
法
(
律
)
の
無
欠
訣
性
で
も
信
奉
せ
ぬ
限
り
、
類
例
は
必
ず
あ
る
、
と
は
言
い
切
れ
ま
い
。
パ
ン
デ
ク
テ
ン
法
学
に
お
け
る
「
申
込
の
撤
回
」

は
欠
鉄
の
好
例
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
(
第
四
部
第
二
編
)
。

(
9
)
第
三
部
第
二
編
、
補
論
第
二
編
、
第
四
部
第
二
一
編
の
他
、

N
垣市】間巾『門

¥ER-向
山

5
H
E
F
『
己
ロ
セ
ロ
庄
内
河
内
円
Z
2
R同一

2
E口
問

E
2
2
の
与
互
開

号
回
目
ν
コ
〈
島
町
内

F
F
E
戸
(
N
-

〉己
2
・Y
E∞ム
-
m
・
2
印

ω
参
照
。

(
9
a
)
あ
る
信
頼
が
法
的
保
護
に
値
す
る
か
否
か
と
い
う
こ
の
問
題
は
、
実
は
当
該
当
事
者
に
そ
の
よ
う
な
信
頼
を
す
る
権
限
が
あ
る
か
否
か
と

い
う
|
|
〉

ξ
与
の
一
吉
う

!
l
権
限
分
配
の
問
題
に
他
な
ら
な
い
(
こ
の
点
は
、
内
田
貴
『
契
約
の
再
生
』
(
平
成
二
年
)
一
一
一
一
一
一
頁
以
下
参
照
)
。

(
叩
)
末
弘
巌
太
郎
「
法
律
解
穆
に
於
け
る
理
論
と
政
策
」
(
『
民
法
雑
考
』
(
昭
和
七
年
)
一
頁
以
下
所
収
。
初
出
は
昭
和
六
年
)
を
は
じ
め
、
博
士

の
一
連
の
論
稿
か
ら
影
響
を
受
け
て
い
る
(
博
士
の
法
解
釈
方
法
論
に
つ
い
て
は
、
瀬
川
信
久
「
民
法
の
解
釈
」
(
『
民
法
講
座
別
巻
1
』
(
平

成
二
年
)
一
頁
以
下
所
収
)
参
照
)
。

(
日
)
「
申
込
承
諾
型
」
と
「
練
り
上
げ
型
」
と
の
判
別
基
準
、
す
な
わ
ち
、
交
渉
の
進
め
方
、
交
渉
の
場
所
的
・
期
間
的
特
徴
、
締
約
の
仕
方
等
の

違
い
か
ら
、
「
申
込
承
諾
型
」
で
保
護
さ
れ
る
信
頼
が
、
「
練
り
上
げ
型
」
で
は
保
護
に
値
し
な
い
、
と
の
帰
結
を
導
く
の
は
困
難
で
あ
ろ
う
。
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基
本
法
学
4

|
契
約
』
(
昭
和
五
八
年
)

一
頁
以
下
所
収
)

一
五
、
三



説

た
だ
し
、
責
任
の
効
果
(
保
護
の
程
度
)
に
は
区
別
が
設
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
(
本
章
第
三
節
)
。

(
ロ
)
類
推
適
用
に
つ
い
て
は
、
椿
寿
夫
「
民
法
に
お
け
る
類
推
適
用
」
(
法
時
六
二
巻
七
号
七
二
頁
、
平
成
二
年
)
参
照
。

(
日
)
た
だ
し
、
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
「
統
合
と
し
て
の
法
」
と
い
う
思
想
を
巻
き
込
む
大
問
題
で
あ
り
、
本
稿
の
及
ぶ
と
こ
ろ
で
は
な
い
(
こ
の
間

題
に
つ
い
て
は
、
内
田
貴
「
探
訪
『
法
の
帝
国
』

|
-
F
E
5
0
5『E
P
F
〉
雪
印

E
b」
習
と
法
解
釈
学

|
l
(
一
、
一
一
)
(
完
)
」
(
法
協
一

O

五
巻
三
号
一
頁
、
四
号
二

O
頁
、
昭
和
六
三
年
)
参
照
)
。

(
U
)

こ
の
考
え
方
は
「
進
化
論
的
法
価
値
論
」
に
通
じ
る
か
も
し
れ
な
い
(
こ
の
価
値
論
に
つ
い
て
は
、
平
井
宜
雄
「
法
解
釈
学
の
合
理
主
義
的

基
礎
づ
け

l
l
法
律
学
基
礎
論
覚
書
・
そ
の
二

ilL(法
協
一

O
七
巻
五
号
一
頁
、
平
成
二
年
)
五
五
頁
以
下
参
照
)
。

(
日
)
も
っ
と
も
、
法
律
家
を
し
て
議
論
な
さ
し
め
な
か
っ
た
と
こ
ろ
の
も
の
を
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
。

(
日
)
ド
イ
ツ
法
の
下
で
の
限
界
(
第
二
部
第
二
編
)
が
、
基
本
的
に
は
日
本
法
に
も
妥
当
し
よ
う
。

(
げ
)
予
備
的
契
約
に
関
す
る
各
国
の
動
向
は
、
第
二
部
第
二
編
、
第
三
部
第
二
編
、
補
論
第
二
編
参
照
。

(
同
)
両
当
事
者
と
も
予
備
的
契
約
の
締
結
を
否
認
し
、
か
っ
一
方
当
事
者
が
相
手
方
の
一
言
動
を
信
頼
し
た
と
主
張
す
る
と
き
、
予
備
的
契
約
に
よ

る
請
求
は
認
め
ら
れ
な
い
が
、
「
申
込
の
拘
束
力
」
が
容
れ
ら
れ
た
経
緯
や
趣
旨
に
照
ら
せ
ば
、
契
約
に
基
づ
か
ぬ
右
の
信
頼
が
保
護
に
値
す
る

と
さ
れ
る
場
合
も
あ
ろ
う
。
ま
た
当
事
者
は
予
備
的
契
約
で
な
く
、
(
本
)
契
約
を
目
指
し
て
交
渉
す
る
も
の
だ
か
ら
、
契
約
内
容
に
関
す
る
合

意
だ
け
か
ら
、
前
者
の
成
立
を
認
め
る
の
は
擬
制
で
あ
ろ
う
。
現
実
の
裁
判
例
で
も
予
備
的
契
約
が
主
張
さ
れ
た
例
は
多
く
な
く
、
ま
た
そ
れ

が
認
め
ら
れ
た
の
は
締
約
の
障
害
が
当
事
者
間
の
合
意
で
は
排
除
で
き
な
か
っ
た
場
合
だ
け
で
あ
る
(
第
一
部
第
一
編
。
裁
判
例
[
刊
]
[
却
]

参
照
)
。
締
約
に
外
在
的
障
害
が
な
い
場
合
、
当
事
者
は
直
接
(
本
)
契
約
を
目
指
し
、
他
方
、
障
害
が
自
己
の
支
配
領
域
外
に
あ
る
場
合
、
暫

定
的
な
拘
束
の
た
め
、
予
備
的
契
約
が
締
結
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
、
と
言
え
そ
う
で
あ
る
(
第
二
部
第
二
編
も
参
照
)
。

(
四
)
次
の
如
き
要
因
は
考
え
ら
れ
る
。
第
一
に
、
「
練
り
上
げ
型
」
を
採
る
取
引
が
増
え
た
こ
と
。
か
か
る
「
成
立
形
態
」
は
古
く
か
ら
存
在
す
る

が
(
第
四
部
第
一
一
編
)
、
大
規
模
取
引
、
特
に
不
動
産
売
買
は
確
か
に
増
加
し
て
い
る
(
法
務
省
民
事
局
法
務
研
究
会
編
『
登
記
白
書
〈
第
一
回
〉

昭
和
六
一
年
版
』
(
昭
和
六
二
年
)
六
八
|
七

O
頁
に
よ
れ
ば
、
昭
和
四

0
年
代
の
取
引
件
数
は
そ
れ
ま
で
の
二
倍
に
上
る
)
。
第
二
に
、
交
渉

過
程
の
一
層
の
複
雑
化
。
不
動
産
取
引
で
は
、
各
種
の
行
政
手
続
(
第
一
部
第
一
編
で
紹
介
し
た
裁
判
例
[
却
]
は
国
土
利
用
計
画
法
が
絡
ん

だ
事
件
で
あ
る
)
、
交
渉
へ
の
金
融
機
関
の
参
加
な
ど
が
そ
の
原
因
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
第
三
に
、
交
渉
段
階
へ
の
信
義
則
の
浸
透
を
受
け
入

れ
る
土
壌
が
で
き
た
こ
と
。
ミ
ク
ロ
的
に
は
、
「
契
約
締
結
上
の
過
失
」
の
う
ち
、
「
交
渉
破
棄
」
以
外
の
類
型
が
昭
和
四

0
年
代
末
か
ら
本
格

E命
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的
に
現
れ
は
じ
め
(
河
上
正
二
「
『
契
約
の
成
立
』
を
め
ぐ
っ
て

1
1
現
代
契
約
論
へ
の
一
考
察

11(
一
、
二
)
(
完
)
」
(
判
タ
六
五
五
号
二

頁
、
六
五
七
号
一
四
頁
、
昭
和
六
三
年
)
六
五
五
号
一
九
頁
参
照
)
、
地
な
ら
し
を
し
た
。
マ
ク
ロ
的
に
は
、
こ
れ
ら
の
法
現
象
を
支
え
る
契
約

思
想
(
意
思
自
治
や
私
的
自
治
、
あ
る
い
は
契
約
自
由
の
原
則
)
の
変
化
が
考
え
ら
れ
る
(
契
約
観
の
変
容
や
自
由
競
争
に
対
す
る
取
引
倫
理

の
強
調
の
他
、
契
約
の
方
式
の
解
体
過
程
は
信
頼
保
護
の
視
点
か
ら
位
置
づ
け
る
こ
と
も
で
き
、
そ
の
意
味
で
こ
れ
も
関
連
が
あ
り
そ
う
で
あ

る
)
。
た
だ
、
以
上
の
実
態
的
、
思
想
的
要
因
は
推
測
の
域
を
出
ず
、
そ
れ
ら
が
い
か
な
る
形
で
ど
の
程
度
「
交
渉
破
棄
」
の
顕
在
化
に
寄
与
し

た
か
も
判
然
と
し
な
い
た
め
、
問
題
は
依
然
と
し
て
残
っ
て
い
る
。

(
却
)
錦
織
成
史
「
違
法
性
と
過
失
」
(
『
民
法
講
座
6
』
(
昭
和
六

O
年
)
一
三
三
頁
以
下
所
収
)
一
四
三
頁
。

(
幻
)
第
二
部
第
二
編
参
照
(
純
粋
財
産
損
害
に
つ
い
て
も
、
社
会
的
に
不
誠
実
と
さ
れ
る
程
度
の
行
為
で
違
法
性
の
要
件
が
満
た
さ
れ
、
か
つ
有

責
性
に
関
し
て
は
、
過
失
(
注
意
義
務
違
反
)
で
足
り
る
、
と
の
立
場
を
採
れ
ば
、
違
法
性
と
有
責
性
を
峻
別
し
て
も
、
「
信
頼
裏
切
り
型
」
は

不
法
行
為
法
で
解
決
可
能
な
は
ず
で
あ
る
)
。

(
包
)
限
定
的
か
つ
個
別
的
な
構
成
要
件
を
列
挙
す
る
仕
方
を
採
っ
て
も
、
ド
イ
ツ
民
法
典
の
よ
う
に
な
る
と
は
限
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
こ
に
淵

源
が
求
め
ら
れ
る
の
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
か
か
る
規
定
の
仕
方
の
由
来
は
、
福
田
清
明
「
ド
イ
ツ
民
法
典
第
八
二
三
条
及
び
八
二
六
条

の
制
定
過
程
」
(
比
較
法
雑
誌
二
二
巻
三
号
二
七
頁
、
昭
和
六
三
年
)
参
照
。

(
お
)
第
一
部
、
第
二
部
第
一
一
縮
、
第
三
部
第
一
一
編
、
補
論
第
一
一
一
編
参
照
。

(
出
)
第
一
部
第
一
一
編
参
照
。
ド
イ
ツ
や
フ
ラ
ン
ス
で
も
ほ
ぼ
同
様
で
あ
っ
た
(
第
二
部
第
一
編
、
第
三
部
第
一
編
)
。

(
お
)
第
一
部
第
一
編
、
第
二
部
第
一
編
、
第
三
部
第
一
編
、
補
論
第
二
編
参
照
。

(
出
)
た
と
え
ば
河
上
・
前
掲
論
文
判
タ
六
五
七
号
二
六
|
二
七
頁
。

(
幻
)
第
四
部
第
二
編
参
照
。
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
も
同
様
の
志
向
が
垣
間
見
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
「
信
頼
利
益
」
に
相
当
す
る
損
害
の
賠
償
し
か

認
め
な
か
っ
た
一
九
世
紀
の
不
法
行
為
責
任
説
に
反
旗
を
翻
し
、
寸
契
約
の
成
立
(
履
行
)
」
ま
で
認
容
せ
ん
と
し
た
予
備
的
契
約
説
や
一
方
的

債
務
負
担
行
為
説
に
は
、
商
取
引
の
保
護
の
姿
勢
が
窺
え
た
の
で
あ
る
(
第
三
部
第
二
編
)
。

(
部
)
「
誤
信
惹
起
型
」
と
異
な
り
、
「
信
頼
裏
切
り
型
」
で
は
責
任
の
可
否
さ
え
大
問
題
で
あ
る
こ
と
が
そ
の
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
。

(
却
)
信
頼
惹
起
以
前
の
損
害
(
た
と
え
ば
先
行
投
資
)
は
賠
償
さ
れ
な
い
。
ま
た
契
約
上
の
立
場
よ
り
有
利
な
地
位
を
与
え
る
理
由
は
な
い
か
ら
、

「
信
頼
利
益
」
は
「
履
行
利
益
」
を
上
限
と
す
る
(
た
と
え
ば
解
約
手
付
が
定
め
ら
れ
て
い
た
場
合
、
そ
れ
が
上
限
と
な
る
)
。
た
だ
し
、
雇
用

北法43(1・119)119 



説

契
約
で
は
、
賃
金
以
外
の
条
件
の
魅
力
を
感
じ
、
収
入
の
減
少
を
厭
わ
ず
に
転
職
す
る
こ
と
も
あ
る
。
か
か
る
場
合
に
は
、
賃
金
だ
け
で
「
信

頼
利
益
」
と
「
履
行
利
益
」
を
比
較
す
る
の
は
不
適
切
で
あ
り
、
後
者
は
前
者
以
上
の
も
の
と
推
測
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

(
叩
)
宮
本
健
蔵
「
契
約
締
結
上
の
過
失
責
任
法
理
と
附
随
義
務
」
(
『
法
と
政
治
の
現
代
的
課
題

l
i
明
治
学
院
大
学
法
学
部
二
十
周
年
論
文
集
i

|』

(
昭
和
六
二
年
)
六
三
頁
以
下
所
収
)
八
七
頁
。

(
出
)
比
較
法
的
趨
勢
で
あ
っ
て
、
異
論
を
見
な
い
(
第
一
部
、
第
二
部
第
一
編
、
第
三
部
第
一
一
編
、
補
論
第
二
編
)
。

(
犯
)
司
副
「
=
印
者
C
Z
E
-
-》『
R
Cロ丹『印円宮同一

-gu--F円可田口
ι
同)「巾ZBEmw『可担問『巾巾
g
mロ
門
的
司
曲
目
『
品

g-日
間
即
口
【
]
町
田

-r与口巾問。円
5
c
cロ
少
∞
寸
n
o
E
E
F
-
-
N
巾
〈
・

N

H

叶・

5
∞吋一日ハ

D
E
2・
宮
田
∞
円
宮
内

5
2
5ロ〈巾『円『国間
2
2
Z
E
-
E岡
町
ロ
血
友

3
=明
石
宮

2-吉
宮
内
D

三
E
Z
E
0・H

U

∞
∞
が
若
干
詳
し
く
検
討

し
て
い
る
程
度
で
あ
る
。

(
お
)
こ
れ
に
対
し
、
信
頼
が
軽
率
で
あ
っ
た
と
い
う
理
由
か
ら
、
過
失
相
殺
さ
れ
る
こ
と
は
あ
る
ま
い
。
そ
れ
は
当
該
信
頼
が
誤
信
で
あ
る
こ
と

を
意
味
し
、
そ
の
た
め
、
「
信
頼
裏
切
り
型
」
で
は
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。

論

第
三
編
の
小
括

残
さ
れ
て
い
る
課
題
を
系
統
的
に
ま
と
め
る
こ
と
で
、
小
括
と
し
た
い
。

方
法
論
的
課
題

本
稿
で
は
、
検
討
素
材
を
裁
判
例
と
学
説
に
限
定
し
た
う
え
、

そ
れ
ら
を
専
ら
法
(
理
論
)
的
観
点
か
ら
分
析
し
た
。
し
か
し
、
本
格
的

な
考
察
の
た
め
に
は
、
検
討
対
象
を
拡
大
す
る
と
と
も
に
、
他
の
観
点
、
す
な
わ
ち
、
社
会
的
・
政
治
的
・
経
済
的
・
文
化
的
・
思
想
的
・

歴
史
的
観
点
か
ら
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
も
不
可
欠
で
あ
る
。
勿
論
、
特
に
右
の
対
象
と
観
点
を
優
先
さ
せ
た
こ
と
に
理
由
が
な
い
わ
け
で
は
な

い
。
だ
が
、
そ
の
聞
で
さ
え
、
不
十
分
な
点
は
多
く
、
ま
た
右
の
如
き
方
法
論
的
偏
向
が
あ
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
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取
り
上
げ
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
関
連
問
題

「
交
渉
破
棄
」

の
関
連
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
た
の
は
、
「
契
約
の
成
立

「
申
込
の
撤
回
」
だ
け
で
あ
る
。
こ
れ
は
信
頼
保

(
形
態
)
」
と

護
の
視
点
か
ら
問
題
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
た
こ
と
に
起
因
す
る
。
が
、
「
交
渉
破
棄
」
を
論
ず
る
さ
い
、
契
約
を
い
か
な
る
も
の
と
し
て
捉
え

る
か
と
い
う
契
約
観
の
問
題
は
避
け
え
な
い
。
ま
た
そ
の
発
露
た
る
個
々
の
論
点
、
特
に
契
約
の
方
式
や
「
関
係
的
契
約
理
論
」
の
提
示
す

る
関
係
的
契
約
と
単
発
的
契
約
と
い
う
枠
組
み
も
関
連
問
題
と
し
て
浮
上
す
る
。
次
に
類
例
と
い
う
意
味
で
は
、
「
契
約
締
結
上
の
過
失
」

の
他
の
類
型
、
義
務
内
容
の
類
似
性
と
い
う
点
で
、
予
備
的
契
約
(
そ
の
他
、
紳
士
協
定
)

や
労
働
法
上
の
団
交
義
務
、
中
間
的
な
解
決
が

企
図
さ
れ
て
い
る
点
で
、
解
約
手
付
や
委
任
や
請
負
に
お
け
る
解
除
、
将
来
の
行
為
に
対
す
る
信
頼
保
護
と
い
う
意
味
で
、
権
利
失
効
の
原

則
な
ど
も
関
連
問
題
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
加
え
て
事
務
管
理
や
不
当
利
得
の
果
た
す
べ
き
役
割
、
不
法
行
為
に
ま
つ
わ
る
一
連
の
諸
問
題

(
た
と
え
ば
契
約
責
任
と
不
法
行
為
責
任
の
関
係
、
民
事
制
裁
の
あ
り
方
)
、

未
検
討
な
い
し
十
分
踏
み
込
め
な
か
っ
た
個
別
的
論
点

さ
ら
に
権
利
濫
用
と
の
関
連
づ
け
等
も
関
連
問
題
で
あ
ろ
う
。

契約交渉の破棄とその責任(7・完)

取
り
上
げ
た
関
連
問
題
に
つ
い
て
も
、
検
討
不
十
分
な
論
点
が
残
き
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
「
申
込
の
撤
回
」
に
関
す
る
裁
判
例
の
分
析
、

-vEwztg
に
関
す
る
議
論
の
跡
づ
け
、
発
信
主
義
と
到
達
主
義
の
問
題
、
信
頼
利
益
と
履
行
利
益
と
の
関
係
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
解
決

方
法
に
つ
い
て
も
詰
め
る
べ
き
点
は
多
く
、
要
件
論
で
は
契
約
類
型
ご
と
の
き
め
細
か
な
分
析
が
必
要
だ
し
、
効
果
論
で
も
損
害
の
具
体
的

範
囲
に
つ
い
て
問
題
が
残
っ
て
い
る
。
締
約
機
会
の
喪
失
の
位
置
づ
け
や
出
掃
の
性
格
に
よ
る
分
類
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る

締
約
用
か
履
行

用
か
と
い
う
客
観
的
性
格
と
、
加
害
者
が
出
揖
を
促
し
た
も
の
か
、
予
見
可
能
だ
っ
た
に
過
ぎ
な
い
か
と
い
う
主
観
的
性
格
と
の
兼
合
い
の

問
題
な
ど
)
。
さ
ら
に
過
失
相
殺
は
精
査
を
要
し
、
免
責
事
由
に
は
立
証
責
任
の
視
野
か
ら
の
検
討
も
必
要
で
あ
ろ
う
(
第
一
部
第
一
一
編
)
。

こ
の
よ
う
に
、
残
さ
れ
て
い
る
課
題
は
甚
だ
多
い
が
、
問
題
を
問
題
と
し
て
認
識
し
た
点
を
再
度
強
調
し
て
お
き
た
い
。
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説言命

註(
1
)
た
と
え
ば
実
態
調
査
を
基
軸
と
す
る
「
生
け
る
法
」
の
探
究
、
経
済
分
析
的
視
角
の
導
入
、
契
約
思
想
及
び
そ
の
背
後
に
あ
る
社
会
の
構
成

原
理
に
関
す
る
思
想
的
歴
史
的
考
察
な
ど
、
な
す
べ
き
こ
と
は
多
い
(
契
約
思
想
一
つ
取
っ
て
も
、
意
思
自
治
・
私
的
自
治
の
原
則
や
契
約
自

由
の
原
則
の
他
、
「
関
係
的
契
約
理
論
」
に
も
目
を
向
け
ね
ば
な
ら
な
い
。
詳
し
く
は
、
内
田
貴
『
契
約
の
再
生
』
(
平
成
二
年
)
参
照
)
。

(
2
)
「
交
渉
破
棄
」
が
法
的
紛
争
と
な
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
問
題
を
立
て
た
点
に
由
来
す
る
。
が
、
解
釈
論
に
さ
い
し
て
は
、
従
来
も
か
よ
う

な
問
題
の
立
て
方
を
し
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
お
、
そ
れ
は
専
ら
紛
争
と
い
う
病
理
的
現
象
だ
け
を
見
、
か
つ
法
と
い
う
特
殊
な
手
段

の
み
に
よ
る
問
題
解
決
を
企
図
す
る
点
で
、
限
ら
れ
た
視
角
で
あ
る
。
従
っ
て
、
そ
こ
に
は
一
定
の
限
界
が
伴
う
。
が
、
そ
れ
は
他
の
素
材
や

観
点
に
は
見
ら
れ
ぬ
固
有
な
特
徴
で
も
あ
り
、
専
門
性
と
い
う
視
点
に
立
つ
と
さ
、
尊
重
さ
れ
る
べ
き
も
の
を
含
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

(
3
)
法
的
紛
争
を
想
定
す
る
場
合
、
裁
判
例
や
学
説
は
最
も
直
接
的
な
検
討
素
材
で
あ
り
、
法
的
観
点
か
ら
の
考
究
も
最
も
直
裁
な
考
察
方
法
で

あ
る
か
ら
、
そ
こ
に
は
一
種
の
プ
ラ
イ
オ
リ
テ
ィ

l

(
な
い
し
オ
ー
ソ
リ
テ
ィ
ー
)
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
(
前
註

(
2
)
も
参
照
)
。

が
、
他
の
諸
要
素
は
無
視
で
き
ず
、
法
的
価
値
判
断
に
さ
い
し
て
は
、
そ
れ
ら
も
考
慮
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
け
れ
ど
も
、
多
種
多
様
な
要
素
を

い
か
に
劃
酌
す
べ
き
か
は
法
解
釈
方
法
論
の
根
幹
に
ふ
れ
る
大
問
題
で
あ
っ
て
、
こ
こ
で
は
扱
い
得
な
い
(
価
値
判
断
の
さ
い
、
本
稿
で
は
類

例
に
お
け
る
価
値
判
断
に
拠
っ
た
。
類
例
に
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
法
的
問
題
で
あ
る
以
上
、
右
の
事
情
は
同
様
で
、
様
々
な
要
素
に
配
慮
し
た

う
え
、
価
値
判
断
が
下
さ
れ
て
い
る
は
ず
だ
か
ら
、
そ
れ
は
当
該
問
題
に
と
っ
て
も
強
い
意
味
で
指
針
た
り
う
る
、
と
考
え
た
た
め
で
あ
る
。

ま
た
そ
の
判
断
の
適
否
は
類
例
の
展
開
状
況
を
な
が
め
る
こ
と
で
、
あ
る
程
度
分
か
る
は
ず
で
あ
る
(
類
例
に
お
け
る
壮
大
な
実
験
を
顧
み
る

こ
と
で
、
採
る
べ
き
道
は
一
定
程
度
絞
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
)
。
と
は
い
え
、
類
例
と
は
同
一
物
で
は
な
い
か
ら
、
両
者
の
相
違
が
及
ぼ

す
影
響
に
つ
い
て
は
、
慎
重
な
検
討
が
必
要
と
さ
れ
る
)
。

(
4
)
関
係
的
契
約
と
単
発
的
契
約
と
い
う
枠
組
み
は
、
「
練
り
上
げ
型
」
と
「
申
込
承
諾
型
」
と
い
う
図
式
に
通
じ
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
た
だ
し
、

た
と
え
「
申
込
承
諾
型
」
を
単
発
的
契
約
と
パ
ラ
レ
ル
に
位
置
づ
け
た
と
し
て
も
、
「
申
込
の
拘
束
力
」
は
関
係
的
視
点
に
立
っ
て
、
は
じ
め
て

理
解
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
ろ
う
(
「
申
込
承
諾
型
」
で
、
事
前
交
渉
や
調
査
も
な
く
、
意
思
表
示
だ
け
で
契
約
が
成
立
す
る
の
は
、
既
に
あ
る
種

の
関
係
が
存
在
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
(
第
四
部
第
一
編
で
紹
介
し
た
相
場
物
売
買
の
裁
判
例
の
う
ち
、
[
刀
]
だ
け
は
契
約
内
容
が
特
定
さ
れ

て
い
た
の
に
、
成
立
を
否
定
し
た
が
、
そ
の
さ
い
、
当
事
者
聞
の
最
初
の
取
引
で
あ
っ
た
点
も
島
酌
し
て
お
り
、
示
唆
的
で
あ
る
)
。
申
込
受
取

人
が
申
込
と
い
う
一
片
の
言
明
を
信
頼
し
て
行
動
す
る
の
も
、
か
か
る
基
盤
が
あ
る
た
め
で
あ
り
、
締
約
機
会
の
喪
失
が
看
過
で
き
ぬ
損
害
と
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さ
れ
る
の
も
、
受
取
人
の
属
す
る
一
定
の
関
係
な
く
し
て
考
え
ら
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
社
会
学
的
意
味
で
の
「
関
係
」
を
法
的
に
評
価
し
た

も
の
が
「
申
込
の
拘
束
力
」
な
の
で
あ
る
)
。
と
す
る
と
、

l
l
た
と
え
先
の
よ
う
な
理
解
に
立
っ
た
と
し
て
も
|
|
本
稿
は
単
発
的
契
約
の
な

か
の
関
係
的
な
る
も
の
(
に
対
す
る
評
価
)
を
指
針
と
し
て
、
関
係
的
契
約
に
お
け
る
「
関
係
」
を
考
察
し
た
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
こ
れ
に

関
連
し
て
「
申
込
承
諾
型
」
が
「
成
立
形
態
」
の
典
型
例
と
さ
れ
た
原
因
も
未
解
決
の
課
題
で
あ
る
。
た
だ
、
次
の
一
二
つ
の
要
因
は
お
そ
ら
く

影
響
し
て
い
よ
う
。
第
一
に
、
そ
れ
は
の
2
2
5
以
来
の
締
約
理
論
に
な
じ
む
も
の
で
あ
っ
た
(
一
方
が
渡
し
、
他
方
が
受
け
取
る
、
と
い
う
所

有
権
移
転
を
範
型
と
す
る
締
約
理
論
)
。
第
二
に
、
と
り
わ
け
一
九
世
紀
に
は
、
取
引
の
拡
大
や
通
信
手
段
の
発
展
な
ど
に
よ
り
、
「
申
込
承
諾
型
L

に
固
有
な
問
題
、
す
な
わ
ち
、
「
申
込
の
撤
回
」
や
発
信
主
義
と
到
達
主
義
と
の
関
係
な
ど
が
現
実
の
問
題
と
し
て
噴
出
し
た
(
申
込
を
語
る
さ

い
、
主
に
商
取
引
が
想
定
さ
れ
た
の
も
、
こ
の
た
め
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
は
、
第
四
部
第
二
一
編
の
他
、
第
三
部
第
二
編
参
照
)
。
第
三
に
、
契
約

を
構
成
す
る
二
つ
の
「
意
思
(
表
示
)
」
は
時
間
的
に
も
場
所
的
に
も
隔
絶
し
た
も
の
と
措
定
す
る
方
が

i
l
少
な
く
と
も
右
の
場
合
は

i
l
説

明
の
便
宜
に
適
っ
て
お
り
、
か
つ
「
練
り
上
げ
型
」
に
固
有
な
問
題
が
ほ
と
ん
ど
顕
在
化
し
て
い
な
か
っ
た
当
時
に
あ
っ
て
は
、
法
律
論
の
上

で
は
前
者
の
み
が
脚
光
を
浴
び
、
そ
の
た
め
、
一
般
論
と
し
て
の
地
位
を
獲
得
し
て
し
ま
っ
た
。
他
方
、
こ
れ
ら
に
対
し
、
「
練
り
上
げ
型
」
の

代
表
例
た
る
不
動
産
売
買
は
、
ド
イ
ツ
で
は
専
ら
契
約
の
方
式
と
い
う
角
度
か
ら
議
論
さ
れ
て
い
た
(
第
四
部
第
二
編
)
。
ま
た
フ
ラ
ン
ス
で
も
、

主
た
る
論
点
は
成
立
時
期
に
集
中
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
(
成
立
時
期
に
つ
い
て
は
、
第
三
部
第
二
編
の
他
、
横
山
美
夏
「
不
動
産
売
買
契
約

の
『
成
立
』
と
所
有
権
の
移
転

i
1
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
売
買
の
双
務
予
約
を
手
が
か
り
と
し
て
|
|
(
一
、
二
)
(
完
)
」
(
早
稲
田
法
学
六
五

巻
二
号
一
頁
、
三
号
八
五
頁
、
平
成
二
年
)
二
号
七
二
頁
以
下
参
照
)
。
結
局
、
「
成
立
形
態
」
と
い
う
視
点
は
、
不
動
産
売
買
で
は
注
目
さ
れ

て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

(5)
か
か
る
課
題
を
果
た
し
た
と
き
、
「
何
故
、
今
『
交
渉
破
棄
』
な
の
か
」
と
い
う
問
い
に
も
答
え
ら
れ
よ
う
。

(6)
な
お
、
「
成
立
形
態
」
を
「
申
込
承
諾
型
」
と
「
練
り
上
げ
型
」
と
に
大
別
し
た
こ
と
と
の
間
遠
か
ら
、
か
か
る
類
型
化
と
法
的
概
念
と
の
関

係
に
つ
い
て
一
言
し
て
お
く
な
ら
、
法
が
あ
る
定
型
的
な
社
会
関
係
を
想
定
し
(
無
論
、
そ
の
抽
象
度
は
各
規
範
ご
と
に
区
々
で
あ
ろ
う
)
、
そ

れ
に
対
し
て
一
定
の
価
値
判
断
を
下
し
て
い
る
と
す
る
と
、
そ
の
関
係
に
当
た
る
か
否
か
と
い
う
問
い
は
法
的
な
意
義
を
有
せ
ざ
る
を
得
ず
、

そ
の
た
め
、
そ
れ
に
則
し
て
社
会
に
存
在
す
る
諸
関
係
を
類
型
化
す
る
作
業
も
法
的
意
義
を
帯
び
て
く
る
。
そ
し
て
、
か
か
る
作
業
を
通
じ
て

得
ら
れ
た
諸
類
型
を
|
|
社
会
学
的
概
念
と
し
て
で
は
な
く

i
l
い
わ
ゆ
る
寸
法
律
上
の
概
念
」
と
し
て
位
置
づ
け
る
か
否
か
は
、
|
|
右
で
見

た
よ
う
に
、
そ
こ
に
既
に
あ
る
種
の
法
的
意
味
が
見
い
出
さ
れ
る
以
上

l
l
本
稿
に
と
っ
て
は
、
も
は
や
枝
葉
末
節
の
問
題
で
あ
る
。
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説

結
び

|

l
「
信
頼
保
護
の
あ
り
方
」

に
つ
い
て

言命

「
交
渉
破
棄
」
に
取
り
組
ん
だ
の
は
、
現
代
社
会
に
お
け
る
信
頼
保
護
の
あ
り
方
を
探
究
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
「
交
渉
破
棄
」
は
小
さ
な

問
題
だ
が
、

そ
れ
に
対
す
る
不
十
分
な
考
察
か
ら
も
、
信
頼
保
護
の
全
体
像
を
探
る
た
め
の
視
点
は
若
干
得
ら
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

第
一
に
、
信
頼
保
護
は
二
当
事
者
聞
の
そ
れ
と
第
三
者
の
そ
れ
と
に
大
別
し
う
る

序
論
参
照
)
。
前
者
で
は
、

主
に
当
事
者
間
の
利
益

調
整
の
み
が
問
題
と
さ
れ
る
の
に
対
し
、
後
者
で
は
、

そ
れ
に
加
え
て
取
引
安
全
と
い
う
流
通
的
側
面
も
考
慮
さ
れ
る
。
確
か
に
「
申
込
の

拘
束
力
」
で
見
た
よ
う
に

(
第
四
部
第
二
編
)
、
二
当
事
者
間
の
信
頼
保
護
で
も
取
引
安
全
と
い
う
要
素
が
加
味
さ
れ
る
こ
と
は
あ
る
が
、

こ
の
視
点
が
当
該
法
制
度
の
趣
旨
を
理
解
す
る
さ
い
の
一
つ
の
目
安
と
な
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

第
二
に
、
現
在
に
つ
い
て
の
信
頼
(
誤
信
)

の
保
護
と
将
来
に
つ
い
て
の
信
頼
の
保
護
と
い
う
分
類
も
可
能
で
あ
る

(
「
誤
信
惹
起
型
」

は
前
者
に
、
「
信
頼
裏
切
り
型
」
は
後
者
に
属
す
る
)
。
従
来
は
前
者
の
み
注
目
さ
れ
、
後
者
は
顧
み
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
将
来
の
事
象
に

関
す
る
信
頼
は
各
当
事
者
が
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
で
確
実
化
す
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
、
そ
の
要
保
護
性
が
意
識
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
で
あ

ろ
う
(
も
っ
と
も
、
契
約
そ
の
も
の
を
信
頼
保
護
の
角
度
か
ら
位
置
づ
け
る
見
解
は
存
在
す
る
。
内
田
貴
『
契
約
の
再
生
』

(
平
成
二
年
)

二
一
四
頁
以
下
参
照
)
。
本
稿
は
後
者
の
重
要
性
を
明
ら
か
に
し
た
。
し
か
し
、
両
者
に
は
帰
責
レ
ベ
ル
で
重
大
な
相
違
が
あ
り
、
安
易
に

(
第
四
部
第
二
編
)
。
き
す
れ
ば
、
そ
の
相
違
を
明
瞭
な
ら
し
め
る
意
味
で
、
こ
の
視
点
も
全
体
像
の
展
望
に
役
立
と
う
。

第
三
に
、
保
護
の
程
度
の
面
で
も
全
体
は
二
分
さ
れ
る
。
信
頼
し
た
の
と
同
じ
状
態
を
作
出
す
る
仕
方
と
信
頼
な
か
り
せ
ば
あ
っ
た
で
あ

一
元
化
し
え
な
い

ろ
う
状
態
を
回
復
す
る
仕
方
が
あ
る
の
で
あ
る

(
「
履
行
」
な
い
し
「
履
行
利
益
の
賠
償
」
は
前
者
に
、
「
信
頼
利
益
の
賠
償
」
は
後
者
に
属

す
)
。
信
頼
保
護
の
要
請
か
ら
、
い
ず
れ
か
が
一
義
的
に
導
か
れ
る
こ
と
は
な
く
、
そ
の
選
択
は
様
々
な
要
素
を
勘
案
し
て
な
さ
れ
て
い
る
(
第
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四
部
第
二
編
参
照
)
。
従
っ
て
、
こ
の
区
分
に
つ
い
て
も
、
画
一
的
な
も
の
の
見
方
は
慎
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、

そ
う
で
あ
る
な
ら
、
反
っ
て

こ
の
視
点
は
、
個
々
の
制
度
で
考
慮
さ
れ
る
因
子
を
拾
い
上
げ
、

そ
れ
ら
を
比
較
対
照
す
る
さ
い
、
有
益
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
よ
う
。

以
上
の
二
一
つ
が
全
体
像
の
展
望
に
役
立
つ
視
点
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
個
々
の
制
度
が
当
該
問
題
状
況
の
多
種
多
様
な
属
性
に
配
慮
し
て

(
そ
の
た
め
、
二
分
法
が
可
能
な
の
で
あ
る
)
。
従
っ
て
、
か
か
る

い
る
の
に
対
し
、
右
の
視
点
は
一
つ
の
属
性
に
し
か
着
目
し
て
い
な
い

視
点
だ
け
か
ら
で
は
、
個
別
具
体
的
な
法
制
度
も
全
体
像
も
捉
え
切
れ
な
い
。
が
、
こ
れ
ら
の
視
点
か
ら
各
制
度
を
全
体
の
な
か
で
位
置
づ

け
る
こ
と
は
、
制
度
簡
の
共
通
点
と
相
違
点
を
際
立
た
せ
、
以
て
全
体
像
の
解
明
に
、
否
、
そ
も
そ
も
各
制
度
の
理
解
に
資
す
る
と
こ
ろ
が

あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
(
た
と
え
ば
不
法
行
為
で
、
交
通
事
故
、
医
療
過
誤
、
公
害
等
々
と
い
っ
た
レ
ベ
ル
で
類
型
化
を
行
っ
て
も
、
人
損

と
物
損
と
い
う
類
型
化
が
無
意
味
に
な
る
わ
け
で
は
あ
る
ま
い
。
前
者
に
は
前
者
な
り
の
、
後
者
に
は
後
者
な
り
の
、
意
義
と
役
割
と
限
界

が
あ
る
は
ず
な
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
来
栖
三
郎
『
契
約
法
』
(
昭
和
四
九
年
)
七
三
六
頁
以
下
か
ら
示
唆
を
得
て
い
る
)
。

最
後
に
法
解
釈
学
方
法
論
の
点
か
ら
見
る
な
ら
、
本
稿
に
特
に
目
新
し
い
と
こ
ろ
は
あ
る
ま
い
。
「
申
込
の
撤
回
」
に
対
す
る
法
の
態
度

契約交渉の破棄とその責任(7・完)

か
ら
、

は
、
法
解
釈
の
方
法
と
し

一
定
の
価
値
判
断
を
抽
出
し
、

そ
れ
を
類
例
た
る
「
交
渉
破
棄
」
に
当
て
は
め
る
手
法
(
帰
納
と
演
鐸
)

て
伝
統
的
で
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
か
か
る
手
法
に
は
種
々
の
限
界
が
内
在
す
る
が
、

一
定
程
度
の
有
効
性
も
持
っ
て

し、

る

(
第
四
部
第
三
編
)
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
問
題
の
な
い
制
度
を
も
含
め
、
既
存
の
法
制
度
は
ま
ず
帰
納
の
面
か
ら
考
察
さ
れ
ね
ば
な

ら
な
い
。
し
か
る
に
「
申
込
の
拘
束
力
」
は
あ
ま
り
に
問
題
が
な
か
っ
た
た
め
か
、
今
日
ま
で
顧
み
ら
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。

か
か
る
問
題
意
識
か
ら
、
本
稿
で
は
「
申
込
の
拘
束
力
」
を
見
つ
め
直
し
、
そ
こ
か
ら
何
も
の
か
を
学
び
と
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

お
よ
そ
立
法
に
携
わ
る
者
の
究
極
の
理
想
と
は
、
あ
る
い
は
後
年
に
い
か
な
る
疑
義
も
残
さ
ぬ
法
制
度
を
作
り
上
げ
る
こ
と
な
の
か
も
し

れ
な
い
。
と
す
る
と
、
後
の
学
者
に
議
論
す
る
こ
と
さ
え
許
さ
な
か
っ
た
「
申
込
の
拘
束
力
」
と
い
う
法
制
度
を
導
入
し
た
、

か
の
起
草
者

さ
ぞ
や
ほ
く
そ
笑
ん
で
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
我
が
事
成
れ
り
、

た
ち
は
、

と
。
以
て
膜
す
べ
し
と
も
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
や
。
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5見

[
付
記
]
本
稿
は
、
平
成
三
年
三
月
に
北
海
道
大
学
か
ら
学
位
を
授
与
さ
れ
た
博
士
論
文
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
周
知
の
よ
う
に
、
そ
の
前
後
辺
り
か
ら
、

契
約
法
に
関
す
る
議
論
は
ま
す
ま
す
活
況
を
呈
し
つ
つ
あ
る
が
(
特
に
N
B
L
誌
上
に
公
表
さ
れ
た
一
連
の
論
文
や
内
田
貴
『
契
約
の
再
生
』

(
平
成
二
年
て
さ
ら
に
私
法
学
会
で
の
シ
ン
ポ
ジ
ュ
|
ム
は
極
め
て
重
要
で
あ
る
)
、
時
期
的
な
関
係
も
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
成
果
を
ど
こ
ま

で
正
確
に
吸
収
で
き
た
か
は
心
も
と
な
く
、
そ
の
た
め
、
結
果
的
に
は
博
士
論
文
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
形
で
公
表
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、

幸
運
に
も
、
今
年
の
一
月
か
ら
八
月
ま
で
内
地
留
学
の
機
会
を
与
え
て
い
た
だ
い
た
た
め
、
そ
の
問
、
か
か
る
成
果
に
親
し
む
と
と
も
に
、
こ

の
問
題
に
つ
い
て
も
|
|
微
々
た
る
も
の
で
は
あ
る
に
せ
よ

l
l
若
干
の
進
展
が
感
じ
ら
れ
た
。
そ
こ
で
、
当
初
は
そ
れ
ら
を
本
稿
に
全
面
的

に
取
り
込
も
う
か
と
も
考
え
た
が
、
と
り
わ
け
最
後
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
|
|
不
正
確
、
不
明
瞭
な
点
の
訂
正
を
も
含
め
|
|
あ
ま
り
に
大
幅

な
書
き
換
え
や
修
正
を
要
す
る
た
め
、
断
念
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
い
ず
れ
別
の
機
会
に
何
か
の
形
で
公
表
で
き
れ
ば
、
と
思
っ
て
い
る
。

な
お
、
新
任
早
々
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
内
地
留
学
の
機
会
を
与
え
て
下
さ
っ
た
北
大
法
学
部
の
先
生
方
、
ま
た
中
途
半
端
な
時
期
で
あ

っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
快
く
迎
え
て
下
さ
っ
た
東
大
法
学
部
の
先
生
方
に
は
、
衷
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
る
と
と
も
に
、
ご
多
忙
中
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
受
入
教
官
に
な
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
を
ご
快
諾
下
さ
っ
た
う
え
、
様
々
な
ご
配
慮
を
も
賜
っ
た
平
井
宣
雄
先
生
、
留
学
準
備
中
か

ら
公
私
に
わ
た
っ
て
の
種
々
の
ご
助
言
、
ご
指
導
を
い
た
だ
い
た
内
田
賀
先
生
、
研
究
会
の
幹
事
と
し
て
色
々
と
便
宜
を
図
っ
て
下
さ
っ
た
大

村
敦
志
先
生
に
は
、
こ
の
場
を
借
り
て
、
重
ね
て
御
礼
申
し
上
げ
た
い
。

論
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Zur Haftung beim Abbruch von 

Vertragsverhandlungen (7) 

Seiji IKEDA・

Wie konnen wir den Irrationalismus (d. h. die Gefuhlsjurisprudenz) 

schlagen? In dieser Abhandlung wird die juristische Methode der Analogie 

angewandt， die alteste， traditionellste， typischeste， orthodoxeste Denkform 

der Juristen. Unter der Analogie verstehen wir die Ubertragung der fur 

einen oder mehrere untereinander ahnliche Falle im Gesetz gegebenen Regel 

auf einen vom Gesetz nicht geregelten， ihm ahnlichen Fall. "Die Ubertragung 

grundet sich darauf， daβinfolge ihrer Ahnlichkeit in den fur die gesetzliche 

Bewertung masgebenden Hinsichten beide Tatbestande [キ Falle]gleich zu 

bewerten sind， also auf die Forderung der Gerechtigkeit， Gleichartiges gleich 

zu behandeln“1) Hier handelt es sich um eine gesetzliche Wertung， die frei 

von personlichem Gefuhl sein mus. Diese Methode hat daher gute Chancen， 

ein mo"glicher Weg fur die Uberwindung des Irrationalismus zu sein. Die 

Analogie erfordert jedoch irgendeine Gesetzeslucke. Gibt es eine solche 

Lucke? 

Es gibt zwei typische Formen des Vertragsschlusses. In einigen Fallen 

tragt der eine Partner einem anderen einseitig die Schliesung eines Vertrags 

an， dann nimmt der letztere allein den gemachten Antrag an. In anderen 

Fallen treffen beide Beteiligten in der Verhandlung miteinander immer 

wieder einzelne Vereinbarungen zu den konkreten Vertragspunkten， 

schl児島lich kommt der Vertrag durch die Zusammenstellung ihrer 

Verabredungen zustande. Es macht aus einem juristischen Gesichtspunkt 

einen tiefen und grosen Sinn， diesen Prozes von jenem zu unterscheiden， 

denn nur in diesem Prozes entsteht das sogennante "Scheitern von 

V ertragsver handl ungen“ Hier erfordert es der Abschlus eines Vertrags 

besonders haufig， das zumindest eine Partei im Laufe der Verhandlungen 

'a. o. Professor an der juristischen Fakultat der Hokkaido Universitat， Dr. jur 

1) Larenz， Methodenlehre der Rechtswissenschaft， (6. Auflふ 1991，S. 381 

北法43(1・177)177 町



Vol. XLIII No. 1 (1992) The Hokkaido Law Review 

vorbereit巴nde Masnahmen unternimmt， um den Abschlus und die 

rechtzeitige Durchfuhrung des beabsichtigten Vertrags zu ermoglichen. 

Trotzdem hat der Gesetzgeber des japanischen BGB's einen solchen Prozes 

nicht gesehen， und es gibt keine gesetzliche Bestimmungen， die das Problem 

des Abbruchs von Verhandlungen losen. Die Art und Weise， wie wir die 

Vertragsverhandlungen zu regeln haben， bleibt offen. Dabei handelt es sich 

um eine Gesetzeslucke. 

Unter einem gewissen Aspekt liegen diese Falle aber auch gleichartig. 

..Das zwei Sachverhalte einander ..ahnlich“sind， besagt， das sie in einigen 

Hinsichten ubereinstimmen， in anderen aber nicht.'‘2) Um die Analogie 

anzuwenden， mussen sie gerade in den fur die rechtliche Bewertung 

maβgebenden Hinsichten ubereinstimmen， aber sie durfen einander nicht 

absolut gleich sein. Was den Abbruch von Vertragsverhandlungen angeht， 

kommt das Prinzip der Vertragsfreiheit (oder der Privatautanomie) und die 

Forderung des Vertrauensschutzes in Frage. Letzlich heist die Frage， ..1st 

das Vertrauen auf das sichere Zustandekommen des Vertrags in den 

Verhandlungen rechtlich zu schutzen?“1m Widerruf des Antrags (naturlich 

geh凸rtdieses Problem zu dem obenerwahnten Prozes der Antrag-Annahme) 

halt das japanische BGB nun gerade ahnliches Vertrauen fur rechtlich 

schutzwurdig. Die Bindung an den Antrag ist genau vom Standpunkt des 

Vertrauensschutzes aus anerkannt. Daraus kann geschlossen werden， das 

wir das Vertrauen auf den kunftigen Vertrag auch beim Fehlschlagen von 

Verhandlungen rechtlich schutzen wollen ; es sei denn， das Vertrauen sei 

unbegrundet oder eine unrationelle Erwartung. 

Auf diese Weise ist die Haftung beim Abbruch von Vertrags 

verhandlungen endlich als rechtliche Auslegung gerechtfertigt.3
) Diese 

Methode der Analogie bringt uns aber nicht zur Begriffsjurisprudenz des 

19. lahrhunderts zuruck. Denn das Folgende ist schon jetzt zum 

herrschenden Einverstandnis zwischen uns geworden. ..Es handelt sich bei 

der juristischen Analogie also allemal um einen Vorgang wertenden 

Denkens， nicht ledig um eine formal-logische Gedankenoperation. Um zu 

2) Larenz. a. a. 0.. S. 381 

3) Der wahre Grund， den Weg der Analogie in dieser Abhandlung zuwahlen， liegt 

tiefer， aber es bleibt unm凸glich，das ich ihn hier ausfuhrlich darstelle. Das ist 

eine Frage der Rechtsphilosophie und der Rechtssoziologie， die uber die 

Methodenlehre der Rechtsauslegung hinaus geht 
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erkennen， welche Elemente des gesetzlich geregelten Tatbestandes fur die 

gesetzliche Wertung und warum sie fur diese bedeutsam sind， bedarf es des 

Ruckgangs auf die Zwecke und den Grundgedanken der gesetzlichen 

Regelung.，，4) Wenn Juristen nach diesen grundlich zu forschen versuchen， 

werden sie den goldenen und klugen Mittelweg finden konnen， der ihr hilft 

aus der tiefen Talsohle der Begriffsjurisprudenz aufzusteigen und vor dem 

Abgrund der Gefuhlsjurisprudenz zu schutzen. Sie haben eine Welt zu 

gewinnen. Juristen aller Lander， vereinigt euch! 

4) Larenz， a. a. 0.， S. 382. 
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